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研究（H27-身体・知的-指定-001） 

     研究代表者 市川 宏伸（東京都立小児総合医療センター顧問） 

      研究分担者氏名・所属研究機関名及び所属研究機関における職名 

     内山登紀夫：大正大学社会心理学部教授 

     井上雅彦：鳥取大学医学系研究科教授 

     志賀利一：国立重度知的障害者総合施設のぞみの園・事業企画局研究部長 

     高橋和俊：社会福祉法人侑愛会・おしま地域療育センター・所長 

     田中恭子：熊本大学医学部・児童精神医学特任助教 

     堀江まゆみ：白梅学園大学こども学部教授 

 

 

Ａ．研究目的 

 ノーマリゼーションという言葉が使われ

てから久しいが、知的障害・障害児者にお

ける医療は量的にも質的にも十分とは言え

ない。このことは障害児者が自ら不調を訴

えないこととだけでなく、福祉関係者の医

療への知識の乏しさ、医療関係者の不勉強

による対応の難しさなどが関連している。

このような状況下において、どのような点

から改善に取り組んでいけばよいか考える

手がかりとして研究を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

 3 つの視点から現状調査と今後の方向性

の調査を行った。①福祉施設における、福

祉スタッフと医療スタッフの連携の現状を

調査し、課題と対応について調査研究した。

東社協の協力を得て、福祉に従事する看護

職、医師の現状認識を調べた。海外におけ

る先進的な福祉と医療の連携を調査するた

め、英国における取組を調査した。②全児

協と国立病院機構の協力を得て、福祉現場

への医療的取り組みの現状を調べ、今後の 

 

研究要旨：知的・発達障害福祉支援施設で大きな問題になっているのは、 

強度の行動障害を持つ利用者への対応と利用者の高齢化の二つである。 

ともに、医療との連携が重要な意味を持つことと考えられる。しかし、 

研究代表者の臨床現場における経験では、福祉スタッフと医療スタッフ 

との連携がうまく行っている例は少なく、利用者にとっては望ましい 

状況ではない。医療と福祉の連携を密にするための具体的手がかりを得る 

   ための研究を行うことを目的とした。 
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方向性について意見を聞いた。③福祉施設

利用者を対象に、健康度調査の現状を調査

し、その課題と解決策を研究した。本年度

は渡島コロニー（北海道）における取組と、

望みの園（群馬県）が行った調査を中心に

検討をした。さらにいわゆる“障害者ドッ

グ”を行っている杉並区の現状と課題を調

べるとともに、これから開始しようとする

大牟田市の取り組みを調査した。 

 

Ｃ．研究結果 

 ①については、医療と福祉の前提の違い

に基づく連携の難しさ、医療職養成課程に

おける福祉知識の欠如などが著明となった。

医師においては、限られた医師が厳しい診

療状況の中で治療を行っていた。英国での

状況を調べると、知的障害のある人の健康

維持や医療サービスの提供、医療受診支援

に相互に連携しながら機能していたことが

明らかであった。②については、入院医療

などを中心に、長期入院の現状を調査し、

どのような対応が必要か検討するとともに、

9 年前に行った調査と大きな変化はないこ

とを確認した。③については、知的障害の

人たちの入所施設では、医療的ケア、薬物

療法、医療機関受診等の医療的ニーズが極

めて高く、そのような状況を見据えた体制

整備と人材育成が急務であった。障害者の

健康診断については、入所施設利用者につ

いては法的な範囲の健康診断が行われてい

たが、短期入所利用者、通所利用者につい

ては不十分であった。約 10年ほど行われて

きた杉並区での取り組みでは、病院の献身

的な協力の下で年 2回行われていた。 

 

 

Ｄ．考察 

 知的障害・発達障害の医療がそうでない

者の医療について、量・質ともに劣ってい

ることが推測された。障害医療の改善には、

利用者、家人、治療スタッフ各々の意識変

化、経済的裏付けの充実、治療水準の向上

などが必要である。知的障害・発達障害医

療の必要性を啓発する必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 一般的に、知的障害・発達障害者の平均

寿命は短いと考えられていたが、健常者と

同様の治療が可能になり、健康診断が実施

されるようになれば、平均寿命も健常者に

近づく可能性がある。そのためには、英国

など先進的な取り組みを検討して、障害医

療を充実させる必要性がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

市川宏伸 子どもの薬物療法～医療現場で

の苦悩 わが国の現状 発達障害者支援ハ

ンドブック 2015（東京都福祉保健局）87-99

（2015） 

市川宏伸 注意欠如・多動性障害および広

汎性発達障害 臨床てんかん学 ｐ222‐

224 （2015）医学書院（東京） 

2.  学会発表 

  

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 

 2. 実用新案登録 

 3.その他 
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A.研究目的 
障害サービスを利用する方々の高齢化お

よび強度行動障害と言われる利用者への対

応の充実が喫緊の課題になっている。高齢化

には虚弱化が伴いやすく三大疾病をはじめ

とした疾患から ADLの低下も考えられ、生

活維持のための医療やアンチエイジングの

有効性は言うまでもない。同時に、強度行動

障害と呼ばれる方々への支援に対する支援

には医療的なケアを併用することでよりよ

い結果が得られることも周知となりつつあ

る。これらの課題において、地域や施設で提

供される医療的なサービスの拡充は、障害児

者施設利用者にとって大きな貢献になると

考えられる。その医療的なサービスの最前線

にいる存在の専門職のひとつである看護師

のアンケート結果から考察をしていきたい

と考えた。 

 

B.研究方法 

 知的障害者支援サービスに関係する看護

師の実態調査を行うために東京都社会福祉

協議会知的発達部会（以下知的部会）の会員

施設に調査を行った。知的部会の会員施設は、

都内にある施設はもとより、東京都の知的障

害者施策に則り都外にも複数の施設を有し

ている。このことから今回のアンケート結果

は都市部から山間部を含む多様な立地条件

にある施設らに行われたものである。 

（１）基本情報 

回答総数（ｎ）199件 

施設形態別内訳 

  成人：入所 69件・通所 97件・入所/通

所（併設）12件 

  児童：入所 5 件・通所 11 件・入所/

通所（併設） 0件 

  成人/児童（併設）：入所 5 件・通所 0

件・入所/通所（併設） 0件 

 

C．研究結果 

 

Ⅰ 看護職へのアンケートから 

Q1看護師の経験年数における現職場歴に

分担研究報告書 

研究課題： 知的障害施設における福祉と医療の連携の現状と方向性 

研究分担者： 市川 宏伸（東京都立小児総合医療センター） 

研究協力者： 根本 昌彦（社会福祉法人 フロンティア いけぶくろ茜の里） 

研究協力者： 山本 あおひ（社会福祉法人 正夢の会） 

研究要旨：知的障害福祉施設における医療については、以前からその連携について課

題があると考えられて来た。特に福祉現場における医療の前提と福祉の前提は相いれ

ない点が散見されていた。我々は、福祉現場で働く看護職と医師を対象に現状につい

てアンアケート調査を行い、現状の課題と今後の方向性を調査した。利用者がうまく

訴えられなかったとしても、障害のない者と同様の医療を受ける権利はあるはずであ

る。利用者にとって不利益がもたらされないためにも、福祉と医療の連携が十分に行

われる必要がある。 
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ついて、入所と通所では雇用形態のうち特に

休日取得形体の違いがある。表にあるように

入所の現職場金属年数が 5 年程度に対して

通所は 10 年近い年数である。このことは、

入所は通年稼働しており不定期な休日取得

になり易いが、通所は土日祝日が休みやすく

希望者が集まり易く継続的に働きやすいと

言えるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2看護師の雇用形態について、通所の非

常勤率が高い。しかし常勤採用も一定数ある

ことから、過去に通所には看護師が居ないケ

ースも少なくない時代からの変化がうかが

い知れる。詳細な実態については、実際にど

のような業務を行っているかの調査などを

行って行くことで明らかにできると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5-1施設看護における困難な点、改善点
（記述式回答）Q5-2看護師不足解消のため
の提言（記述式回答）については、保健医療

の最前線にいる看護師の率直な回答が得ら

れる質問のひとつである。今回は、質問形式

で記述式回答を選択した。この回答（文章）

のすべての中で、課題提起が多かったものと

して、繰り返し使用されたキーワードと同様

の表現を含む文や語彙をカウントし、その繰

り返し回数が多い順に集計した。同時にそこ

に解説をつけることで結果報告とした。 

① 給与面での不満：40件 

医療機関との比較において「低賃金」又

はそれに類似した回答のあったケース

である。次いで、「医療的な判断に責任

が重い割に給与が見合っていない」と回

答が次いで多かった。この回答は以下に

 

勤続年数平均比較表（入所） 

（年） 
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勤続年数平均比較（通所） 
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看護師の雇用形態（通所） 
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記載した医師の不在による不安にも関

連する回答結果である。 

② 常勤医師不在による不安：39件 

 「常勤医師が不在のため、傷病に関する

判断や指示に不安を感じる」又はそれに

類似した回答のあったケースである。施

設の看護師は、発熱や怪我の状態に応じ

て判断し通院するのかしないのか、夜勤

者からの電話による相談に対する判断、

医師不在時の指示があるもののそれを

実行するかどうかの判断、施設全体の感

染症対策（イスタンダードプリコーショ

ンなど）の企画運営、等々は、医療機関

の看護師ように常勤医に相談や指示を

受けることや、看護師の上司や同僚に相

談することが福祉施設では環境的に極

めて困難か又は限定的であることが不

安要素になっている。 

③ 支援員との連携が難しい。支援員の健

康管理面での技術不足：30件 

 「検温や脈拍測定が出来ない（又は不正

確）」「睡眠や排せつの状態観察において、

経時的に一定の尺度を持って、表などを

活用しながら報告する行為などが難し

い」「看護師がアドバイスを行うが、支

援員によって対応の差が激しい」等の記

載があった。 

  支援員の業務は対人援助サービスで

ある。同時に利用者には知的能力障害以

外にも重複した心身の障害か配慮が必

要な状態の方が少なくない。それに対し、

支援員は、介護福祉士や保母などを取得

している者も多いながら、施設の設置基

準には支援員の資格条項は設けられて

いない。そのことから、健康面での観察

や対応スキルを持ちえない者も少なく

ない。その結果、健康管理のスキルがあ

る支援員の勤務時間帯とそうでない場

合の、健康管理や疾病の対応方法にレベ

ルの高低が生じやすく、看護師も支援員

によって専門的関与の度合いを調整す

る必要性がある。特に観察や対応方法を

指示する場合に、支援員が、出来る、出

来ないに関連したトラブルも発生しや

すい。そのようなトラブルにおいて、看

護師が少数派のため意見が通らずに辛

い思いをしたと、コメントした回答者も

複数した。以上に関連し、件数は少なか

った（5件）であったものの、看護師は

通院や処置が必要ないと判断したもの

の、支援員又は管理者が反する指示をだ

されたケースや、感染対応の指示を行っ

たものの、信用されず実施されなかった

ケースを訴える回答者がいた。 

件数の多いもので、以下には、利用者

の状態把握が難しい：27 件。施設看護

業務の理解を広めるためには看護教育

カリキュラムに導入が必要：25 件。施

設の看護業務マニュアル（標準業務の規

定）が無く業務範囲や組織のポジション

が不明瞭：25件。利用者に(対する医療

機関の診療拒否がある：16 件。施設で

働いているとスキルが低下する：9件。 

 

Ⅱ 医師へのアンケートから 

 看護職に比較して、医師の返答数は少なか

った。医師が勤務していない施設も存在する

ためと思われる。 

 複数の医師がいる施設もあり、回答をくれ

た医師は 46 名で、施設数は 41 カ所であっ

た。施設種類（重複含む）は成人・入所施設

23か所、成人・通所施設 25か所、児童・入
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所施設 2 か所、児童・通所施設 1 か所であ

り、幾つかの施設を掛けもちしている医師も

いた。 

 平均勤務年数は 14.3 年（最長 53 年、最

短 1年）であり、福祉現場勤続数は 15.7年

であった（回答医師数 31 名）。医師の専門

科は、内科 23名、精神科 13名、外科 3名、

整形外科 2名、小児科 1名（回答医師 28名、

重複あり）であった。診察中心科は内科 29

名、精神科 15名、外科 4名、整形外科 5名、

小児科 5 名、（回答医師 44 名、重複あり）

であり、実際には専門科以外も診察する必要

性が反映されていた。週勤務時間は平均

14.3時間/週（最長 70時間、最短 0.5時間）

（回答医師 42名、勤務時間不定医師 5名）

であり、バラツキが見られた。診察人数は平

均 88.5名/週（最多 440名、最少１名）であ

り、医師による違いが目立った。 

 福祉医療養成課程を経験している医師は

3名であり、そのうち２名は経験年数 10年、

20 年と回答している。回答医師 45 名中、

42名は経験年数 0年と回答している。 

回答した 24名の医師の感じている困難さ

は、「現場福祉スタッフと医師の乖離（コー

ディネーターの必要性）」、「利用者の医療無

理解（主訴不明、経過不明、情報欠如、治療

協力不可）」、「近隣医療機関の受け入れの悪

さ（紹介先不足）」、「慢性的人手不足（医師、

看護職）」、「医療レベルの低さ（診察技術・

機器、専門外医療）」などであった。 

 回答した 23 名医師の改善提言としては、

「医学部での実習・研修の実施」、「福祉医療

の啓発・促進」、「近隣医療施設・地域医師会

との連携強化」、「経済的配慮と医師の増員」

などが挙げられている反面、改善を諦めてい

る医師もいた。 

D.考察 

 看護師の多くは医療機関働いている。また、

養成校のカリキュラムも医療機関での即戦

力の養成することを第一目的としている。看

護師は医療機関で、医師の指示のもと、チー

ムで判断や看護行為を行っている。しかし、

福祉施設の看護師は日々医師のいない、看護

師の同僚も少ない、他施設の仲間との情報共

有の場も少ない環境に従事している。その結

果、業務上の方向性を見失いやすく技術的に

も精神的にも不安定な状況で働いているこ

とがアンケートの文面から読み取れた。給与

についても、医療機関に比較して低いと考え

る看護師が多いようである。しかし先に述べ

たように、医療機関との労働条件があまりに

も違いがあることから、単純比較で高いか低

いは判断できない。施設における看護師の労

働の対価を以下に決定すればよいのかにつ

いては、施設サービスの中で看護師が行うサ

ービスの寄与度や、専門資格が持つ業務独占

を加味した責任の程度など、多角的な検証が

必要である。休暇取得については少人数職場

で一定のルーティンワーク（特に定時薬※関

連の業務）を抱えている関係上、当然休みに

くい環境にあると言えよう。施設サービスの

多様化、社会福祉施設の専門的サービス提供

の更なる向上など、喫緊の課題のなかで医療

面でのサービスにはどの程度のマンパワー

が必要なのかについても検討も必要かもし

れない。 

 障害者の生活が多様化し、地域生活や高齢

化を迎えるにあたっては、元来何らかの医療

ケアが必要となる方々が多い、障害者が健康

で継続的に地域で暮らす為にも最前線で働

く看護師の働き方への詳細な検討と、具体的

な対策は喫緊の課題である。今回の報告では、
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将来の方策をいきなり提案するところに至

っていないが、報告者の経験を踏まえた提案

を下記に行なう。 

健康医療面でのマネージメント機能の拡

充現在の看護師の働き方には定型がなく、且

つ看護師でなければならないといった専門

性を発揮できる内容になっていない。現状の

看護師の業務は、「通院補助」「外用薬処置」

「薬管理」「医療証管理」等々の業務が主で

あり支援員と看護師の業務は縦割り的であ

る。その結果、利用者個々の障害や疾病や環

境（希望）に応じたサービスとなっていない

のが現状である。 

個別性の高い健康医療的なサービスを構

築するために、個々のニーズとサービスに対

して、チーム支援を行う必要がある。チーム

支援をおこなうには支援計画を今以上に、

PDCA サイクルに基づいて支援員、看護、

栄養等が横串（横断）的に関与できる仕組み

つくりが必要である。その為に医療専門職で

ある看護師がサービスをマネージメントす

る機能を発揮することが最適であると考え

る。これは栄養マネージメントが既に加算対

象として稼働していることも類似のものと

してあげられるだろう。また、医療機関での

看護診断による、患者個々の状態に応じた看

護への変革も良い前例としておきたい。 

地域医療との連携強化（中規模、診療所、

調剤薬局）看護師が施設で行われるサービス

は本来医療サービスの一部である。医療サー

ビスは診療所等から調剤薬局や場合によっ

ては訪問看護との連携もある。同時に利用者

の病状によって、地域の大規模から中規模の

医療機関との連携も必要である。しかし、現

状では一部協力医療機関契約はあるものの、

検査、入院、退院、リハビリ、日々の相談に

おける綿密な連携が行われているとは言い

難い。地域包括などを活用した福祉・医療連

携推進は、現在各地で積極的に進められてい

るものである。障害サービスにおける健康医

療サービスもリンクしていく必要性を感じ

ている。 

支援員の支援技術の専門性の向上。日常の

状態観察や初期対応には支援員の能力向上

が欠かせない。しかし、現在の支援員の健康

医療面での観察や対応力の技能は個々の職

員によって差が大きい。このことは、支援員

になるための養成課程や資格規定が存在し

ていないことも一因である。多様化する利用

者サービスを安全に提供するには初任者研

修レベルの技能を担保する基準が必要であ

る。 

 医師については、限られた医師が、研修も

受けることなく、専門科を越えて治療に従事

しているのが現状である。不十分な医療スタ

ッフとともに、経済的裏付けもないままに長

期間勤務している医師もいる。また福祉スタ

ッフの理解も得られないままに、看護スタッ

フらと利用者の医療充実に尽くしている。今

後は福祉と医療の理解を促進するコーディ

ネーター的役割を果たすスタッフの存在が

必要である。福祉における医療を正面からと

らえ、養成課程の確立、治療技術への経済的

裏付けの設定などを充実させて行く必要が

ある。 

 

E. 地域や施設で提供される医療的なサービ

スの拡充は、障害児者施設利用者にとって大

きな貢献となる。本アンケートは、知的障害

者の医療に関わる看護師、支援員、医師の基

本的部分の調査であった。今後も引き続き調

査を行う予定である。 
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F．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

平成 28年 1月 24日 本研究班にて実施。 

 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

資料：アンケート内容 

（資料１）施設アンケート 

（資料２）医師へのアンケート 

（資料３）看護アンケート 
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（資料１） 

  ＠施設アンケート 

※ このアンケートは原則的に看護師（代表 1 名）が回答

してください。 

※ 看護師のいない施設では代理の職員が、判る範囲でお答えください。 

※ 回答欄が不足した場合は欄外及び裏面などにご記入をお願いします。 

 

１、所属する施設についてお伺いします。 

Q１、あなたの所属する施設 

に○をつけてください。 

 

 

 

Q２、その施設の種別に○を 

つけてください。 

 

 

Q３、施設（入所/通所など）定員をお書きください。 

定員   名 （入所部門  名、通所部門   名、その他   名） 

 

Q４、利用者の年齢についてお書きください。 

   利用者全体の平均年齢     才 

   最高年齢     才       最低年齢      才 

 

Q5、医療関連職員内訳をお書きください。（常勤、非常勤、嘱託などを問わず） 

   看護師   名  支援スタッフ   名  医師    名 

   心理士    名    作業療法士   名  言語聴覚士    名        

   その他    名 

   

 

１、通所 

２、入所 

３、その他（    ） 

 

１、児童 

２、成人 

３、その他（    ） 
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Ｑ６、勤務する看護師、医師はすぐに集まりますか？（一つ選択） 

  看護師について： 

  １探すのに非常に苦労する、 ２探すのに苦労する、 ３どちらでもない、 

４集められる、 ５簡単に集められる、 

医師について： 

１探すのに非常に苦労する、 ２探すのに苦労する、 ３どちらでもない、 

４集められる、 ５簡単に集められる、 

 

このようにして集めている（特に工夫していることがあれば、教えて下さい） 

 

                        

以上です 

 ご協力有難うございました                    
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（資料２） 

 ＠医師へのアンケート 

 

※ このアンケートは原則的に医師にお願いしてください 

※ 医師が複数在籍する場合は、コピーして、各医師にお願いしてください。 

※ 回答欄が不足した場合は欄外及び裏面などにご記入をお願いします。 

※ 該当しない質問などは空欄にして、回答可能な質問へ進んでください。 

 

 

Ｑ１、医師の方に伺います。 

   あなたは現職場に勤務されて何年経過しますか？ 

   現職場は勤続して約     年 （福祉現場には合計     年） 

   他の福祉現場に勤務していた場合は合算してください。 

 

 

Ｑ２、医師の方に伺います。 

   専門科、勤務時間、診察人数を教えて下さい。 

   専門科：    、週換算の勤務時間   時間/週、     人/週 

 

 

Ｑ３、診察は、どんな専門科の内容が中心ですか？（複数選択可） 

Ｑ４、診察は、どんな専門科の内容が    

 

Ｑ４、福祉施設における医療について、医師の養成課程で 

専門研修を受けたことがありますか？ 

なし  、 あり（約    回、または約    年） 
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Ｑ５、福祉施設において医療を行う場合に感ずる困難な点、および改善方法に

ついついて提言をお願いします。    は どんなことですか？ 

 

 

 

 

 

Ｑ６、今後福祉施設における医療を充実させるためには、勤務する医師は不足

しています。今後増加するための提言をお願いします。 

 

 
 

 以上です。 

 ご協力有難うございました。 
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（資料３） 

          ＠看護アンケート 

※ このアンケートは原則的に看護師が回答してください。 

※ 複数在籍する場合は、コピーして各看護師さんに応えて

もらってください 

Q1、あなたの福祉職場の勤続年数は何年目ですか。 

   勤続約    年目（現職場約     年、それ以外約     年） 

 

Q2、あなたの看護師としての経験年数は何年ですか。 

  （准看護師から正看護師になられた方は双方の年数を合計してください） 

               年 

 

Q４、あなたの雇用形態を教えて下さい 

 

 

 

 

 

 

 

Q３、あなたが、知的障害者施設の看護職を選んだ理由をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、常勤      名 

２、非常勤     名 

３、アルバイト   名 

４、その他     名 
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Ｑ４、あなたが福祉施設の看護について、看護職の養成課程で専門研修を受け 

たことがありますか？ 

 

なし  、 あり（約    回、または約    年） 

 

Ｑ５、福祉施設において看護を行う場合に感ずる困難な点、および改善方法に

ついついて提言をお願いします。    は どんなことですか？ 

 

 

Ｑ５、今後福祉施設における医療を充実させるためには、勤務する看護師は不

足しています。今後増加するための提言をお願いします。 

 

 
 

以上です。 

 ご協力有難うございました。 
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          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
 

分担研究報告書 

 
分担研究課題名：社会福祉法人侑愛会の入所施設における医療的ニーズに関する調査（第 1報） 

 

研究分担者：高橋和俊（社会福祉法人侑愛会 おしま地域療育センター 所長） 

研究協力者：祐川暢生（同 侑愛荘 園長） 

 中野伊知郎（同 星が丘寮 園長） 

 高橋実花（同 発達障害者支援センターあおいそら 医師） 

 大場公孝（同 理事長） 

 

 

A.研究目的 

 近年、医療水準の向上、医療の高度化、専門

分化が進んでいる。また、一般人口同様に、知

的障害の人たちを対象とした入所施設におい

ても高齢化が著しい 1)。これらのことから、施

設入所している知的障害者の人たちの医療ニ

ーズは質、量ともに高まってきていることが予

測され、今後の入所施設の体制整備や人材育成

においては、この点を考慮して行うことが求め

られるものと考えられる。 

 社会福祉法人侑愛会は、昭和 42 年に知的障

害の児童のための入所施設「おしま学園」を開

設して以来、すべてのライフステージに対応す

るための施設を開設、運営してきた。このうち、

グループホームを除いた成人期の入所施設（障

害者支援施設）は 8か所で、青年期から高齢期

まで幅広い年齢の人たちが生活している。これ

らの施設について、医療的ニーズの現状及びそ

の対応の状況について明らかにすることは、今

後の知的障害の人たちのためのあるべき生活

環境を考える上で重要な示唆をもたらすもの

と考えられる。 

 

B.研究方法 

 対象は、平成 27 年 4 月 1 日現在で、社会福

祉法人侑愛会の運営する 8 か所の障害者支援

研究要旨 

 社会福祉法人侑愛会の 8 か所の入所施設（障害者支援施設）を対象に、入所者の医療的ニーズ

に関する調査を行った。平成 27 年 4月 1日時点で入所していたのは 444 名（男 292 名、女 152 名）

で、18 歳から 93 歳まで幅広く分布し、年齢の中央値は男 45.3 歳、女 50.5 歳だった。知的障害は

重度～最重度が 2/3 を占めていた。日常生活動作（ADL）は Barthel Index で 5 点から 100 点とば

らつきが大きかったが、年齢が高くなるほど、また知的障害が重くなるほど、ADL は低下していく

傾向があった。医療的ケアについては、明確な医行為に限っても 120 件（入所者 3.7 名につき 1

件）が行われており、医療的ケアを受けている人たちは年齢が高く ADL が低い傾向があった。医

療機関は過去 1年間（入院は 3年間）に 440 名（99.1%）が何らかの形で利用し、医療と全く関わ

りなく生活していたのは 4 名（0.9%）のみであった。403 名（90.8%）は何らかの薬物療法を受け

ており、多剤併用が一般的であった。外来受診は一施設当たり一日 5.3 名、入院は入所者一人当

たり年間 1.27 日であった。医療的ケア、薬物療法、医療機関の利用など、医療の必要性が施設運

営に大きな影響を与えている状況がうかがわれ、今後、これらの状況を踏まえたうえで入所施設

の体制整備について再検討する必要があるものと考えられた。 



                                  

施設で生活している

名）である。

 これらの人たちについて、性別、年齢、

Mass Index (BMI)

分、主診断名、合併症、日常生活動作

受けている医療的ケアとその種類、

有無と使用薬剤数、

来受診（科名と受診回数）、過去

（科名と入院日数）等についてデータベースを

作成した。

 データベースは、セキュリティーの確立して

いる商用データベース（サイボウズ

を使用して構築し、データ入力は入所施設

に任命された

 統計解析

「R」を用いて

 

（倫理面への配慮）

 個人情報保護のため、各施設の入力担当者は

自施設のデータのみを閲覧できる設定とし、集

計を担当する研究分担者及び研究協力者のみ

                                  

施設で生活している

名）である。 

これらの人たちについて、性別、年齢、

Mass Index (BMI)、知的障害区分、

主診断名、合併症、日常生活動作

受けている医療的ケアとその種類、

有無と使用薬剤数、過去

来受診（科名と受診回数）、過去

（科名と入院日数）等についてデータベースを

作成した。 

データベースは、セキュリティーの確立して

いる商用データベース（サイボウズ

を使用して構築し、データ入力は入所施設

に任命された 1～数名

統計解析はオープンソースの統計解析言語

」を用いて行った。

（倫理面への配慮）

個人情報保護のため、各施設の入力担当者は

自施設のデータのみを閲覧できる設定とし、集

計を担当する研究分担者及び研究協力者のみ
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ように見える。ピークがありそうに見えるの

点の 4 か所であ

の各項目の分布を示

を超えている項目は

整容、入浴は自立
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知的障害は軽くなる傾向がある一方、図
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示されるように、知的障害が重いほど
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示されるように、知的障害が重いほど

下がっていた。これらのことを考え合わせる

と、知的障害の程度で補正すれば年齢と
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湿布の貼り付け、軟膏塗布、点眼、坐薬挿入、

浣腸、パルスオキシメーターの装着、耳垢の
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まった排泄物を捨てる
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年法律第 30 号）の一部改正

護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等
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軽い傷などの処置、自己導尿のカテーテルの
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においては、たんの吸引（口腔内、鼻腔内、

経管栄養（胃ろう
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除去、口腔内の清潔、ネブライザーの介助、
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準備や体位保持、ストーマ装具のパウチに溜
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（「あり」）の 3

。その結果、「な
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により、介

護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等
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的ケアの必要性が高いほど年齢が高い傾向が

みられた。
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（99.1%
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く関わりがなかったのは

あった。

での半年間の死亡は

 図
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ある。薬物療法を受けていなかったのは医療

機関の利用が全くなかった

図

図
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医療的ケアの有無と年齢分布を見たものが
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みられた。 
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「その他」と「あり」
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と医療的ケアの有無との間には特に相関は見

られなかった。

外部医療機関については、

99.1%）が過去

年間）に何らかの形で利用し、医療機関と全

く関わりがなかったのは

あった。平成 27

での半年間の死亡は

図 15 は、平成
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それぞれの群の間には有意差がみられ、医療
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について見てみると（図 14

と医療的ケアの有無との間には特に相関は見

られなかった。 

外部医療機関については、

）が過去 1年間（入院については過去
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心療内科が

の比較的多かった皮膚科は
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た。 
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名の受診があることになる。受診数が最も多
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いで内科（循環器科、呼吸器科、消化器科な
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の比較的多かった皮膚科は

で、整形外科、産婦人科、脳神経外科は外来

受診が少ない割には入院日数が比較的多かっ

 

今回の検討は、今後の研究の基礎資料として

図 17 

                                  

で、残りの 403 名（

かの薬物療法を受けていた。最頻値は

名）、中央値は 6種類で、最も多い人では

種類の薬剤を使用していた。

種類で、入所者一人当たり

類の薬剤を使用している計算であった

は、使用薬剤の種別ごとに使用の有無
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年間の外来受診数を見たも

のである。延べ数にして 15,589

42.7 名、一施設につき一日

名の受診があることになる。受診数が最も多

いのは精神科・心療内科で 5,000

いで内科（循環器科、呼吸器科、消化器科な
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年間の延べ入院日数を図

年間一施設当たり約

入所者一人当たり年間 1.27 日の入院がある計

。科別には内科への入院が最

550 日以上、次いで精神科・

日以上であった。外来受診数

の比較的多かった皮膚科は、入院はごくまれ

で、整形外科、産婦人科、脳神経外科は外来

受診が少ない割には入院日数が比較的多かっ

今回の検討は、今後の研究の基礎資料として
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種類の薬剤を使用していた。使用薬剤の延
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る計算であった。 
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）で、吸入薬は
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外用貼付薬は

14.2%）であった。
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589 名、単純計算

名、一施設につき一日

名の受診があることになる。受診数が最も多

5,000 名以上、次
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どの専門科を含む）、皮膚科が約 2,500 名と目
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年間一施設当たり約 211 日、

日の入院がある計

。科別には内科への入院が最

日以上、次いで精神科・

日以上であった。外来受診数

入院はごくまれ

で、整形外科、産婦人科、脳神経外科は外来

受診が少ない割には入院日数が比較的多かっ

今回の検討は、今後の研究の基礎資料として

延べ外来受診回数 
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）は何ら

種類

種類で、最も多い人では

使用薬剤の延

1種

 

とに使用の有無

を示したものである。使用ありが最も多かっ

吸入薬は

点鼻

）、外

は 10

）であった。 

年間の外来受診数を見たも

名、単純計算

名、一施設につき一日 5.3
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名以上、次

いで内科（循環器科、呼吸器科、消化器科な

名と目
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日、
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。科別には内科への入院が最

日以上、次いで精神科・

日以上であった。外来受診数

入院はごくまれ

で、整形外科、産婦人科、脳神経外科は外来

受診が少ない割には入院日数が比較的多かっ

今回の検討は、今後の研究の基礎資料として、

施設入所し
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 年齢分布は

40

いていた。

は

いずれも一般人口（平成

推計でそれぞれ

た。女性

65

かったが、

しかし、

75 歳以上

男性が多い傾向は変わらなかった

らの指標が全国の入所施設においてどのよう

な傾向を示しているのか、経時的にどう変化し

ていくのかなどを明らかにしていく必要があ

るものと考えられる。

 知的障害がある場合、

く、生命予後にも影響があることは以前から知

られてい

の程度と相関して短くなる傾向があり、

における人口

較可能なすべての年代で知的障害がある場合

に有意に高くなっている
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布は低くなる傾向がみられたが、少なくとも部

分的には

与している可能性が

 医療的ケアについては、

のだけを見ても

人が医療的ケアを必要とし、

られていることから、

昇とともに

施設入所している

概観することを目的として行った。

年齢分布は18

40 歳ごろをピークにした緩やかな

ていた。65

は 17.3%、75 歳以上の後期高齢者は

いずれも一般人口（平成

推計でそれぞれ

た。女性を 100

歳以上では

かったが、75歳以上では

しかし、一般人口（同資料で

歳以上 61.8

男性が多い傾向は変わらなかった

らの指標が全国の入所施設においてどのよう

な傾向を示しているのか、経時的にどう変化し

ていくのかなどを明らかにしていく必要があ

るものと考えられる。

知的障害がある場合、

く、生命予後にも影響があることは以前から知

られている 2)。た

の程度と相関して短くなる傾向があり、

における人口 1000

較可能なすべての年代で知的障害がある場合

に有意に高くなっている

。今回の調査では知的障害が重いほど年齢分

布は低くなる傾向がみられたが、少なくとも部

分的には平均余命の短さや死亡率の高さが

与している可能性が

医療的ケアについては、

のだけを見ても

人が医療的ケアを必要とし、

られていることから、

昇とともに医療的ケアの

図

ている知的障害の

ことを目的として行った。

18歳から93歳とかなり幅が広く、

歳ごろをピークにした緩やかな

65 歳以上のいわゆる「高齢化率」

歳以上の後期高齢者は

いずれも一般人口（平成 24

推計でそれぞれ 24.1%、11.9

100 とした男性の人数（性比）は、

歳以上では 102.6 とわずかに

歳以上では77.8

一般人口（同資料で

61.8）に比べると、高齢になっても

男性が多い傾向は変わらなかった

らの指標が全国の入所施設においてどのよう

な傾向を示しているのか、経時的にどう変化し

ていくのかなどを明らかにしていく必要があ

るものと考えられる。 

知的障害がある場合、身体合併症の頻度が高

く、生命予後にも影響があることは以前から知

。たとえば、平均余命は知的障害

の程度と相関して短くなる傾向があり、

1000 人あたりの年間死亡数は比

較可能なすべての年代で知的障害がある場合

に有意に高くなっていることが報告されてい

回の調査では知的障害が重いほど年齢分

布は低くなる傾向がみられたが、少なくとも部

平均余命の短さや死亡率の高さが

与している可能性があるものと

医療的ケアについては、医行為に相当するも

のだけを見ても120例と単純計算で

人が医療的ケアを必要とし、

られていることから、一般人口同様、年齢の上

医療的ケアの必要性が増している

図 18 延べ入院

知的障害の人たちの特徴を

ことを目的として行った。 

歳とかなり幅が広く、

歳ごろをピークにした緩やかなカーブを描

歳以上のいわゆる「高齢化率」

歳以上の後期高齢者は 7.2%

24 年の総務省の人口

11.9％）よりも低かっ

男性の人数（性比）は、

わずかに男性の方が多

77.8と逆転していた。

一般人口（同資料で 65 歳以上

に比べると、高齢になっても

男性が多い傾向は変わらなかった。今後、これ

らの指標が全国の入所施設においてどのよう

な傾向を示しているのか、経時的にどう変化し

ていくのかなどを明らかにしていく必要があ

身体合併症の頻度が高

く、生命予後にも影響があることは以前から知

とえば、平均余命は知的障害

の程度と相関して短くなる傾向があり、

人あたりの年間死亡数は比

較可能なすべての年代で知的障害がある場合

ことが報告されてい

回の調査では知的障害が重いほど年齢分

布は低くなる傾向がみられたが、少なくとも部

平均余命の短さや死亡率の高さが

あるものと考えられる。

医行為に相当するも

例と単純計算で3.7

人が医療的ケアを必要とし、年齢との相関も見

一般人口同様、年齢の上

必要性が増している

延べ入院日数 

人たちの特徴を

 

歳とかなり幅が広く、

カーブを描

歳以上のいわゆる「高齢化率」

7.2%で、

年の総務省の人口

％）よりも低かっ

男性の人数（性比）は、

男性の方が多

逆転していた。

歳以上 89.7、

に比べると、高齢になっても

。今後、これ

らの指標が全国の入所施設においてどのよう

な傾向を示しているのか、経時的にどう変化し

ていくのかなどを明らかにしていく必要があ

身体合併症の頻度が高

く、生命予後にも影響があることは以前から知

とえば、平均余命は知的障害

の程度と相関して短くなる傾向があり、わが国

人あたりの年間死亡数は比

較可能なすべての年代で知的障害がある場合

ことが報告されてい

回の調査では知的障害が重いほど年齢分

布は低くなる傾向がみられたが、少なくとも部

平均余命の短さや死亡率の高さが関

考えられる。 

医行為に相当するも

3.7名に 1

の相関も見

一般人口同様、年齢の上

必要性が増している



                                   21

状況がうかがわれた。加齢とともに ADL の機能

低下が見られていることや、一般人口において

も在宅医療が推進されていることを考えると、

今後、入所施設における医療的ケアの必要性は

さらに増していくことが推察され、そのような

状況を見据えた体制整備が急務であると考え

られる。 

 医療の利用について見ると、1年間（入院に

ついては 3年間）に医療機関を全く利用しなか

ったのは 4名（0.9%）と極めて少なく、施設入

所している人は医療との結びつきが密接であ

ることがうかがわれた。薬物療法だけを見ても、

全く受けていない人は 9.2%にすぎず、90%以上

は何らかの薬物療法を受けており、しかも一人

当たりの平均薬剤数は 7.1（最頻値 4、中央値

6）、最も多い人では 27 種類と多剤併用が一般

的であった。薬物の内訳では内服薬が最も多か

ったが、外用薬や点眼薬も少なくなかった。 

 外来受診や入院から見ても、一施設一日当た

り 5.3 名の医療機関受診があり、入所者一人当

たりでも年間 1.27 日の入院がある状況は、や

はり施設入所している人たちへの医療の必要

性の高さを示しているものと考えられた。 

 これらの結果からは、入所施設における健康

問題の頻度の高さに加え、医療的ケア、薬物療

法、医療機関受診など医療的な問題に関わる職

員の負担が施設運営に大きな影響を与えてい

ることが推察され、この点からも医療の必要性

を考慮に入れた体制整備について改めて検討

が必要であるものと思われた。 

 今回の検討は、主データを直接分析する一次

解析として行った。今後、薬物療法の内容や入

院時の付き添いの有無といったデータの下位

項目に関する分析や、どのような因子が医療的

ニーズに関連しているのかなどといった因子

間の相関を検討し、医療的ニーズに関するさら

に詳細な検討を行う予定である。また、今回は

一法人の入所施設に限定して検討を行ったが、

今後、全国の入所施設において同様の検討を行

うことで、知的障害の人たちの医療的ニーズに

関するさらに正確な知見が得られるものと考

えられる。 

 また、今回は施設入所している人たちを対象

として検討を行ったが、実際にケアを担当して

いる職員の意識や視点について知ることも、今

後の体制整備や人材育成を考えるうえで重要

な示唆をもたらすものと考えられる。今回の調

査対象となった施設の職員に関しては全員を

対象に別途アンケート調査を行っており、今後

報告する予定である。 

 

E.結論 

 知的障害の人たちの入所施設では、医療的ケ

ア、薬物療法、医療機関受診等の医療的ニーズ

が極めて高く、そのような状況を見据えた体制

整備と人材育成が急務である。 

 

F.健康危険情報 

 本研究に関係する健康危険情報はない。 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

 なし 

 

2.学会発表 

 なし 

H.知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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施設名 
定員 

（人） 

調査対象人数 最少年齢 

（歳） 

年齢中央値 

（歳） 

最高年齢 

（歳） 男（人） 女（人） 

ねお・はろう 60 48 7 18.7 30.3 42.8 

まるやま荘 40 19 23 18.3 36.5 61.7 

星が丘寮 60 48 12 35.9 44.0 57.4 

侑ハウス 40 40 0 34.6 44.3 66.9 

明生園 50 0 50 21.9 45.4 75.0 

新生園 90 75 8 28.9 47.7 72.1 

函館青年寮 40 21 17 34.2 55.9 74.7 

侑愛荘 80 41 35 45.0 71.1 93.2 

付表 1 調査対象施設及び人数、年齢 
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高血圧 55 
 

痔 10 
 
耳鼻科的疾患 6 

 B 型肝炎（キャリア
含む） 

3 
 
胆のう炎、胆石 3 

 
下肢浮腫 2 

便秘 50 
 
アトピー性皮膚炎 9 

 
眼科的疾患 6 

 
内分泌疾患 3 

 
腸閉塞 3 

 
脱肛 2 

高脂血症・高コレス
テロール血症 

48 
 
行動異常 9 

 
良性腫瘍 6 

 
精神疾患 3 

 C 型肝炎（キャリア
含む） 

2 
 
夜尿症 2 

水虫（白癬） 31 
 
整形外科的疾患 8 

 
睡眠障害 6 

 
骨粗鬆症 3 

 
脳性麻痺 2 

 
緑内障 2 

白内障 30 
 不整脈（頻脈、徐脈
含む） 

8 
 認知症（アルツハイ
マー型含む） 

5 
 
滲出性中耳炎 3 

 神経学的異常・神経
変性疾患 

2 
 
寄生虫 1 

糖尿病 16 
 
泌尿器科疾患 7 

 
心因反応 5 

 
先天性心奇形 3 

 レックリングハウゼ
ン病 

2 
 
自己免疫疾患 1 

アレルギー性鼻炎 15 
 
消化器疾患 7 

 
気管支喘息 5 

 
月経不順 3 

 慢性甲状腺炎（橋本
病） 

2 
 
婦人科疾患 1 

貧血 14 
 パーキンソン病・パ
ーキンソン症候群 

7 
 
アレルギー性疾患 4 

 
循環器疾患 3 

 
甲状腺機能低下症 2 

 
電解質異常 1 

前立腺肥大症 13 
 
胃炎・胃潰瘍 7 

 
先天異常 4 

 
脳梗塞 3 

 腫瘍（良性・悪性不
明） 

2 
 
脳外科疾患 1 

皮膚疾患 12 
 
高尿酸血症 7 

 
逆流性食道炎 4 

 
低血圧 3 

 
蓄膿症 2 

 

  

てんかん 12 
 
脂肪肝 7 

 
網膜剥離 4 

 
悪性腫瘍 3 

 
乳腺疾患 2 

 

  

統合失調症 12 
 

湿疹 7 
 

痛風 4 
 
双極性障害 3 

 
血管外科的疾患 2 

 

  

アレルギー性結膜炎 11 
 
神経因性膀胱 7 

 
間接リウマチ 4 

 
乾燥性眼障害 3 

 
代謝性疾患 2 

 

  

付表 2 合併症 
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  全体 20 歳未満 20～30 歳 30～40 歳 40～50 歳 50～60 歳 60 歳～70 歳 70 歳以上 

男 

全数 292 0 26 57 106 48 35 20 

やせ（BMI<18.5） 24 (8.2%) 0 (NA) 4 (15.4%) 6 (10.5%) 4 (3.8%) 2 (4.2%) 4 (11.4%) 4 (20.0%) 

肥満（BMI>=25.0） 69 (23.6%) 0 (NA) 9 (34.6%) 9 (15.8%) 33 (31.1%) 12 (25.0%) 10 (28.6%) 1 (5.0%) 

女 

全数 152 3 10 20 39 31 23 29 

やせ（BMI<18.5） 12 (7.8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (10.0%) 2 (5.1%) 0 (0%) 4 (17.4%) 4 (15.4%) 

肥満（BMI>=25.0） 41 (27.0%) 1 (33.3%) 6 (60.0%) 6 (30.0%) 10 (25.6%) 9 (29.1%) 8 (34.8%) 6 (23.1%) 

付表 3 年代ごとのやせと肥満の割合 

 

 

 

  全体 20 歳未満 20～30 歳 30～40 歳 40～50 歳 50～60 歳 60 歳～70 歳 70 歳以上 

男 
やせ（BMI<18.5） 5.0% - 13.0% 5.0% 2.8% 3.1% 3.9% 6.4% 

肥満（BMI>=25.0） 28.7% - 20.9% 27.2% 30.9% 34.4% 31.2% 24.7% 

女 
やせ（BMI<18.5） 10.4% - 17.4% 15.6% 10.9% 7.6% 9.1% 8.9% 

肥満（BMI>=25.0） 21.3% - 10.4% 15.9% 17.0% 23.7% 24.0% 24.7% 

参考 日本人の年代ごとのやせと肥満の割合（平成 26 年度国民健康・栄養調査） 
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          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
 

分担研究報告書 

 

 
分担研究課題名：発達障害入院患者についてのアンケート調査（全国児童精神科医療施設協議会） 

 

   分担研究者：市川 宏伸（東京都立小児総合医療センター） 

研究協力者：田渕 賀裕（関東医療少年院） 

  

 

A.研究目的 

平成１７年に発達障害者（児）支援法が施行さ

れ１０年が経過し、医療現場では、発達障害者

（児）に対する試行錯誤的対応が行われている。

本研究では、発達障害者（児）の医療について、

治療方法や医療連携、長期在院となっている患

者の把握と問題点などの実態を把握する目的

に、アンケート調査を実施した。 

 

B.研究方法 

全国児童精神科医療施設協議会加盟している、

２６施設を対象に、郵送にてアンケート調査を

実施した。アンケートは郵送にて回収し、各項

目についての集計・解析を行った。今回は有効

回答２３件についての集計を行った。 

 

C.研究結果 

1.病院の属性 

(1).病院の経営形態は、国公立１０、独立行

政法人６、民間５、大学付属１、その他１で

あった。 

(2).診療形態は、総合病院１０、精神科単科

病院９、福祉施設内の病院・医務課１であっ

た。 

(3).全病床数は、２００床以上５、１００～

１９９床７、５０～９９床４、４９床以下６

研究要旨 

平成１７年に発達障害者（児）支援法が施行され１０年が経過し、医療現場では、発達障

害者（児）に対する試行錯誤的対応が行われている。本研究では、発達障害者（児）の医療

について、治療方法や医療連携、長期在院となっている患者の把握と問題点などの実態を把

握する目的に、アンケート調査を実施した。全国児童精神科医療施設協議会に加盟している

２６施設へ郵送にてアンケートを送付し、有効回答２３件について集計・解析を行った。結

果では、全国児童精神科医療施設協議会に加盟している施設では、ほとんどの施設が発達障

害患者を受け入れていた。その中で療育などを含めても、専門的治療を行っている施設は、

２３施設中９施設にとどまっていた。入院が必要となった時の医療連携では、１８歳未満、

以上、精神科、身体科に関わらず、過半数が受け入れ体制は不十分であると解答している。

全精神科入院患者２、８２８人中、長期在院（２年以上）発達障害患者が９１人と３．２％

にのぼっている。このうち医療上の入院の必要がない群では、家人の受け入れ困難と受け入

れ施設がみつらないという理由が多かった。約１０年の変化については、知的・発達障害患

者の数は、増加７、ほとんど同じ８、減少５という回答であったが、その理由を具体的にみ

ると、依頼（ニーズ）は増えているが、受け皿が増えていない現状がうかがわれる。 
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であった。 

(4).発達障害の診療の有無は、診療している

２１、していない２であった。 

2.発達障害の診断と治療 

(1).診断ツールは、心理検査２１、脳波検査

２０、頭部画像検査（ＭＲＩまたはＣＴなど）

１７であった。 

(2).診療プログラムは、ＴＥＥＡＣＨまたは

ＡＢＡ４、カウンセリング１７、薬物療法２

１、認知行動療法６、集団精神療法２であっ

た。 

3.他施設との連携 

連携先は、学校２１、児童相談所または子ど

も家庭支援センターなど２０、訪問看護また

は往診１２、その他（療育センター、発達障

害支援センター、児童養護施設、児童自立支

援施設）であった。 

4.精神科への入院治療 

(1)１８歳未満では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る１２、現状の受け入れ態勢で十分であるが

６であった。 

(2)１８歳以上では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る７、現状の受け入れ態勢で十分であるが６

であった。 

5.身体科への入院治療 

(1)１８歳未満では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る１１、現状の受け入れ態勢で十分であるが

７であった。 

(2)１８歳以上では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る５、現状の受け入れ態勢で十分であるが５

であった。 

6.ワンデイ調査（平成２７年度の調査しやす

い１日の集計） 

(1).精神科入院患者数と長期在院入院患者数 

a.入院患者数 

全精神科患者数：２、８２８人 

長期在院（２年以上）発達障害患者：９１人 

b.長期在院患者の併存疾患は、発達障害のみ

１２、併存精神疾患あり６２、併存身体疾患

あり７、併存精神疾患および身体疾患あり１

０であった。 

c.長期在院在院期間は、２年以上２７人、３

年以上１５人、５年以上１０人、１０年以上

１４人、２０年以上１１人、３０年以上４人、

４０年以上１０人であった。 

(2).行動制限の必要性は、隔離拘束はほとん

ど必要なし５７人、時々（月１回以上）隔離

または拘束を必要９人、頻回（月に１０回以

上）隔離または拘束を必要２人、ほとんどま

たは毎日隔離または拘束を必要２３人であっ

た。 

(3).長期在院入院患者の医療の必要性は、精

神症状（行動障害を含む）により必要５６人、

身体症状により必要３人、精神症状（行動障

害含む）および身体症状により必要１４人で

あった。 

(4).必ずしも医療が必要でない患者の入院継

続理由は、自宅での受け入れが困難４８人、

受け入れ施設が見つからない４６人、家族や

施設が自宅ではなく入院継続を希望１０人で

あった。 

7.長期在院とならないために必要と思われる

支援は、発達障害患者専門病院・病棟の設置

７、受け入れ施設の増設１０、施設での医療

的支援の充実（医師や看護師の常駐など）９、

現状のまま（長期入院）でよい１、その他（在

宅医療の充実、ソーシャルワークの充実）で

あった。 

8.発達障害患者の医療支援のあり方の一般論

について、今後あるべき方向は、自宅または

施設で生活し、必要に応じて医療施設への入

院治療を行う１８、受け入れ施設で生活し、

施設内の医療支援を充実させる（医師や看護

師の常駐など）１０、自宅で生活し、訪問看

護やショートステイなどの医療支援を充実さ

せる１４、精神病院などを中心に、発達障害

患者にたいする専門的支援（専門医の配置な

ど）を充実させる６、発達障害患者にたいす

る専門的役割をもつ病院を各地域の拠点に設

置する６であった。 

9.約１０年間の知的・発達障害患者の変化は、 

増加５、変化なし７、減少４であった。また

その理由は、増加の理由として、行動上の問

題のケースが増えている、発達障害患者（診

断）の増加という意見があった。変化なしの

理由として、病床が限られておりこれ以上の

対応が出来ない、長期入院を要する人も社会

の受け皿も大きな変化はないなどがあった。
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減少の理由として、長期入院の減少は病院全

体に言える事、病院の機能分化で新しく受け

入れる人数は増えているが、長期化はしない

という意見があった。 

 

D.考察 

全国児童精神科医療施設協議会に加盟して

いる施設では、ほとんどの施設が発達障害患者

を受け入れている。その中で療育などを含めて

も、専門的治療を行っている施設は、２３施設

中９施設にとどまっている。 

入院が必要となった時の医療連携では、１８

歳未満、以上、精神科、身体科に関わらず、過

半数が受け入れ体制は不十分であると解答し

ている。 

全精神科入院患者２、８２８人中、長期在院

（２年以上）発達障害患者が９１人と３．２％

にのぼっている。このうち医療上の入院の必要

がない群では、家人の受け入れ困難と受け入れ

施設がみつらないという理由が多かった。 

約１０年の変化については、知的・発達障害

患者の数は、増加７、ほとんど同じ８、減少５

という回答であったが、その理由を具体的にみ

ると、依頼（ニーズ）は増えているが、受け皿

が増えていない現状がうかがわれる。 

 

E.結論 

全国児童精神科医療施設協議会加盟してい

る、施設を対象に、アンケート調査を実施した。     

ほとんどの施設で発達障害患者の診療をし

ているが、必ずしも専門的な治療プログラムを

実施しているということではなく、さらなら専

門性の向上が課題となっていると考えられた。 

入院のための医療連携は不十分であり喫緊

の課題と考えられる。また長期在院（２年以上）

発達障害患者が精神科病床の一部を占領して

いる実態があきらかとなった。このうち必ずし

も医療を必要としていない群も含まれており、

受け入れ先を充実させることや、ケースワーク

を充実させることで、長期在院発達障害患者を

減らせるのではないかという示唆があった。 

この１０年間の変化として、長期在院になら

ないための取り組みは、精神科全体で進んでお

り、発達障害患者もその恩恵を受けているが、

それでもなお、長期在院の患者が少なからず存

在しており、より全国的な集計を含めて分析し、

改善策を検討する必要があると考えられる。  

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

 

1.論文発表 

1）なし 

 

2.学会発表 

1）なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

（資料） 

長期在院発達障害患者についてのアンケート

調査 
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（資料） 

 

 長期在院発達障害患者についてのアンケート調査 
 

このアンケートは長期在院発達障害患者の現状を把握するためのものです。またこのアン
ケートは厚生労働省の｢医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障
害を有する者の実態に関する研究｣の一環として行っており、結果をまとめて厚生労
働省に報告し、行政施策に反映してもらう予定です。 
 
病院名                  
科名                   
記入者職                、氏名                  
 
 
 
問１ 病院の規模・都道府県・立地都市の規模についてお答え下さい。 
   病床数    床        常勤医師数     名 
   都道府県                 
   立地都市の規模をお選び下さい。 
             １．大都市（東京都区部と指定都市） 
             ２．中都市（人口１０万人以上の市（大都市を除く）） 
             ３．それ以外（人口１０万人未満の市および町村）        
 
問２ ワンデイ調査―――平成２７年度中の調査しやすい１日をお選びください。 
 本アンケート記入対象年月日     平成２７年   月   日 
 貴院の全（精神科）入院患者数        名 
 長期在院発達障害患者数           名※ 
 
 長期在院発達障害患者の診断名と人数（合計人数は※となるようにお願いします） 
（１）発達障害のみの診断 
１． 精神遅滞のみ        

           名 
２． 自閉症（自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群なども含む）のみ 

  名 
３． １．２、以外の発達障害のみ（具体的な発達障害名を教えてください） 
 
 
 
 
 
                                 名 
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（２）発達障害および併存精神疾患 
１． なんらかの発達障害および統合失調症 

      名 
４． なんらかの発達障害および感情障害（双極性障害、うつ病など） 

  名 
５． なんらかの発達障害および１．２．以外の精神疾患（具体的な疾患名を教えて
下さい） 

 
 
  名 

（３）発達障害および併存身体疾患 
１．なんらかの発達障害および身体疾患（具体的な疾患名を教えて下さい） 

 
 
 
  名 
 

 長期在院発達障害患者の在院期間毎患者数（合計人数は※となるようにお願いしま
す） 
  ａ．２年～   名、ｂ．３年～   名、ｃ．５年～   名、ｄ．１０年～   
名、 
  ｅ．２０年～   名、ｆ．３０年～   名、ｇ．４０年以上～   名 
 長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数（合計人数は※となるようにお願いします） 
  ア．  隔離・拘束はほとんどあるいは全く必要としない         名 
  イ．  時々（月に１回以上）隔離または拘束を必要とする        名 
  ウ．  頻回に（月に１０回以上）隔離または拘束を必要とする      名 
  エ．  ほとんどあるいは毎日隔離または拘束を必要とする        名 
 
問３ 長期在院発達障害患者の医療の必要性についてお選び下さい。 
（個々の長期在院発達障害患者について当てはまるものをお選びください。A,Bの合
計人数は※となるようにお願いします。） 

A､  医療上入院管理が必要                   計   名 
医療管理の内容をお答え下さい（重複回答可） 
１．行動障害；ひどい自傷                    名 
２．行動障害；強い他害                     名 
３．行動障害；激しいこだわり                  名 
４．行動障害；激しい物壊し                   名 
５．行動障害；睡眠の大きな乱れ                 名 
６．行動障害；食事関係の強い障害（異食・多飲水など）      名 
７．行動障害；排泄関係の強い障害                名 
８．行動障害；著しい多動・飛び出し               名 
９．行動障害；著しい騒がしさ                  名 
 １０．行動障害；その他                      名 
         その他                      名 
         その他                      名 
 １１．精神障害；てんかん                     名 
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 １２．精神障害；幻覚・妄想など                  名 
 １３．精神障害；その他                      名 
 １４．身体管理；吸引・酸素吸入・尿カテーテル等          名 
 １５．その他の医療上の管理                    名 
                                名 

B、 必ずしも医療上の入院は必要ではない（自宅または施設からの通院 
または往診で可能な状態）                計   名 
現状として入院を継続している理由をお答え下さい（重複回答可） 
１６．自宅での受け入れ困難                    名 
１７．施設が見つからない                     名 
１８．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望           名 
１９．その他                           名 
                                 名 

                   名 
 
問４ 問 3の B（必ずしも医療上の入院は必要ではない長期在院発達障害患者）が長
期入院とならないために必要と思われる支援についてお選び下さい（複数回答
可）。 

１．発達障害患者専門病院・病棟の設置      ２．施設の増設 
３．施設での医療的支援の充実（医師、看護師の常駐など） 
４． 現状のまま（長期入院状態）でよい 
５．その他（                        ） 

 
問５ 発達障害患者の医療支援のあり方の一般論について、今後あるべき方向性につ
いてのお考えをお答え下さい（複数回答可）。 

１．自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施設への入院治療をおこなう。 
２．施設で生活し、施設内の医療支援を充実させる（医師、看護師の常駐など）。 
３．自宅で生活し、訪問看護やショートステイなどの支援を充実させる。 
４．精神病院などを中心に、発達障害患者にたいする専門的支援（専門医の配置など）
を充実させる。 
５．発達障害患者にたいする専門的役割をもつ病院を各地域の拠点に設置する。 
６．その他（                        ） 
  
アンケート調査にご協力ありがとうございました。 
 

 



 

 

 

A. 

知的・発達障害入院患者医療についての調査

 知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

テムが決められていないため、十分な

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。

主任研究者らは平成

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

際の報告との比較、

た。

B. 

国立病院機構及び国立研究機関における結果

平成

（17

＜対象

  

病院と国立研究機関の計

害・発達障害児者で、大島分類では

18・

 （歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を

分担研究者：市川

研究協力者：曾田

 

 研究目的 

知的・発達障害入院患者医療についての調査

知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

テムが決められていないため、十分な

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。

主任研究者らは平成

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

際の報告との比較、

た。 

 研究方法 

国立病院機構及び国立研究機関における結果

平成 28年 3月時点

17施設中回答率

対象＞ 

  国立精神医療施設長協

病院と国立研究機関の計

害・発達障害児者で、大島分類では

・19に相当するもの

（歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

行動障害を有する者の実態に関する研究

分担研究者：市川

研究協力者：曾田

 

知的・発達障害入院患者医療についての調査

知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

テムが決められていないため、十分な

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。

主任研究者らは平成 18年にも現状調査をしており、こ

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

際の報告との比較、9年間の変化を見ることも目的とし

 

国立病院機構及び国立研究機関における結果

月時点 14施設

施設中回答率 82.4％）

国立精神医療施設長協

病院と国立研究機関の計 17

害・発達障害児者で、大島分類では

に相当するもの 

（歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を

平成

障害者対策総合研究事業障害者政策総合

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

行動障害を有する者の実態に関する研究

課題名：知的・発達障害入院患者

分担研究者：市川 宏伸（東京都立小児総合医療センター）

研究協力者：曾田 千重（国立機構病院

知的・発達障害入院患者医療についての調査

知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

テムが決められていないため、十分な

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。

年にも現状調査をしており、こ

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

年間の変化を見ることも目的とし

国立病院機構及び国立研究機関における結果

施設 

％） 

国立精神医療施設長協議会に属する国立病院機構

17 施設に入院中の、知的障

害・発達障害児者で、大島分類では 10

（歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を

平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業障害者政策総合

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

行動障害を有する者の実態に関する研究

課題名：知的・発達障害入院患者

宏伸（東京都立小児総合医療センター）

千重（国立機構病院

知的・発達障害入院患者医療についての調査 

知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

テムが決められていないため、十分な結果を残してい

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。

年にも現状調査をしており、こ

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

年間の変化を見ることも目的とし

国立病院機構及び国立研究機関における結果 

議会に属する国立病院機構

施設に入院中の、知的障

10・11・12・17

（歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を

1 

年度厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

行動障害を有する者の実態に関する研究 （

研究報告書 

 

課題名：知的・発達障害入院患者

宏伸（東京都立小児総合医療センター）

千重（国立機構病院 肥前精神医療センター）

知的・発達障害児者の入院治療は、限られた医療機

関のみで行われていたり、入院治療の系統的治療シス

結果を残してい

在られないように思われる。特に、重度の知的障害者

が入院した場合、どの段階で退院とするかの治療契約

が不分明であったため、長期在院になる例が見られた。 

年にも現状調査をしており、こ

の際には長期在院者の多いことが判明した。この際は

国立病院機構の旧精神科療養所が対象であった。この

年間の変化を見ることも目的とし

議会に属する国立病院機構

施設に入院中の、知的障

17・

（歩行または走行が可能で中等度以下の知的障害を 

 

 

 

有するもの）

＜方法

  

 各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

いただいた。

 

C. 

国立病院機構及び国立研究機構の属性

年度厚生労働科学研究費補助金

研究事業（身体・知的等障害分野）

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

（H27-身体・知的

 

の医療についての

宏伸（東京都立小児総合医療センター） 

肥前精神医療センター）

有するもの） 

方法＞ 

  郵送によるアンケート調査

各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

いただいた。 

 研究結果 

国立病院機構及び国立研究機構の属性

2

1

精神科単科病院
総合病院
高度専門医療センター
その他（精神科＋神経内科）

年度厚生労働科学研究費補助金 

研究事業（身体・知的等障害分野）

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な

身体・知的-指定-001

の医療についての調査 

 

肥前精神医療センター） 

 

郵送によるアンケート調査

各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

 

国立病院機構及び国立研究機構の属性

2

医療機関種別
精神科単科病院
総合病院
高度専門医療センター
その他（精神科＋神経内科）

研究事業（身体・知的等障害分野）) 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な 

001 ） 

 

郵送によるアンケート調査 

各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

国立病院機構及び国立研究機構の属性 

9

医療機関種別
精神科単科病院

高度専門医療センター
その他（精神科＋神経内科）

 

 

各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

 

9

その他（精神科＋神経内科）

各医療機関の代表者あるいは、それに代わる方に対

して用意したアンケートを送付して、記入後返送して

 



 

 

14

 

 

 

 

 

B

N

14施設の病床数

6

大都市（東京都区部と政令指定都市）

中都市（人口

その他（人口

B高度専門医療センター

G総合病院

H総合病院

Aその他（精神科

Nその他（精神科＋神経

C精神科単科

D精神科単科（動）

E精神科単科

F精神科単科（動）

I精神科単科（動）

J精神科単科（動）

K精神科単科（動）

L精神科単科（動）

M精神科単科（動）

精神科病床数

その他（重症心身障害病棟含む）

施設の病床数 

立地

大都市（東京都区部と政令指定都市）

中都市（人口10万人以上）

その他（人口10万人未満）

0

高度専門医療センター

総合病院

総合病院

その他（精神科+神経…

その他（精神科＋神経…

精神科単科

精神科単科（動）

精神科単科

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

208

142

142

174

183

108

183

260

144

167

18

精神科病床数

その他（重症心身障害病棟含む）

1

立地

大都市（東京都区部と政令指定都市）

万人以上）

万人未満）

200 400

208

142

142

174

183

108

330

314

183

404

260

302

144

167

260

327

200

100

110

18

100

0

100

100

80

80

60

80

その他（重症心身障害病棟含む）

 

7

大都市（東京都区部と政令指定都市）

400 600

100

その他（重症心身障害病棟含む）
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知的・発達障害

問い合わせた。

 

知的・発達障害診療

ール・診療プログラム

 

知的・発達障害診療ありとした

障害患者の精神科入院治療について

 

 

知的・発達障害

問い合わせた。

知的・発達障害診療

ール・診療プログラム

知的・発達障害診療ありとした

障害患者の精神科入院治療について

10 10

自施設も含め紹介先が
決まっている（

知的・発達障害者の診療を行っているか否か

問い合わせた。 

知的・発達障害診療ありとした

ール・診療プログラムの種類を問い合わせた。

知的・発達障害診療ありとした

障害患者の精神科入院治療について

3

あり

10

7

いいえ 5

自施設も含め紹介先が
決まっている（

を行っているか否か

ありとした 11施設における

の種類を問い合わせた。

知的・発達障害診療ありとした 11施設での知的・発達

障害患者の精神科入院治療についての調査を行った。

11

なし

7

11
10

はい 6

自施設も含め紹介先が
決まっている（18歳未満）

を行っているか否かについて

における診断ツ

の種類を問い合わせた。 

施設での知的・発達

の調査を行った。

10 10

7

自施設も含め紹介先が
歳未満）

について

 

診断ツ

 

施設での知的・発達

の調査を行った。 

 



 

 

 

知的障害・発達障害

の入院を希望した際に

い合わせた。

 

 

 

 

 

 

 

知的障害・発達障害

の入院を希望した際に

い合わせた。 

いいえ

決まっている（

精神科入院受け入れ体制は十分

精神科入院受け入れ体制は十分

知的障害・発達障害を抱えている患者さんが

の入院を希望した際に十分に受け入れが出来るか、問

 

いいえ 5

自施設も含め紹介先が
決まっている（

いいえ
10

精神科入院受け入れ体制は十分
（18歳未満）

いいえ
10

精神科入院受け入れ体制は十分
（18歳以上）

を抱えている患者さんが

十分に受け入れが出来るか、問

はい 6

自施設も含め紹介先が
決まっている（18歳以上）

はい 1

いいえ

精神科入院受け入れ体制は十分
歳未満）

はい1

いいえ

精神科入院受け入れ体制は十分
歳以上）

を抱えている患者さんが精神科へ

十分に受け入れが出来るか、問

6

自施設も含め紹介先が
歳以上）

精神科入院受け入れ体制は十分

精神科入院受け入れ体制は十分
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精神科へ

十分に受け入れが出来るか、問

 

 

 

H27

（有効回答

 

長期在院発達障害患者の診断

（12

 

長期在院発達障害患者の在院期間

（12

A

N

身体疾患併

H27年度ワンデイ調査による現状

（有効回答 12施設

長期在院発達障害患者の診断

12施設 510名）

長期在院発達障害患者の在院期間

12施設 510名）

B高度専門医療センター

H

Aその他（精神科

Nその他（精神科＋神経内

C精神科単科

D精神科単科（動）

F精神科単科（動）

I精神科単科（動）

J精神科単科（動）

K精神科単科（動）

L精神科単科（動）

M精神科単科（動）

精神科入院患者数

長期在院発達障害患者数（

身体疾患併
存

36%

精神・身体
疾患併存

13%

ワンデイ調査による現状

施設 / 14施設

長期在院発達障害患者の診断

名） 

長期在院発達障害患者の在院期間

名） 

0

高度専門医療センター

H総合病院

その他（精神科+神経内…

その他（精神科＋神経内…

精神科単科

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

精神科単科（動）

0

0

18

11

17

精神科入院患者数

長期在院発達障害患者数（

精神疾患併
存
8%

ワンデイ調査による現状 

施設 

長期在院発達障害患者の診断 

長期在院発達障害患者の在院期間 

100 200

0

0

18

21

11

88

74

75

17

78

63

65

精神科入院患者数

長期在院発達障害患者数（2年以上）

300 400 500

年以上）

＊計510名の
長期在院
発達障害患者

知的・発達
障害のみ

43%

 

 

500

名の

発達障害患者



 

長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数

（12

 

 

長期在院発達障害患者の医療必要性

（12

 

 

30

（

必ずしも医療上の入院は必要でない

111

長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数

12施設 510名）

長期在院発達障害患者の医療必要性

12施設 510名）

20年
70（14%

30年～
170
（34%）

354
（69%）

必ずしも医療上の入院は必要でない

111名（22%）

長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数

名） 

長期在院発達障害患者の医療必要性

名） 

年～
14%）

40年～
22（4%）

116
（23%）

）

人数

399

必ずしも医療上の入院は必要でない

） 

長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数

長期在院発達障害患者の医療必要性 

2年～
30 （6%） 48

）

32（6%

8
（2%）

人数

隔離・拘束はほとん
どあるいはまったく
必要としない

時々（月に一回以
上）隔離または拘束
を必要とする

頻繁に（月に
上）隔離または拘束
を必要とする

ほとんどあるいは毎
日隔離または拘束を
必要とする

111

必ずしも医療上の入院は必要でない 

長期在院発達障害患者の隔離・拘束人数 

 

 

 

 

3年
48（10%） 5年～

56（11%

10年～
108
（21%）

6%）隔離・拘束はほとん
どあるいはまったく
必要としない

時々（月に一回以
上）隔離または拘束
を必要とする

頻繁に（月に10
上）隔離または拘束
を必要とする

ほとんどあるいは毎
日隔離または拘束を
必要とする

34 

 

 

 

 

 

【医療上入院管理が必要

 

【必ずしも医療上の入院は必要でない

 

今後の支援についての意見

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

て（有効回答

 

知的・発達障害患者専門病院・病棟の

設置 

受け入れ施設の増設

～
11%）

隔離・拘束はほとん
どあるいはまったく

時々（月に一回以
上）隔離または拘束

10回以
上）隔離または拘束

ほとんどあるいは毎
日隔離または拘束を

医療上入院管理が必要

【医療上入院管理が必要

【必ずしも医療上の入院は必要でない

今後の支援についての意見

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

て（有効回答 9・重複あり）

知的・発達障害患者専門病院・病棟の

 

受け入れ施設の増設

7（2%）

ア．精神症状（行動障害含む）により入院管理が必要

イ．身体症状により入院管理が必要

ウ．精神症状及び身体症状により入院管理が必要

ア．自宅での受け入れ困難

イ．受け入れ施設が見つからない

ウ．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望

エ．その他

医療上入院管理が必要

【医療上入院管理が必要 399

【必ずしも医療上の入院は必要でない

今後の支援についての意見 

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

・重複あり）

知的・発達障害患者専門病院・病棟の

受け入れ施設の増設 

）
72（18%

ア．精神症状（行動障害含む）により入院管理が必要

イ．身体症状により入院管理が必要

ウ．精神症状及び身体症状により入院管理が必要

85（39%

ア．自宅での受け入れ困難

イ．受け入れ施設が見つからない

ウ．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望

エ．その他

医療上入院管理が必要 399

399名(78%)】

【必ずしも医療上の入院は必要でない 111

 

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

・重複あり） 

賛成

知的・発達障害患者専門病院・病棟の 7 

7 

18%）

ア．精神症状（行動障害含む）により入院管理が必要

イ．身体症状により入院管理が必要

ウ．精神症状及び身体症状により入院管理が必要

39%）

11（5%）

ア．自宅での受け入れ困難

イ．受け入れ施設が見つからない

ウ．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望

399名（78%） 
 

 

】 

111名(22%)】

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

賛成 

320
(80%)

ア．精神症状（行動障害含む）により入院管理が必要

ウ．精神症状及び身体症状により入院管理が必要

71（33%

49（23%）

ウ．家族が施設や自宅ではなく入院継続を希望

 

 

】 

 

長期入院とならないために必要と思われる支援につい

ア．精神症状（行動障害含む）により入院管理が必要

33%）

）



 

施設での医療的支援の充実（医師、看

護師の常駐）

その他（自由記述）～地域支援充

実 

現状のまま（長期入院状態）でよ

い 

 

 

知的・発達障害患者の医

いての今後あるべき方向性（有効回答

 

自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施

設への入院治療を行う

知的・発達障害患者に対する専門的役割をもつ

病院を各地域の拠点に設置する

自宅で生活し、訪問看護やショートステイなど

の支援を充実させる

精神病院などを中心に、知的・発達障害患者に

対する専門的支援（専門医の配置など）を充実

させる。

受け入れ施設で生活し、必要に応じて医療施設

への入院治療を行う。

 

 

この１０年間での推移

 

「約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

数は変化していますか？

施設での医療的支援の充実（医師、看

護師の常駐） 

その他（自由記述）～地域支援充

 

現状のまま（長期入院状態）でよ

 

知的・発達障害患者の医

いての今後あるべき方向性（有効回答

自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施

設への入院治療を行う

知的・発達障害患者に対する専門的役割をもつ

病院を各地域の拠点に設置する

自宅で生活し、訪問看護やショートステイなど

の支援を充実させる

精神病院などを中心に、知的・発達障害患者に

対する専門的支援（専門医の配置など）を充実

させる。 

受け入れ施設で生活し、必要に応じて医療施設

への入院治療を行う。

この１０年間での推移

約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

数は変化していますか？

施設での医療的支援の充実（医師、看

その他（自由記述）～地域支援充

現状のまま（長期入院状態）でよ

知的・発達障害患者の医療支援の在り方の一般論につ

いての今後あるべき方向性（有効回答

自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施

設への入院治療を行う 

知的・発達障害患者に対する専門的役割をもつ

病院を各地域の拠点に設置する

自宅で生活し、訪問看護やショートステイなど

の支援を充実させる 

精神病院などを中心に、知的・発達障害患者に

対する専門的支援（専門医の配置など）を充実

受け入れ施設で生活し、必要に応じて医療施設

への入院治療を行う。 

この１０年間での推移について

約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

数は変化していますか？」と言う質問をしてみた。

施設での医療的支援の充実（医師、看 5 

その他（自由記述）～地域支援充 １ 

現状のまま（長期入院状態）でよ 0 

療支援の在り方の一般論につ

いての今後あるべき方向性（有効回答

自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施

知的・発達障害患者に対する専門的役割をもつ

病院を各地域の拠点に設置する 

自宅で生活し、訪問看護やショートステイなど

精神病院などを中心に、知的・発達障害患者に

対する専門的支援（専門医の配置など）を充実

受け入れ施設で生活し、必要に応じて医療施設

について 

約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

」と言う質問をしてみた。

 

療支援の在り方の一般論につ

いての今後あるべき方向性（有効回答 12・重複あり）

賛成 

自宅または施設で生活し、必要に応じて医療施 10 

知的・発達障害患者に対する専門的役割をもつ 10 

自宅で生活し、訪問看護やショートステイなど 9 

精神病院などを中心に、知的・発達障害患者に

対する専門的支援（専門医の配置など）を充実

７ 

受け入れ施設で生活し、必要に応じて医療施設 2 

約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

」と言う質問をしてみた。
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療支援の在り方の一般論につ

・重複あり） 

約１０年間に、入院している知的・発達障害患者の

」と言う質問をしてみた。 

 

 

「増えている」を選んだ理由

 

 

0

「増えている」を選んだ理由

• 18歳までは学校に通学（それまでは施設、在宅）

しているが、以後の受け入れ先がない

• 総合支援法により、児と者の生活場面を年齢で

移行することとなり、成人施設での受け入れ困

難事例が増加

• 当地域では

15 歳以上で強度行動障害ケースを見る病院は

なく、施設で限界となった場合に当院へ紹介さ

れることが多く、個室をこの方々に使わざるを

得ないため困っている。県の責任ある部署や先

生方に問いかけても回答なし

• 長期入院者が減らず、新規入院がそのまま入院

増へ 

• 強度行動障害に対する医療的プログラムが成

立していな

• 強度行動障害の加算を取っている生活介護施

設やグループホーム

も増えているが、やはり国立の専門病棟でなけ

れば対応できない人も一定数おられる（常に満

床で、予約待機者も約

• 診断能力の向上、女性の社会進出（働く母が増

えた）、乳幼児期･生下時の救命医療の向上

4

増えている

「増えている」を選んだ理由

歳までは学校に通学（それまでは施設、在宅）

しているが、以後の受け入れ先がない

総合支援法により、児と者の生活場面を年齢で

移行することとなり、成人施設での受け入れ困

難事例が増加 

当地域では 15 歳まで専門医療機関があるが、

歳以上で強度行動障害ケースを見る病院は

なく、施設で限界となった場合に当院へ紹介さ

れることが多く、個室をこの方々に使わざるを

得ないため困っている。県の責任ある部署や先

生方に問いかけても回答なし

長期入院者が減らず、新規入院がそのまま入院

強度行動障害に対する医療的プログラムが成

立していないため結局入院になる

強度行動障害の加算を取っている生活介護施

グループホーム

も増えているが、やはり国立の専門病棟でなけ

ば対応できない人も一定数おられる（常に満

床で、予約待機者も約

診断能力の向上、女性の社会進出（働く母が増

えた）、乳幼児期･生下時の救命医療の向上

増えている ほとんど同じ

「増えている」を選んだ理由について 

歳までは学校に通学（それまでは施設、在宅）

しているが、以後の受け入れ先がない

総合支援法により、児と者の生活場面を年齢で

移行することとなり、成人施設での受け入れ困

歳まで専門医療機関があるが、

歳以上で強度行動障害ケースを見る病院は

なく、施設で限界となった場合に当院へ紹介さ

れることが多く、個室をこの方々に使わざるを

得ないため困っている。県の責任ある部署や先

生方に問いかけても回答なし 

長期入院者が減らず、新規入院がそのまま入院

強度行動障害に対する医療的プログラムが成

いため結局入院になる

強度行動障害の加算を取っている生活介護施

グループホーム（GH）等福祉側の選択肢

も増えているが、やはり国立の専門病棟でなけ

ば対応できない人も一定数おられる（常に満

床で、予約待機者も約 50名） 

診断能力の向上、女性の社会進出（働く母が増

えた）、乳幼児期･生下時の救命医療の向上

ほとんど同じ

 

歳までは学校に通学（それまでは施設、在宅）

しているが、以後の受け入れ先がない 

総合支援法により、児と者の生活場面を年齢で

移行することとなり、成人施設での受け入れ困

歳まで専門医療機関があるが、

歳以上で強度行動障害ケースを見る病院は

なく、施設で限界となった場合に当院へ紹介さ

れることが多く、個室をこの方々に使わざるを

得ないため困っている。県の責任ある部署や先

長期入院者が減らず、新規入院がそのまま入院

強度行動障害に対する医療的プログラムが成

いため結局入院になる 

強度行動障害の加算を取っている生活介護施

等福祉側の選択肢

も増えているが、やはり国立の専門病棟でなけ

ば対応できない人も一定数おられる（常に満

 

診断能力の向上、女性の社会進出（働く母が増

えた）、乳幼児期･生下時の救命医療の向上 

6

減っている

 

歳までは学校に通学（それまでは施設、在宅）

総合支援法により、児と者の生活場面を年齢で

移行することとなり、成人施設での受け入れ困

歳まで専門医療機関があるが、

歳以上で強度行動障害ケースを見る病院は

なく、施設で限界となった場合に当院へ紹介さ

れることが多く、個室をこの方々に使わざるを

得ないため困っている。県の責任ある部署や先

長期入院者が減らず、新規入院がそのまま入院

強度行動障害に対する医療的プログラムが成

強度行動障害の加算を取っている生活介護施

等福祉側の選択肢

も増えているが、やはり国立の専門病棟でなけ

ば対応できない人も一定数おられる（常に満

診断能力の向上、女性の社会進出（働く母が増

 

減っている
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その他 

• 当センター精神科は基本的に受け入れてくれ

ない 

 

前回調査との比較による長期滞在発達障害患者の推移

について 

 

平成 18年調査： 12施設 計 672名 

  10年以上 494名（73.5％） 

  20年以上 376名（56.0％） 

 

 12施設：動く重症心身障害病棟か、全児協加盟の 

児童思春期精神科医療機関のいずれかであった。 

 

 

平成 27年調査（本調査：） 12施設 計 510名 

  10年以上 370名（72.5％） 

  20年以上 262名（51.4％） 

 

12施設内訳 

・精神科単科病院    8施設 

・精神科＋神経内科   2施設 

・総合病院       1施設 

・高度専門医療センター 1施設 

 

D. 考察 

 

まとめ 病院の属性や現状 

 

1. 精神科単科病院（重症心身障害病棟併設含む）９施

設、総合病院２施設、高度専門医療センター１施設、

その他２施設 

2. 立地は大都市１施設、中都市７施設、その他６施設 

3. 知的・発達障害の診療あり１１施設、なし３施設 

4. 知的・発達障害の診療ありの１１施設では 

・ 脳波・画像検査可が１０施設 

・ TEACCHや ABAなどの専門プログラム導入が

7施設 

・ 教育や行政との連携ありが 10施設 

・ 18 歳未満・18 歳以上とも「精神科や身体科の

入院受け入れ体制が不十分」が 10施設 

 

まとめ 2年以上の長期滞在発達障害患者数について 

    （H27年度中のワンデイ調査） 

 

・ 14施設で計 510名の長期滞在発達障害患者 

・ 知的・発達障害のみ(42.9%)＞身体疾患併存

(35.7%)＞精神・身体疾患併存(13.3%)＞精神疾

患併存(8.0%)の順 

・ 在院期間は 2 年以上 30 名、3 年以上 48 名、5

年以上 56 名、10 年以上 108 名、20 年以上 70

名、30年以上 170名、40年以上 22名であった。 

・ 20年以上合計 51.4%・10年以上合計 72.5%と、

平成 18年度調査のそれぞれ 56.0%・73.5%より

わずかに減少していた。国立病院機構の新築増

床により、今回対象外の 2年未満の新規入院患

者も増加と推測される。 

 

まとめ 2年以上の長期在院発達障害患者数の理由 

    （H27年度中のワンデイ調査） 

 

・ 「医療上入院管理が必要」は 399名(78.2%)で行

動障害を含む精神症状のためが大半、「必ずし

も医療上の入院は必要ではない」は 111 名

(21.8%)で家族が入院継続を希望するものが最

多 

・ 今後あるべき方向性として多かった意見は、①

自宅または施設で生活し必要に応じて入院治

療をするのが望ましい、②専門的役割の拠点病

院が必要、③自宅で生活し訪問看護やショート

ステイなど支援の充実をすべき、④精神病院を

中心に専門的支援や専門医の配置が必要、など 
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・ 約 10年での長期在院患者数変化は、「増えてい

る」6施設・「ほとんど同じ」4施設・他無回答

であった。自由記載でも１）福祉で対応困難な

事例の存在が継続していること、２）地域から

の要請や満床・待機者待ちなどニーズの多さ、

があげられた 

・ Ｅ 結論 

・ 約 10 年間の間に、入院者数は多少減少してい

るが、大きな違いはない。長期間の在院者が多

ければ、新たに入院する患者さんが減るわけで

あり、いわゆる“施設化”となる。長期に入院

すれば、帰るべき自宅は減り、受け入れる福祉

施設などが必要となるが、現実には限られてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有す

る者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 

 

分担研究報告書 

 

分担研究課題名：知的・発達障害者の成人精神科病院への入院治療の現状 

 

分担研究者：内山登紀夫（福島大学人間発達文化学類） 

 

 

１．研究目的 

知的・発達障害者の成人精神科病院への入院

治療の現状を把握する。 

 

２．研究方法 

発達障害を対象とした無床診療所において、

成人精神科病院への入院治療を必要とした症

例について入院理由、入院の効果、入院治療

上の問題点について検討した。 

倫理的配慮）匿名性を保つために、症例の記

述を一部改変した。 

 

事例１. 16歳男性。重度知的障害を伴う自閉

症。自傷他害行為の悪化により 

精神科病院に入院した。主な治療手段は保護

室隔離と薬物療法である。病院側からは専門

外のため、児童精神科病院への転院、あるい

は施設入所を求められたが、転院・施設入所

とも困難であり、保護室への入院が長期化し

ている。 

事例２. 20台男性。中度知的障害を伴う自閉

症。多弁・多動がみられたため精神科病院入

院。入院中にさらに行動悪化したが、行動異

常が激しく拘束の上で抗精神病薬による治療

がされた。家族の希望で転任。現在は家族と

同居。 

症例３ 20台男性。軽度知的障害を伴う自閉

症。親と同居していたが地域社会で近所の人

への暴言などの問題行動が継続するため、知

的障害の施設に入所。しかし施設でスタッフ

とのトラブルが続くため、施設から精神科病

院転院を求められ精神科病院に転院。入院時

に取り決めた入院期間に達したという理由で

退院。入院中には薬物調整も含めて治療的対

応はされなかった。現在は別の施設に入所中。 

 

３．研究結果及び考察                 

 精神科入院を行った３事例について検討し
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た。入院理由は他害や暴言、多弁などの外在

化された問題行動が多かった。治療方法は薬

物療法、保護室への隔離や拘束具などが主に

採用されている、精神科病院での治療につい

ての患者家族の満足度は低い、施設入所と精

神科病院への入院の役割分担が明確ではない

などの問題点が浮き彫りになった。精神科病

院側でも専門外等の理由で他院転院や施設入

所、退院等を勧めることが多く、発達障害者

の入院治療について積極的ではなかった。 

 来年度以降は、精神科病院への入院を必要

とする発達障害事例についての多数例検討を

行い現状の問題点や改善策を検討する。 

  

４．評価（研究成果）                   

１）達成度について 

 初年度は事例検討を行う予定であったので

ほぼ達成した。 

２）研究成果の学術的意義について 

３）研究成果の行政的意義について 

 発達障害者の成人精神科入院例についての

問題点を明らかにした。今後は多数例検討を

行いさらに問題点を探り、改善点を検討する。 

 

５．結論 

 現状の成人精神科病院における発達障害者

への支援内容には多くの問題があり、関係機

関等の連携も不満足な状態にある。 

 

６．研究発表 

なし 

 

７．知的所有権の出願・取得状況（予定を含

む。） 

なし
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(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の

実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 

 

分担研究報告書 

 

 分担研究課題名：イギリスにおける知的障害のある人への健康維持および医療受診支援に 
関する調査 

 
  分担研究者  堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部発達臨床学科教授）  
    研究協力者  田中 恭子 （熊本大学医学部附属病院神経精神科特任助教） 

スティーブ・クルーパ（ノースカロライナ大学名誉教授） 
高木 佐知子（新中川病院内科医）） 

 

A．はじめに 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常

的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に

関する研究として、主にイギリスにおける知的障

害のある人への医療受診支援を中心にシステム

および実態を検討するものである。日本における

自閉症スペクトラム（ASD）や知的障害をもつ

人の健康やヘルスケアに関しては、特に不平等に

弱い立場にある。 

本研究の目的は、第一にはイギリスにおいては

知的障害や ASDをもつ人（多くは成人）の一般

的な健康状態や現在利用できるヘルスケアサー

ビスがどのようにシステム化され、それがどのよ

うに評価されているかを明らかすることである。

研究要旨 ： 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の実態

に関する研究として、主にイギリスにおける知的障害のある人への医療受診支援を中心にシス

テムおよび実態を検討した。今回の調査対象においては、以下の３つの機能により、知的障害

のある人の健康維持や医療サービスの提供、医療受診支援に相互に連携しながら機能していた

ことが明らかであった。 
〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医療提供」および「特別な配慮の医療受診支援」

を実施していた医療機関とその特徴 
〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教育」における知的障害等のある人に対する医療受

診支援とその特徴 
〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診支援に関与する機関 
それぞれにわが国の医療受診支援に活用できうる実践があり、今後さらに医療受診に関する

エビデンスデータをもとに、知的障害のある人の健康維持や問題行動の軽減に対する効果や、

知的障害のある人への医療における合理的配慮のあり方などを調査検討することが必要であ

る。特に、わが国においても意思決定支援や権利擁護の実践が始まるなか、アドボカシー団体

が医療受診支援の監視やコーディネート機能として関与することは、今後、より効果的な社会

的影響をもたらすと考える。今後、わが国における支援体制構築に活用可能な取り組みについ

て検討する必要がある。 
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第二には、ASD や知的障害をもつ人の健康を促

進し、質の高いヘルスケアサービスを提供する現

在のベストプラクティスを行っているプログラ

ムについて情報を得ることである。 

調査対象とした機関は、障害者福祉サービスの

提供事業所、小児病院、権利擁護機関、自閉症学

校、家庭医協会、成人自閉症施設などであり、以

下の通りである。それぞれ医療サービスや医療受

診支援に関連して、次のような特徴的な役割をも

ち相互に連携しながら機能していた。 

 

〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医療

提供」および「特別な配慮の医療受診支援」を実

施していた医療機関とその特徴 

①英国家庭医学会（ＧＰ）知的障害グループ

（Royal College of General Practitioners） 

；知的障害の医療に関心をもつ GPグループ 

②グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（GOSH 、Great Ormond Street Hospital 

Children's Charity）；知的障害等のある人への

病院における「特別な配慮」実践。知的障害専門

看護師 

〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教育」

における知的障害等のある人に対する医療受診

支援とその特徴 

①「地域サービス」提供機関における医療受診支

援；英国自閉症協会(NAS) ロンドン南部地域＆

サリー州（The National Autistic Society Surrey 

Adult and Community Services） 

②「生活施設」における医療受診支援；ストラウ

ドコート（Stroud Court Community Trust；自

閉症成人施設） 

③「教育」における医療受診支援；ツリーハウス・

スクール（TreeHouse School；ABAアプローチ

を主体にした自閉症学校） 

〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診支

援に関与する機関 

POhWER（ People of Hertsvilleshire Want 

Equal Rights）；イギリスにおけるアドボカシー

団体 

Ｂ．第一機能に関する調査 

知的障害等のある人の「通常の医療提供」および

「特別な配慮の医療受診支援」を実施していた医

療機関とその特徴 

 

１．知的障害等のある人の「通常の医療」を提供

する機関―英国家庭医学会（Royal College of 

General Practitioners）の知的障害の医療に関心

をもつグループからの聞き取りを中心に 

 

１）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）について                                        

英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）は、英国における

プライマリ・ケアに携わるＧＰの団体として

1952 年に設立された。家庭医（以下、ＧＰ）の

人材育成、学会の開催、専門医認定試験の実施な

どを担い、現在５万人を超える会員が登録されて

いる。プライマリ・ケア（初期包括ケア）に係る

医療制度の中で、中心的な役割を担っている。 

 調査対象は以下のメンバーであった。 

Dr.マシュー・ホートン ブリストル大学 社会地

域医学部、Matthew Hoghton, School of Social 

and Community Medicine, University of 

Bristle and Medical Director of Clinical 

Innovation and Research Centre (CIRC), Royal 

Collage of General Practitioners、 

Mr. デイビッド・ブランフォード 薬剤師 英国

薬 剤 師 協 会 、 David Branford, Royal 

Pharmaceutical Society  

Dr. アンジェラ・ハシオティス 精神科医 ユニ

バーシティ・カレッジ・ロンドン（ロンドン大学）

Angela Hassiotis, University College London  

Dr. ガイル・グローバー イングランド公衆衛生

サービス、Gyles Glover, Public Health England  

 

２）「成人知的障害者に対してＧＰが質の高い健

康診断を実施するための手引き」（Dr.ホートン監

修のガイドブック）；A step by step guide for GP 

practices: Annual Health Checks for People 

with a Learning Disability 

（http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/）



 

（１）概要

本ガイドラインは、成人知的障害者に対して、

ＧＰが質の高い健康診断を実施するための手引

きとなっている（発行；

英国家庭医学会

はじめに、なぜ健康診断が必要かについて述べ

る。知的障害者は、一般人口に比べ健康状態が劣

る場合が多いにも関わらず、医療へのアクセスが

充分に確保されているとはいえない。このことは

いくつかの公的報告書でも指摘されている。中度

から重度の知的障害者は、一般人口と比べて高率

（３倍）で死亡している

害者の、身体的、精神科、行動上の問題の関連で、

病気が見過ごされ、予防や治療が遅れてしまう可

能性がある。現在、知的障害者のほとんどの病気

は一般の健康診断で発見される。しかし、受診率

は低く、さ

十分である。

健康診断の具体的ステップは以下である。各段

階の項目を列記する。

【段階１】

① 臨床リーダーを決める。各種リソースの確認

② コミッショナーとの会合（３ヶ月ごと）医師・

看護師・事務職員

③ CDLT(

診療所に登録者のうち知的障害者（ＬＤ者）

を把握する

④ 管理者、医師、看護師が（

ＬＤの健康診断についての研修を受ける。医
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る場合が多いにも関わらず、医療へのアクセスが

充分に確保されているとはいえない。このことは

いくつかの公的報告書でも指摘されている。中度

から重度の知的障害者は、一般人口と比べて高率
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⑤ 

⑥ 

【段階

⑦ 

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

 

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

（３）健康診断ひな型（

Template

（４）ＧＰ看護師の果たす役割

（５）ＧＰの果たす役割

（６）健康診断アクションプラン（

Action Plan

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群）

（８）意思決定能力法（

師、看護師は、

イダンスを読む

 登録リストから健診の優先

（18 歳以上

抽出 

 電子ひながた（

認。Read Code

るための標準診断コード）、健康アクション

プランのひながたも確認。

【段階 2】 

 CDLT と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

 検診時間を長めにとることに留意（例：看護

師 39、医師

 検診 1週間前までに、血液検査を済ませても

らっておく

 健診の実施。ひな型にそったデータ入力

 「健診アクションプラン」を記入し、本人に

コピーを渡す

 検診結果のための受診日時を決める

 二次医療への紹介などの、フォローアップ

 必要な場合

 健診の監査、本人・家族のアンケート実施

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

（３）健康診断ひな型（

Template）

（４）ＧＰ看護師の果たす役割

５）ＧＰの果たす役割

（６）健康診断アクションプラン（

Action Plan

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群）

（８）意思決定能力法（

師、看護師は、RCN

イダンスを読む 

登録リストから健診の優先

歳以上。中度から重度知的障害者）を

電子ひながた（Cardiff Health Check

Read Code（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

プランのひながたも確認。

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる

検診時間を長めにとることに留意（例：看護

、医師 30分） 

週間前までに、血液検査を済ませても

らっておく 

健診の実施。ひな型にそったデータ入力

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

コピーを渡す 

検診結果のための受診日時を決める

二次医療への紹介などの、フォローアップ

必要な場合 CDLTや家族との連携

健診の監査、本人・家族のアンケート実施

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

（３）健康診断ひな型（Cardiff Health Check 

） 

（４）ＧＰ看護師の果たす役割

５）ＧＰの果たす役割 

（６）健康診断アクションプラン（

Action Plan）サンプル

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群）

（８）意思決定能力法（MCA

RCN（英国看護協会）のガ
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Cardiff Health Check

（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

プランのひながたも確認。 

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

よい時間帯で予約をとる 

検診時間を長めにとることに留意（例：看護

 

週間前までに、血液検査を済ませても

健診の実施。ひな型にそったデータ入力

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

検診結果のための受診日時を決める

二次医療への紹介などの、フォローアップ

や家族との連携

健診の監査、本人・家族のアンケート実施

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）

Cardiff Health Check 

（４）ＧＰ看護師の果たす役割 

 

（６）健康診断アクションプラン（Health Check 

）サンプル 

（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック

（例：ダウン症、脆弱Ｘ症候群） 

MCA）と留意事項

（英国看護協会）のガ

順位の高い対象 

中度から重度知的障害者）を

Cardiff Health Check）の確

（患者の所見と処置を記録す

るための標準診断コード）、健康アクション

と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

検診時間を長めにとることに留意（例：看護 

週間前までに、血液検査を済ませても

健診の実施。ひな型にそったデータ入力 

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

検診結果のための受診日時を決める 

二次医療への紹介などの、フォローアップ 

や家族との連携 

健診の監査、本人・家族のアンケート実施 

（２）各人の健康診断の前準備検診前の準備 

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく

る。当事者へ送る「検診のお知らせと健診と健

康アクションプラン見本」が例示されている

（当事者への検診の説明サンプル）。 
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（７）症候群に特化した健康ニーズとチェック
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と連携して、対象者と保護者宛に、検

診の重要性を告知。事前に問診票を記入しても

らっておく。混み合っていない、双方に都合の

 

週間前までに、血液検査を済ませても 

「健診アクションプラン」を記入し、本人に

 

 

「特別な支援が必要」と、電子カルテに出てく
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（９）参考文献 

（１０）関連ウェブサイト 

 

３）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）における知的障

害グループの取り組み                                         

家庭医協会（RCGP）は家庭医の専門家組織で

ある。NHS が初期ヘルスケア提供者として GP

を位置付けている。知的障害や ASDをもつ人は

地域の GPに登録されて、二次、第三のヘルスケ

アは通常、初期治療提供者と調整しながら働く。

たとえば、追加の薬を処方するような場合も、薬

物の処方を認可する前に、副作用や逆の作用をお

こす可能性がないかを GP が確認するように伝

えられることもある。 

イギリスにおける障害のある人の施策と医療

サービスやプログラムの発展に関して、下記の３

つの特徴が言及された。 

（１）RCGPの知的障害グループ 

イングランドにおける知的障害の人の健康と

ヘルスケアを増進する任務に従事する専門家の

ネットワークの代表である。これらの「チャンピ

オン」は連携して研究、情報の普及、公共政策へ

の提言に取り組んでいる。 

（２）RCGP は知的障害グループが行っている

推奨 

毎 年 行われ る 健診を 行 う際に 用 い る

step-by-stepガイド（半構造化評価プロトコール

（ http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/

~/media/Files/CIRC/CIRC-76-80/ 

CIRCA%20StepbyStepGuideforPracticesOct

ober%2010.ashx)の出版を含む、知的障害の人の

ケアにおける最低限の基準を採用した。 

いくつかの症候群に特異的な追加手順につい

ても述べられている。ガイドは広く使用されてい

るが、任意のものである（同様に、アメリカでは

小児科医の協会がすべての小児科医が幼児に対

して ASDのためにスクリーニングを実行する推

薦が最近された。一般的ガイドラインが展開され、

広められもした。研修生と小児科医のためのトレ

ーニングプログラムが開始された。） 

（３）RCGP による医学生に対する知的障害に

関するトレーニング要件やカリキュラム作成 

RCGP は、医学生に対する知的障害に関する

トレーニング要件やカリキュラム作成にも積極

的であり、医療者のための知的障害の継続教育も

提供している。学生が医師の資格を得るために合

格しなければならない最終試験の質問の作成に

携わっているメンバーもいる。 

 

４）英国家庭医学会（ＲＣＧＰ）における知的障

害グループに関連する資料等  

以下、GPに提供されている知的障害等（以下、

ここではＬＤと表記）の医療に関するガイドや情

報などが紹介されたので掲載する。今後、順次翻

訳し、わが国での資料として活用していく。 

（１）知的障害のある人の健康課題と、それに対

するプログラムの作成 

① NHSが作成した GLへの情報提供サイト 

http://www.pcc-cic.org.uk/article/management-

health-people-learning-disabilities 

② RCGP のサイトで紹介された Cardiff 

health dheck 

http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/ 

RCGPが有する以下の情報を得ることができる。 

○A Step by Step Guide for GP Practices: 

Annual Health Checks for People with a 

Learning Disability ：GP 向け LD 診療の手引

き（本調査班は著者Hogｈton氏から翻訳許可を

得た） 

○Guidance for GPs：Vision and people with 

learning disabilities: 

○Mental Capacity Act toolkit：医療者向け意思

決定支援ツール 

○Commissioning guide：LDの人の健康と福祉

を改善するための Clinical Commissioning 

Groups (CCGs)'への各種サービスとの連携ガイ

ド 

○GPへの教育サイト内に LDの人や Autism診

療を学ぶ e-learning  

http://elearning.rcgp.org.uk/ 
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○イギリス保健省（NHS を所轄業務とする行政

機関）が行った LD者の死亡に関する公的な調査

報告結果（CIPOLD: Confidential Inquiry into 

premature deaths of people with learning 

disabilities）この研究チームは Bristol大の中に

あり、Hogｈton氏がメンバーである。 

http://www.bris.ac.uk/cipold/ 

（２）GPにおける LDの医療受診との関わり 

30年前から施設の解体が進んでいる。LDの人

は病院のほかに地域に多数住むようになり、ヘル

スケアは GPの課題である。LDはイギリス全人

口 5 千万人のうち、LD 225,000 人（children 

and 901,000 adults合計 1126000人、約 2.252％）

である。 

http://www.improvinghealthandlives.org.uk/

publications/1241/People_with_Learning_Disa

bilities_in_England_2013 

入院中の LD の人（触法のための入院も含む）

は 1万人以上いるが入院期間は短期化している。 

彼らは暮らしている地域ごとに、全員 GPに登

録している。その中で健康に問題が生じた LDが

地域の知的障害者チームに紹介される。(CLDT 

Community Learning Disability Teams )。精神

障害がある場合には、精神保健チームに紹介され

る。何の問題もなければ登録されているだけとい

うこともある。 

（３）ＧＰによるヘルスチェックについて 

地域の GPにもよるが、ＬＤの人のおおよそ５

０％程度がＧＰのヘルスチェックを受けている。

地域によっては９０％という高受診の地域もあ

る。受診率が十分でない理由は、ＧＰスタッフが

経験不足からＬＤの人に対応に困難を感じてい

たり、通常の医療のために時間をとれないなどが

ある。 

実施する医療者に向けた具体的なガイドであ

る step by step が RCGPのサイトで公開されて

いる (Hoghton M, 

http://www.rcgp.org.uk/learningdisabilities/~/

media/Files/CIRC/CIRC-76-80/CIRCA%20 

StepbyStepGuideforPracticesOctober%2010.as

hx (Last accessed November 15) 

これを利用することにより、よりよく実施でき

るというエビデンスがある。 

詳しくはそれを参照してもらいたいが、まず初

めに、5 分間は当事者と二人きりになり、「何が

心配ですか」と聞くように勧めている。この最初

の 5分間は重要である。なぜなら、支援者がいる

といえないこと（例えば虐待など）の見逃しをし

ないためでもある。 

ＧＰからは「本人が興奮してできない」など、

さまざまな問い合わせがあるが、「ＬＤが理解で

きるよう、今から行う医療の内容をわかりやすく

説明をすること」、「その日がうまくいかないとき

は、改めて、日にちを変えて実施する」など工夫

することを伝えている。もしそれでもだめならば、

意思決定支援の手順を踏んで確かめる。最善の利

益（best interest）は何かを探るための「五つの

原則」に従って行われるケースもある。 

（Mental Capacity Act2005 

https://www.gov.uk/government/collections/me

ntal-capacity-act-making-decisions 。 

ヘルスチェック終了時には、これからの計画を

１Pにまとめて記載される。これが health action 

plan になる。例えば、この後、歯科受診するこ

と、あるいは、より詳しい検査を受けることなど

具体的な指示を内容として記載する。 

（４）イギリスにおいて LDの人の健康問題を改

善しようとする動きの機会について 

「病院で亡くなる LD の避けられえた死 

(avoidable death )」や、病院での虐待が報じら

れたことなどが、イギリスにおいて、ＬＤの人の

健康問題を改善しようとする動きのプレッシャ

ーポイントとなった。これをきっかけに、より改

善しようとする政治的な動きが出てきた。 

○NHS の病院で亡くなった 6 人の LD の事例

（Mencapの報告）。これがきっかけとなった。 

（ https://www.mencap.org.uk/death-by-indiffe

rence） 

それに引き続き人権委員会が調査した結果、 

(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2
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0130107105354/http:/www.dh.gov.uk/en/Public

ationsandstatistics/Publications/PublicationsP

olicyAndGuidance/DH_099255) 

から、3年後に PHEと the Centre for Disability 

Research（Lancaster大学内）と、the National 

Development Team for Inclusion.の三団で協同

し、iHAL(Improving Health and Lives)チーム

が作られ、健康と福祉の情報を LD関係者に提供

する活動を続けて多くの情報が集積されている。 

（https://www.improvinghealthandlives.org.uk

/about）。 

（５）ＧＰと薬剤師の協同―薬の処方が重複する

問題について 

年に一度、内服薬をチェックする制度があるが、

薬剤師も処方できるイギリスでは、薬処方が重複

してしまいがちである。できるだけ処方数を減ら

していかなくてはならない。この方向性は世界的

なものであり、ポリファーマシーともいう。重複

する薬処方が死亡率の増加につながるというデ

ータもある。また、重複による経済的損失などが

はっきりしてきたため、David氏は GPとともに

活動している。 

特にLDの人は向精神薬が1人/5人の割合で処

方されている。抗うつ剤も多い。そして一度処方

するとやめられない傾向がある。そのために、患

者ごとに「サマリーケアレコード」を政府が作成

し、PC上にその人の診療や処方の記録をデータ

ベース化して、GPや薬剤師だけでなく、どの部

署からもアクセスできるようにしつつある。この

ことによって、処方の重複をなくし、無駄をなく

せることが期待されている。 

（６） ＬＤにおけるがん検診について 

健常者では 50 歳以上で年に一度の regular 

check（がん検診もふくむ）を受ける。この調査

データによると（例示）、子宮がん検診（子宮頚

部のスメア）の受診率は健常者/LD 者が７０％/

３５％程度、乳がん検診（マンモグラフィー）は

７０％/６０％、大腸がん検診（便鮮血検査）は

どちらも９０％程度であった。 

LDに人たちの死因としてはガンが多いと指摘

される。そのうちでも一番は大腸がんといわれて

いる。それ以外の死因としては、嚥下障害に起因

する肺炎や虚血性心疾患が多い。 

① ＬＤの人の高率受診に向けた工夫はなにか 

受診していない人に対して、繰り返し、電話な

どで受診を推奨することである。 

②ＬＤの人の「避けられえた死」とはなにか 

「避けられた」とする定義が難しいが、ＬＤの

人が健康を壊すときの特徴として、支援者や住

んでいる場所が変わると弱いといわれる

（relocation syndrome ）。「避けられた死」を 

どう予防できるのかは、死因を ICD-10分類で統

計処理するなど、さらに研究していかなければい

けない。 

（７）LDの人の診療を向上させるための工夫 

プライマリー医療を担う GPよりも、二次医療

機関の方がむしろ LD 診療が困難になりやすい。

病院は定期的に査察を受けるが LD の人を見る

ためのトレーニングをスタッフが受けないと、評

価が下げられる。GPや Nｓ（ソーシャルサポー

ト Ns）らは LDに人にあわせたテーラーメイド

アレンジメントを行うが、時間がかかる。地域に

LDチームがあり、合理的な配慮について一緒に

考えることができる（GOSH の Hospital 

Passport ； CLDT Community Learning 

Disability Teamsなど） 

最近では、GPは多職種のメンバーを集めたグ

ループを作り、そのセンターとして機能するよう

になってきている。また、LDの有無による疾患

の治癒率に違いなどのデータをもとに、政府に働

きかけている。 

「Diagnostic overshadowing」（精神および知

的に障害のある人に生じた疾患に関して臨床医

の判断に負のバイアスがかかるために生じる診

断の誤り。1982年に出た論文で記述された。Am 

Psychol. 1982 Apr;37(4):361-7.Emotionally 

disturbed mentally retarded people: an 

underserved population.Reiss S, Levitan GW, 

McNally RJ.）は避けられないのかもしれない。 

以前ホームには Ns が 常駐していたが、今は
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少なくなり、医療的な問題を見逃すことが増えた。

年齢、言語能力、など多彩多様な問題があるのが

LDの人の特徴なので、見逃さないでいるという

のは難しいと思う。例えば、17 歳の女子でパニ

ックを頻繁に起こしていたので、GPらは向精神

薬で対応しようとしたがうまくいかなかった。保

護者がよく観察したところ便秘との関連が疑わ

れ、その治療をしたところ、パニックは収まった。

などという例などがある。 

○ 薬剤師対象の LD対応トレーニングなどはあ

るか 

薬剤師がＬＤの人と「よりよくコミュニケーシ

ョンをとるためのプログラム」がある。 

○ 医学部での教育ではＬＤ対応のトレーニン

グなどはあるか 

内容は大学によるが、時間数は少ない。メンタ

ルヘルスのアセスメントをする授業もある。 

○ 行政主導ではなく、医師の中でのＬＤに関す

る研究会などはあるか 

LD を家族に持つ GP の会があり現在 26 名が

活動している。 

 

２．知的障害等の健康や医療受診に「特別な配慮」

を実施していた機関 

―グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（GOSH 、Great Ormond Street Hospital 

Children's Charity） 

 

１）グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（GOSH )について                                          

グレート・オーモンド・ストリート小児病院

（Great Ormond Street Hospital Children's 

Charity 以下 GOSH )は、1852 年設立のイギリ

スで最古の小児病院である。 

小児科医療の研究拠点であり、ロンドン大学児

童保健研究所（University College London 

Institute of Child Health）とパートナーシップ

の下、小児期の疾病の新しくより良い治療法の発

見・研究を行っている。ピーターパンの原作者ジ

ェームズ・マシュー・バリーがその著作権をこの

病院に寄贈したことでも知られている。また、イ

ギリス王室が後援している。 

 

２）調査対象メンバー 

調査対象のメンバーは、ジム・ブレア（知的障

害専門看護師 コンサルタント看護師 Jim Blair 

Consultant Nurse Learning  Disabilities）、ジ

ュリエット・グリーンウッド 看護師長 Juliette 

Greenwood Chief Nurse）であった。 

GOSHでのジム・ブレア氏（以下ジム氏）は、

彼が進めた知的障害者のケアの改善への取り組

みが評価され「2015 年 Learning Disability 

Today Public Sector Professionals Award」を受

賞していた。ジム氏は GOSHのほか、ロンドン

大学セント・ジョージ校とキングストン大学で助

教授、医療・介護に関する施設や居宅サービスの

評価をする「ケアの質委員会」（Care Quality 

Commission; CQC）の臨床専門委員も務めてい

る。スペシャル・オリンピックのヨーロッパ・ユ

ーラシア地区のクリニカル・ディレクターでもあ

る。 

ガーディアン紙（2012.2.14）では彼の功績が

以下のように紹介されていた。 

「Jim Blairは、知的障害のある患者のケアの

改善と、ケアの継続性の確保を訴えている。イギ

リスに知的障害者は 150 万人いる。しかし人々

の意識は、彼らをマイノリティとみなしている。

しかし、ジム氏はこの考えに警鐘を鳴らす。知的

障害者は、一般の人より病院に行くことが多く、

ケアの改善の必要性は、いくつかの報告書でも指

摘されている。そのひとつは、メンキャップ

（Mencap）報告書での「無関心によってもたら

された死」Death By Indifference (2007)である。

この報告書は、広く注目され、こうした問題を改

善する動きにつながっている。ジム氏はこの考え

を一歩進めて、"patient passport" （知的障害の

ある患者の重要な情報に、直ちにアクセスできる

システム）を推進している。また、シンプルなこ

とであるが、病院では当事者および保護者の話を

よく聞くことがいちばん重要であると指摘して
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いる。さらに次が必要であることを述べている。

１）診察時間を長くする、２）入院前手続き遵守、

３）合理的配慮、４）医者と病院スタッフの連携、

５）看護師のトレーニング、６）ベッドの確保、

７）退院後の安全確保ができるまで入院を延長す

ることであると啓発している」 

 

３）GOSH における知的障害・発達障害のある

子どもの医療受診に関する特別な環境と配慮 

GOSHでは、知的障害･発達障害のある子ども

の手術等の医療受診に対し、特別な環境と配慮が

徹底して行われていたが、そのきっかけになった

のは以下のような出来事であった。 

2014年 9月、知的障害のある子どもが外傷で

受診し、当初外来での治療を行おうとしていたが、

本児が強く抵抗したため、全身麻酔下での治療が

必要と判断された。この対応が急きょセッティン

グされたため、その日予定されていた他 9件の手

術がキャンセルになった。 結果として病院側が

人件費や手術費など多大な損失を被ることとな

った。あらかじめそういった治療が必要な子供を

抽出し、アセスメントし、病院の手術全体を調整

（予定だけでなく対応法などもふくめ）すること

のできる人材がいれば、同様の事例が再発するこ

とを予防できることと経済的なメリットがある

と考えた。 

このために、院内では以下のような、知的障害

のある子どもに対する特別な環境と配慮が整備

されていた。                                       

①麻酔プレアセスメント・クリニック 

日本でいえば予診外来に相当する。手術目的で

外来初診した子どもとその保護者はこの外来に

向かう。ここでは、まず初めにアセスメントシー

トを記入する。「あなたのお子さんは 35 週未満

で生まれましたか」「神経・耳・眼・内分泌で問

題は？」などの全 45の質問事項がある。この中

に「あなたのお子さんには知的障害がありますか」

という項目があり、この項目にチェックがつくと、

病院のデータベースにフラグがつき、特別な配慮

が必要であるということがどの部署でもわかる

ように登録される。 

・「ホスピタル・パスポート」 

医療的な介入をするときには必ず確認すべき

事項を記入できる小冊子（８ページ）である。赤・

黄・緑のマークがついている。〔赤色〕のページ

は、問診しておきたい医学的重要事項、〔黄色〕

のページにはコミュニケーション方法と日常生

活動作（ADL）、〔緑〕のページには好き嫌いを

書き込めるようになっており、最後にヘルプが必

要なときは、地域知的障害支援チーム

（Community Learning Disability Team）にア

クセスするようにと、連絡先が書いてある。 

この「ホスピタル・パスポート」は、各自自宅

に持ち帰り記入し、医療機関にかかるときにそれ

を提出し、退院するときにはまた本人に返される

という仕組みである。 

問診は個室で行われ病気の子どもをあきさせ

ない、リラックスさせ気を紛らわせるための工夫

がされている。術前の検査機器が置かれた部屋は、

照明を落とし、スヌーズレン（アクリル筒の下か

ら無数の泡が上昇しその中に色とりどりのプラ

スチック魚）が設置されるなどの環境的配慮が充

実していた。 

②麻酔導入室 

この部屋の前室にあるプレイルームには「プレ

イセラピスト」が常駐していて子どもたちとあそ

ぶ。個室では再度本人と家族に同意を確かめてお

く。緊張させないためのスヌーズレンの環境や、

マカトン法を使った歌ビデオなどで子どもの気

持ちを楽しませる工夫がある。特に重要なことは、

麻酔処理の直前まで入室を早めないなど、待ち時

間を可能な限り短くする工夫であった。こうした

障害のある子どもへの対応の方法は、全員の看護

師や医療スタッフが院内で定期的にトレーニン

グを受けている。 

③画像検査室と個別プロフィールファイルの

活用 

備え付けのファイルには、各日の検査（MRI

や CTなど）予定の対象児のパーソナルプロフィ

ールが一枚ずつ入れられ、スタッフが適宜、対象
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児のプロフィールを把握し、スムーズに検査でき

るようになっている。 

④リカバリールーム 

看護師が術後の子どもをすばやく適切に対応

できるよう準備を整えて待つ。 

 

４）Jim Blair氏（知的障害専門看護師病院コ

ンサルタント）の実践が果たす役割と課題 

 病院という組織は、その性格上、「階層的な

権限構造や多くの規則があり、厳密であるからこ

そ柔軟性が低い」という特性が指摘されることも

あり、新しい取り組みを病院全体として取り組み

始める場合は、多くのエネルギーと信頼性が必要

となることも少なくない。 

Jim Blair氏がグレートオルスモンドストリー

ト小児病院で取り組んでいる実践は、知的障害を

もつ子どものために、組織で取り組むヘルスケア

のモデルである。 

このプログラムが、今回の GOSHでうまく実

践につながったのは、次のような互いに影響する

４つの要因によるものと思われる。 

①任務を果たす“チャンピオン（リーダー）”に

権限を与える 

②組織全体に広がる変化に対して支持を得る 

③小児やその家族の病院経験を再構造化する 

④研究を行い、情報を公表する 

（１）「チャンピオン」（特に障害理解に優れた人）

に権限を与えたということ 

Jim 氏は、GOSH という世界的に名声の高い

小児病院で働く知的障害専門看護師コンサルタ

ントである。Jim氏が進めた「知的障害のある子

どもへの特別な医療的配慮」のアイデアや実践は、

病院の幹部からのトップダウンで生まれたもの

でなく、彼や実践にあたるスタッフの立場からボ

トムアップとして病院の経営陣に提案したもの

である。Jim氏はこの実践により、病院管理者も

認める「チャンピオン・リーダー」となり、それ

がさらに革新的な実践とつながっていく原動力

にもなっていた。イギリスにおいては「チャンピ

オン」（特に障害理解に優れた人として周囲から

尊敬される）という存在は社会的にも注目される

ものであり、GOSH での実践を分析するにあた

り、文化的な背景も加味して考えることが大切で

あると考える。 

（２）組織に広がる変化をもたらすこと 

今回のシステム改革においては、システムを内

部から変える方法が非常にうまく機能したと考

える。まず病院組織の重要人物から支持を得るた

めに、説得力のある議論を展開した。病院のビジ

ネス管理者に対しては、知的障害の子どもが手術

を受けた時に適切な手立てを講じなかったこと

で病院にどれだけ巨額の金銭的損失があったか

という実際の例を用いて訴えた。次に、病院内の

ある部門のキーパーソンと説得力のある議論を

行った。その議論の中で、新しい手順、プロトコ

ール、環境を作り上げることができた。スタッフ

をトレーニングすることや、親や地域と共にプロ

グラムを作り上げることは変化を確立するため

の次のステップだった。 

（３）環境とプロトコールの再構造化 

GOSH で知的障害の子どもが受けるヘルスケ

アサービスそのものに変更はないが、支援の提供

の仕方や、いくつかのケースでは支援を提供する

環境を変えた。また組織がより効果的に有効に機

能するために、知的障害の子どもに対しても強い

られる手順やプロトコールを変えた。特に知的障

害や ASDの子どもにとって親しみやすいように

再構造化された環境を整えた。 

例えば、手術前の検査室は子ども達の気がまぎ

れたり落ち着いたりするように感覚刺激のある

道具を備えて改装されたり、光の強さを簡単に調

節できるような電灯が用いられたり、子どもに優

しい壁画が窓のない壁にとって代わったりした。 

新しい手順やプロトコールは、これまでの病院

のうち家族や子どもにとって「使いにくさ」があ

る環境から手がけられた。たとえば、家族は最初

に病院に到着すると、ポケットベルを渡され、医

療の支援をうける順番が来るまでに、カフェや車、

外を歩いたりしていてもよいようになっている。

この手順によって、子どもが待機室で長時間、待
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たされるということが少なくなり、最小化された。 

また、予備診察時に、「知的障害がある」と保

護者がチェックを付けたり、あるいはスタッフが

把握したケースでは、病院カルテ上で「特別な支

援を要する子どもである」とスタッフがすぐにわ

かるようなマークが表示されるようになってい

る。子どもと関わる上で必要な情報は Hospital 

Passport（病院パスポート）に集約され、子ども

の記録の一部となる。特に訓練されたスタッフが、

子どもの問題となる行動のリスクやストレス反

応を評価するために、数週間にわたって関わり、

問題行動を最小化するための計画を立てること

に役立てるのである。 

（４）情報の普及を通して築かれる力 

GOSH では、ヘルスケアに関わる生徒や病院

スタッフのトレーニングに関与し、研究を行った

り、様々な出版物や掲示物を通してプログラムを

推進したりしている（ガーディアン紙がプログラ

ムについて取り上げた）。こうしたモデルプログ

ラムを作ることが、他の地域でも役立つ情報を広

める上での第一歩であろう。 

 

Ｃ．第二機能に関する調査 

「地域サービス」「生活施設」「教育」における知

的障害等のある人に対する医療受診支援 

とその特徴 

 

１．「地域サービス」として知的障害等のある人

に対し医療支援を実施している機関―英国自閉

症協会 (NAS) ロンドン南部地域＆サリー州

（The National Autistic Society Surrey Adult 

and Community Services） 

 

１）英国自閉症協会（ＮＡＳ）について 

本協会は 1962年設立したイギリス国内最大の

自閉症支援団体である。学校や施設の運営、自治

体への専門的コンサルタントとアドバイス、トレ

ーニング、調査研究活動、権利擁護活動などを活

発に行っており、自閉症をめぐる状況の大きな変

化とともに、NAS の支援の幅も拡がってきてい

る。現在では協会が直接運営する学校（6 校、6

～19歳対象、生徒数計 400人）であり、他、施

設、サポーテッドリビングではより複雑なニーズ

をもつ人たちを視野に入れた運営にスタンスを

移してきている。ＮＡＳはすべての自閉症者とそ

の家族が適切なサービスを受けることを目指し

ている。また現在、自治体に対する専門サービス

の提供機関に変わりつつあり、本協会は自閉症法

（Autism Act  2009）の成立やその後の普及の

ためのキャンペーン・政策提言・ロビー活動をリ

ードする役割を担っているといえる。 

パイオニア的なサービスとして、アーリーバー

ドプログラム、アスペルガーの就労支援（当事

者・企業）、自閉症専門施設や学校の認証（アク

レディテーション）１）、診断と診断のトレーニ

ングを行っている。かつては触法発達障害の「ヘ

イズ矯正施設」を運営もしていた。 

ＨＰによると、ＮＡＳ財政（2014/15会計年度）

の収入は、9,570万ポンド（約 163億円）で、内

訳は主に自治体との契約による収入：8,740万ポ

ンド（約 150 億円）と、募金・寄付収入などで

ある（※為替レート１ポンド 170 円で計算）。訪

問概要   

 

２）ＮＡＳ ロンドン南部＆サリー州 成人＆コ

ミュニティサービスが提供する支援の内容                                      

調査対象メンバーは以下であった。 

ジェイミー・ラング Jamie Lang, Transition 

Development and Referral Manager 

リサ・ダコスタ Lisa d’Costa, Transition 

Development and Referral Manager 

本サービスが提供する支援は１８歳以上が対

象である。①デイサービス、②ケアホームなど居

住サービス、③ASSIST(診断途上の人や成人にな

って診断された人)のサービス、④その他、アス

ペルガー障害の大学生の支援なども行っている。

利用料は、基本的には自治体から個人への予算で

あり、利用者各人がNASと契約している。なお、

ＮＡＳの施設や学校は、全て SPELLを基本理念

としており（後述）、トレーニングを受けている。 
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①デイサービス 

ＮＡＳサリー州サービスの拠点となっている

町ゴダルミングでは、「リンデンハウス」、「オー

ルドミル」、「ホライズン」の３箇所を運営してい

るが、そのうち、「リンデンハウス」と「オール

ドミル」を見学した。 

リンデンハウスでは、利用者は調理が終了した

ところでゆったりとテーブルに座ってリラック

スしていた。壁に予定が貼ってあり、毎日来る人

と特定の曜日に来る人がいるようだ。利用者の中

には、精神疾患を併存している人もいるという。

不安に対処するための個別およびグループワー

クのプログラムもあり、行動コーディネーター

（behaviour coordinator）が担当している。行

動コーディネーターの仕事は、不安のメカニズム

の学習指導、呼吸法などのコーピング方法の指導、

各人が具体的な不安について話し合うときの進

行役となるなどの内容である。昨年は、180人以

上の紹介があった。紹介者がＮＡＳのサービスを

利用することになった場合、行動コーディネータ

ーは行動面でのアセスメントを実施し、処遇プラ

ンをつくり、個人に合わせて決め細かいサービス

提供するように心がける。 

②ケアホーム 

ケアホーム（Residential Home）「ストーンピ

ット・クローズ」（Stonepit Close）を見学した。

自閉症とアスペルガー障害の人が対象で、連結し

た２棟で計１０人が住んでいた。この他に、サポ

ーテッドリビング（４人 内３人は、３ベッドの

家）。アパート（１人）へのサービスも提供して

いる。 

③ASSISTサービス 

ASSIST （ Asperger Support Signposting 

Information Services Team）は近年広がってい

る興味深いサービスである。サービス対象は大人

になってからアスペルガー障害の診断を受けた

人、また、診断を受ける途上である人である。イ

ギリスでは診断を受けるには家庭医（GP）を通

して、専門機関につながるので時間がかかる。す

なわち ASSIST の対象者は、診断されている人

や診断をこれから受ける人などでそれまで支援

を受けていなかった人である。彼らは知的障害サ

ービスや精神障害サービスの受給資格はない。サ

リー州では昨年約 1500人の支援をした。自治体

からのパーソナル・バジェットでサービスを得て

いる。本人の希望に合わせてサービスが選択でき

るが、アシストだけが唯一の社会との関わりの人

もいる。彼らが抱えている問題は、友達がいない

といったものから、借金があるというものまで

様々である。精神疾患を併存している人も多く、

その後精神障害のサービスに移るような人も相

当数いる。 

ASSIST の利用者は人に助けてもらうスキル

を身に付けていない人も多い。そうした場合、た

だ「何か困ってないですか？」と聞くのではなく

「たとえばこういうことが困っていないか」と項

目を書いたリストを見せてチェックすることで、

自分の問題がわかるような人もいる。なお

ASSISTサービスは、サリー州とロンドン北部が

管轄する３つの自治体の２ヶ所のみ実施してい

る。 

④ＳＰＥＬＬ 

イギリス自閉症協会（ＮＡＳ）が提唱するＡＳ

Ｄ支援の共通理念である。 

○Structure（構造化）:見通しがつくようにする、

具体化、視覚化 

○Positive approach（肯定的なアプローチ）：ス

タッフの肯定的な言葉がけで安心し、本来の力を

発揮できるようにする 

○Empathy（共感）：独特の認知の仕方に共感す

る 

○Low arousal （穏やか）：感覚過敏への配慮 

○Links（繋がり）：関係者の連携である。 

 

３）本サービスにおける医療支援に関して                                                                            

（１）利用者の一般の健診制度に基づいた検査に

ついて 

イギリスでは企業で働いている人には健診の

システムがあるが、それ以外は任意である。ケア

ホームの利用者は年に１度の健診も受けるが、日
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常的には専門医による健康チェックがあり重層

的にチェックしている。スタッフは起こったこと

はすべて日誌をつけている。たとえば背中が痛い

と訴えたことなど細かいことまで記録する。自分

をたたくなど行動が変化したら身体的な不調を

疑う。各人の「ペインプロフィール」があり、痛

みがあるときにとり得る行動を記載している（た

とえば他人に攻撃的になる、動かなくなるなど）。

精神科医が利用者にあわせて３ヶ月に１回来て

レビューをする。てんかんについては神経学専門

医が関わる。 

（２）ケアホーム利用者以外の医療支援の利用に

ついて 

ケアホーム利用者以外の人の医療支援の利用

は個別の対応をする。たとえばイギリスでは家庭

医（ＧＰ）と予約をとっていても診療時間が遅れ

ることがあり、待つ時間が長く不安が昂じること

もあるので予測可能なように支援する。具体例で

は、①ＧＰあてに手紙を書く、②前日にクリニッ

クに電話で確認する、③車種を知らせておき、当

日は感覚グッズなどを持参して、車中で待つ、④

受付の人が来て案内するなどである。 

ＧＰ医院のドアの中に何があるか分からない

だけで不安になる人もいる。そうした人は、最初

は入口、次は待合室など、用事がないときにＧＰ

に行って慣れるなどの支援をする。 

医者に質問されてすぐに答えられず、不安が高

まる人もいる。利用者といっしょに「ソーシャル

ストーリー」を書いて「５分待ってください」な

ど言えるようにする。 

利用者全員には同じ方法は通用しない。最近の

例であるが、ある女性に足指の感染症があり不安

が昂じていた。彼女は能力が高く一人暮らしをし

ており、車が運転でき猫を飼っている。しかし感

染症がどれくらい悪いのか分からないのが不安

の原因だった。彼女への支援として、足指の写真

のカラーマッチングをした。グーグルで検索し足

指の感染症の写真を見つけ、１ページに貼り付け

た。各写真の横に、①医者に行かなくてよい、②

患部がグレーの場合、足の専門医に見せる、③赤

の場合、ＧＰを予約するなどと対処法を書いた。

ＧＰでは「私の足指は感染しています。診て下さ

い」と言う練習をしておく。彼女は相手の言って

いることが理解できなくても、わかったかのよう

に「イエス」と言ってしまうので、彼女がＧＰに

診てもらった後、医者に電話して確認するという

橋渡しも行う。彼女の場合、このような簡単な支

援えでもずいぶん助けになった。 

ホスピタル・パスポートは重要なツールである。

本人の健康について重要なこと、好きなこと、嫌

いなことなど親といっしょに作成する。１００種

類以上のバージョンがある。ＡＳＤの人と他の障

害の人とは内容が違う。ＡＳＤは主にコミュニケ

ーションや不安などの特徴がわかるようにして

いる。親や他の関係者も入って「サークルミーテ

ィング」をしながらホスピタル・パスポートを作

成する。その作業を通して、全員がその人のニー

ズを学ぶ。 

（３）ASD の人の兆候（運動量が減り、病気に

なる場合もあるなど）と配慮について 

特に、デイセンター「オールドミル」の利用者

がそうであるのだが、運動に対するモチベーショ

ンが低い。そのため、楽しく運動できるようにす

る。たとえばサイクリング、トランポリン、水泳

などである。活動では、不安にならないようにた

くさんサポートすることが大切である。健康的な

ライフスタイルはたいへん重要である。外出時も

可能な場合、車を使わない。食事も、好きなもの

ばかり食べると身体をこわす。バーガーとフライ

ド・ポテトは、１ヶ月に１回程度ならいい。一方、

サンドイッチ、サラダ、スープなど、より健康的

な選択ができるように支援する。 

（４）サリー州の医師会の組織的な関与について 

ＮＡＳは医療従事者を含む専門職への啓発セ

ミナーを実施しているが、とくに医師会に働きか

けるということはない。なぜなら家庭医（ＧＰ）

と個別のよい関係ができているからだ。ケアホー

ムの１２人に対して１２人のＧＰが関わってい

る。何かあれば電話やメールで相談できる。医者

もわれわれに電話してくる。ここでも個別の対応



 52 

である。ＧＰが合理的配慮をする。たとえば利用

者で上から見下ろされるのが嫌な人がいて彼の

ＧＰの背が高い場合、利用者に合わせてＧＰは立

ち上がらないようにしている。このようなことで

あっても利用者の医療受診には大切な配慮であ

る。 

（５）本サービスにおける医療受診支援の特徴お

よび課題                                     

本サービスの実践やプログラム等から導き出

される重要な考慮点がいくつかあった。 

①イギリスでの公共政策やサービスに変化を

起こす動き、②質の高いスタッフとネットワーク

を育てること、③個人と、個人のヘルスケアニー

ズの評価の重要性、④ASD をもつ個人がアクセ

スでき利用できるヘルスケアツールやシステム

の作成、である。 

①イギリスの知的障害や ASDの人のためのヘ

ルスケアシステムの変化 

変化の原動力になったのは親の要望運動であ

った。以下の政策提言は、訪問したほぼすべての

機関で言及された。 

○精神保健法 The Mental Health Act 

○ケア法 The Care Act 

○意思決定能力法 The Mental Capacity Act   

法律が施行されると、政府機関は新しいガイド

ラインを作成する。サービス提供者はケアの提供

や質を確実に合理的に配慮することが求められ

る。多くの支援組織（NAS）はサービス計画と

実際の実践のギャップを埋める援助をしている。

例えば NAS のスタッフは ASD をもつ人がＧＰ

などの医療ケアサービスに十分利用できるよう

に、繰り返しクリニックに出向くことでストレス

を減らしたり、実際のアポイントの前に利用者と

十分ルーチンを練習したりする。また病気やケガ

の症状を自分で認識できること、症状を人に伝え

たりするやり方を教えたりする。もし問題がおこ

るようなら一緒についていったり問題解決を手

伝うなど、質の高いケアが提供できるように徹底

した支援を行う。 

②質の高いスタッフとネットワークの育成 

NAS のような地域の支援機関では上級スタッ

フが質の高い医療ケアを確実に受けられるため

のキーとなる。上級スタッフの役割や責任は支援

者のジェネラリストモデルとして確立している

（このジェネラリストモデルはアメリカのノー

スカロライナ大学の TEACCH プログラムで用

いられ成功している）。NASのシニアスタッフは

アセスメントや治療プロトコールを個別化でき

る能力を備えている。多くの経験があり、ASD

の個人に作り上げるプログラムはすべて個別化

される重要性を強調している。 

③評価の重要な役割 

ASD をもつ人を評価する能力について、標準

化されたアセスメントツールや生活の中での自

然観察で得られる情報により得ていた。このよう

な情報は直接、利用者の Health Action Plan（健

康行動計画）などに目標やストラテジーとして取

り入れられる。NAS は自閉症協会評価ツールを

作り、個別の支援計画（NAS 支援計画）も作成

していた。 

 

４）質の高いヘルスケアにアクセスするのを促

す特定のツールやプロトコール 

多くのプロトコールが、医療ケアの状況に関す

る重要な情報を関係機関とやりとりできるよう

に作られている。Hospital Passportはその一例

で、利用者の受診に先立ってヘルスケア提供者に

提示される重要な情報が書かれている。Health 

Action Plan（健康行動計画）は質の高いヘルス

ケアの提供を改善している。 
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り、最後の手段としてこの学校に来た子どもも多
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た。 
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いた。とくに重い知的障害を伴う自閉症の個々の

子どもの成長のために、多くの専門家が、親のサ

ポートも含めて、包括的なアプローチで取り組ん

でいた。 

 

４）本校における医療的ケアの取り組みについて 

本校では医療的なケアが必要な子どもの支援

について、以下のような実践を行っていた。      

（１）健康管理のための取り組みや病院受診の練

習について 

具体的な取り組みを積み重ねている。たとえば、

校内にある歯科処置室には、歯科医師が１ヶ月に

１回きて受診の練習を行っている。処置の内容や、

どれくらいの時間がかかるかを視覚的に説明し、

子どもが理解し納得できるようにしている。それ

だけでなく、感覚過敏のため歯磨きが非常に困難

な子どももいる。そういった子どもも、予防がで

きるように、また徐々に歯科治療に慣れるように、

先生と歯科医師が協力し、本人の強みや関心を生

かして、楽しい雰囲気で学べるように、日常の学

習のひとつとして取り入れている。 

（２）問題行動に対しての支援について 

行動へのポジティブな介入である Positive 

Behaviour Support(PBS）に力を入れている。 

様々な専門家による指導により、自分の行動を

認識し、その行動が社会的に受け入れられるか否

かを判断する能力を体得させる。その子どものレ

ベルでの個人指導が必要である。そのうち休み時

間に校内の「模擬売店」で、たまった報酬で好き

なものを買うなどして、特定のスタッフだけでな

く多くの大人に対して、学んだスキルを応用し、

関われるようにしていく。 

（３）問題行動が改善したあとの地域の学校への

再通学について 

問題行動が改善したあとに、もともと通ってい

た地域の学校に再度、通学する子どもがいるかど

うかであるが、そうしたケースはほぼない。卒業

後、地域でできるだけ自立して暮らせるように個

別教育計画を立てている。就業や、買い物や外食、

友達や仲間とうまく行動できるようなスキルを

育てている。また、移行期には、家族が地域の社

会サービスを適切に利用できるようなコーディ

ネーションの支援もしている。 

（４）「アンビシャス・カレッジ」について       

ツリーハウスは 19歳までであるが、自閉症の

子どもたちは学習に時間がかかるので、継続教育

として成人期に教育期間がかかることもある。そ

のため 2014年 9月から、ツリーハウスを運営す

るAmbitious about Autismの新しい取り組みと

して「アンビシャス・カレッジ」が創設された。

ロンドン市内の２つのカレッジと提携し、キャン

パス内に自閉症の学生を対象とした学級として

設置しており、合計 39名の自閉症の学生が通っ

ている。ツリーハウスの卒業生だけが対象ではな

く、今後各キャンパスの定員を 65名とする予定

である。 

自立生活、雇用、人間関係と地域社会への参加、

健康保持についてさらに学ぶためである。支援者

がついて活動し、コンピュータの学習などに参加

したり、一般の学生と交流したりを行っている。

また、仕事に就くためのトレーニングもしており、

ある生徒は、教会で、ビジターのための温かいス

ープをつくる手伝いをしている。 

 

５．ツリーハウスにおける医療受診支援とその課

題 

ツリーハウスでは生徒達への指導に応用行動

分析（ABA）の手法を取り入れていると述べて

いるが、他の多くのプログラムのように、ASD

の子ども達に対して有効であると認められてい

る（ABA 以外の）様々なよく確立されたツール

や手続きも組み入れている。例えば、子ども達の

中には絵交換式コミュニケーション（PECS）や

その他のコミュニケーション技術を用いている

子もいる。TEACCHアプローチと同様の視覚支

援も用いている。感覚統合訓練を用いている作業

療法士が学校に雇用されており、言語聴覚士や他

の専門職もいる。訓練された教師はクラスを担当

し、ABA コンサルタントが特定の行動プログラ

ムの開発や管理を手伝う。 
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ツリーハウスのスタッフはしばしば、行動上の

より強い困難を抱える子ども達に対応しなけれ

ばならない。彼らの任務はまずはツリーハウスに

おいて子ども達がうまく生活できるようになり、

地域の中に出たでもうまく移行できるように支

援することである。卒業までにスキルを教室の外

でも般化できるように、高いレベルで自立し地域

に溶け込めるためのライフスキルを習得できる

ように関わる。ライフスキルの習得を強調するこ

とは、セルフケアや地域のヘルスケアサービスに

十分に参加できる力を育てることにもあてはま

る（元は、学校でライフスキルを教えるためのプ

ログラムを作るように学校に求めたことによる）。

例えば、学校には歯科診察用のいすを完備した歯

科診察室があり、実際の歯科検査に用いられる

（訪問歯科医によって行われる）。これらは将来

的に生徒が地域の歯科医に行く準備のために、

徐々に慣れていく訓練として用いられる。運動や

食事もまた学校によって管理され、健康なライフ

スタイルのルーチンや選択が各生徒の予防的プ

ログラムの一部に入っている。 

ツリーハウスのスタッフは地域のヘルスケア

組織を含む他の機関にコンサルテーションをし

たり、トレーニングを提供したりしている。

Ambitious About Autismは ASDを持つ人のた

めの大学プログラムも開始しており、地域の大学

の敷地内に設置されている。 

まとめと印象として、ほとんどのベストプラク

ティスモデルは、重要なライフスキルは小児の早

期に目標にされ、早期の正規教育の中で習得され

るべきであると述べている。これらのスキルは家

庭や学校から地域に移行される必要がある。一般

的なセルフケアはしばしば目標とされる領域で

ある。地域のヘルスケア専門家と関わり、セルフ

ケアにこの高いレベルにある能力は、多くの早期

教育プログラムでは目標にされていない。最初か

ら子ども達をポジティブなヘルスケア環境に慣

れさせ、ヘルスケアの専門家と関わる能力を高め

ることを意識的に行うことによって、家族のスト

レスを長期的に減少させ、生命予後を改善し、知

的障害や ASDの人の生活の質を向上させること

につながるかもしれない。 

 

３．「生活施設」における知的障害のある人の医

療受診支援―自閉症成人施設「ストラウドコー

ト・コミュニティートラスト」（Stroud Court 

Community Trust: SCCT） 

 

１）ストラウドコートの沿革と支援内容について                                                                   

1983 年に設立された自閉症成人施設である。

慈善団体 Stroud Court Community Trust

（SCCT）によって運営されている。1～10人の

居住者によって利用されるイギリススタイルの

小さな 7つのグループホーム、中央のメインオフ

ィスの建物、専用の建物（プールなど）から成る。

39 名の利用者（平均年齢 43 歳）が、各１～10

名住んでいる。 

聞き取り対象は、クリス・アトキンス氏 スト

ラウドコート所長（Chris Atkins, Executive 

Director, SCCT）、リチャード・ミルズ氏 リサー

チオーティズム・研究部長（Richard Mills, 

Research Director, Research Autism）であった。               

1983 年、自閉症児の親の会 Mind Conties 

Autistic Societyが建物と敷地を購入し、わが子

たちの学校卒業後の場所としての施設を設立し

た。1990年代前半からは SCCTが各人の出身自

治体（約 20か所）が払う利用料で運営されてい

る。 

2015 年のケアの質委員会 Care Quality 

Commission: CQC）監査報告書では、SCCTが、

ASD に特化した質の高いケアを提供しているこ

とを高く評価している。とくに本人の意思を中心

としたケア（パーソン・センタード・ケア）の理

念に基づき、障害特性にあった環境設定や個別ケ

アが柔軟に行われていることや、リスクアセスメ

ントが実施され、本人の安全が保たれていること

や、サービスの一貫性を重要な要素として取り上

げていることなどが高評価の対象となっている。

また、地域の他機関との協働や、家族との連携も

よくとられていること、さらに意思決定について
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一般的な安全と事故や病気の防止策が考慮され

エレベーターは、グループホームのい

くつかに設置されている。温かい水、調光可能な

明り、感覚の強化（壁と天井に映される心休まる
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月に成立した意思決定能力法

）を遵守し、利用

者の意思決定支えていることも取り上げている。
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る健康維持の取り組

居住者の健康管理については、彼らの年齢に応

じて様々な工夫がなされていた。食事のサービス

もきめ細かく、個々の体調に応じたメニューを選

 

運動についても、温水プールにスヌーズレンを

導入するなどリラックスして楽しめるよう工夫

をしている。また敷地内の経路はアスファルトで

整備され歩きやすく、見通しもよい。利用者たち

はふだんから敷地内を散歩し健康を保持するよ

うにしている。他にも、地域のプール、インドア
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ろいろな面で、居住者の健康とヘルスケアの促進

特に居住者が年をとるにつれて、
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明り、感覚の強化（壁と天井に映される心休まる

視覚のパターンや音楽）をはじめ、プールは一般

的な水泳や影響度の低い運動プログラムとして

利用できる。

のプログラムの全ての面と同じように）は、個々

に用意され、健康的な選択を促進して

物は現場で投与される。

（２）病気の早期発見

コミュニケーションに困難を抱え体の不調が

訴えられない人の病気をどのように発見するか

に関しては、「行動の変化があったら、まず体の

不調を疑え」としてスタッフのトレーニングを徹

底している。例として「ある利用者が椅子に座っ

ていたが、体が傾いている。特に本人からの不調

は訴えなかったが、念のため、医者に連れていっ

たところ骨が折れていた」などがあげられた。看

護師などの医療スタッフはおらず、スタッフは応

急手当トレーニングを受けている。定期の、ある

いは救急医療受診は地

る。スタッフは、居住者が医療機関を受診する準

備や、医療機関スタッフが各々の居住者と効果的

に働くことができるための準備を行っている。手

首につけるモニターを利用し、各々の居住者の

康や活動について定期的にデータを管理する計

画がある。
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いている。 サービスは週に 7日、24時間利用で

き、緊急な必要性が生じた場合への率先的対応に

焦点をあてている。地域のチームは異なる健康関

連の分野（例えば、看護師、言語聴覚士、作業療

法士など）の約 15 人の専門家から成る。 照会

はコミュニティ・ケース-マネージャーから組織

になされる。チームは知的障害のある人たちと協

働し、既存の医療サービス（例えば、利用者やサ

ービス提供者の予約の準備、ヘルスケア・スタッ

フのためのトレーニング）へのアクセスや利用を

改善すること、後に行われる医療的治療（例えば

手術）の調整を促すこと、不必要な治療を最小に

することなどの活動を行っている。このチームの

サービスの重要な部分は、知的障害をもつ人のケ

アに関わる全ての人が、その人の健康状態に関す

る適切な最新の情報を確実にもつということで

ある。例えば、病院パスポート文書を完成、共有

し、健康行動計画を実行する。スタッフは特に行

動の変化という形で示されるかもしれない体調

の変容を見出す訓練を受けている。チームはケア

提供者の間で一貫性を促すためにポジティブな

行動支援（PBS）に関する無料のトレーニングを

提供している。 

（４）健康に関わる健診について－質の高いヘル

スケアプログラムを目指して 

リチャード氏は、自閉症の全ての個人のための

毎年の健診についてこう助言する。 健診は最小

限の全般的な健康（視力や聴力を含む）、薬物処

方計画、慢性の健康状況（例えば発作性疾患）を

評価しなければならず、年齢的因子（例えば、関

節炎）あるいは家族の危険因子（例えば、高いコ

レステロール）の予防的なチェック項目を含まな

ければならない。年間の健診に加えて、個別プロ

グラムが健康的なライフスタイル（例えば、低い

ストレス、健康的な食事、定期的な運動、社会的

サポート）を促進しなければならない。ASD の

個人の健康を促進する方法を考慮する場合、この

要因（ライフスタイル）が最も重要である。我々

は、人生の早期に目標とされ、人生を通して達成

されていくべきであるライフスキルのゴールと

して、ヘルスケアに個人が十分に参加するために

その人の力をみることの重要性について学んだ。 

 

Ｄ．第三機能に関する調査 

「権利擁護」支援として知的障害のある人の医療

受診支援に関与する機関― POhWER（People 

of Hertsvilleshire Want Equal Rights） 

 

１）POhWERについて                     

1996年、慈善団体（charity organization）と

して設立した。POhWER の名前は、People of 

Hertfordshire Want Equal Rights（ハートフォ

ードシャー州の人々は平等の権利を求めている）

というスローガンからきている。現在では英国最

大のアドボカシー団体であり、イングランドの３

分の２の地域で事業を展開している。POhWER

のスタッフは、約 300人（内 50人がパートタイ

ム）、IMCAは約５０人。理事の大半は障害のあ

る当事者である。知的障害者も２人いる。 

提供しているサービスは、主に次の５種類であ

る。 

（１） IMCA（イムカ）サービス IMCA 

(Independent Mental Capacity Advocate) 

（２） IMHA（イムハ）サービス IMHA

（Independent Mental Health Advocacy） 

（３）ケア法によるアドボカシー 

（４）NHS苦情申し立て 

（５）コミュニティ・アドボカシー（地域に住

む知的障害のある人々が対象） 

＊（１）～（４）のアドボカシーは法的義務。 

 

２） POhWER が提供するアドボカシーの種類

の変化の背景  

聞き取り対象は、ローアン・ダイソン事業開発

担当役員 Roan Dyson, Director of Business 

Development、 

フィオナ・マカーサー・ウォービー 新規ビジ

ネス担当部長 Fiona McArthur-WorbeyHead 

of New Business であった。 

ここ４～５年で POhWER が提供するアドボ



 

カシーの種類に変化が起きている。次の出来事や

動きが背景となって、アドボカシーの提供が要請

されるケースが増えたと指摘する。

① 最高裁の「チェシャーウェスト判決」（Ａ）

の影響 

施設入所者は「自由剥奪のセーフガード

に該当するのかの判断が必要となった。

② ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件（Ｂ）

の影響 

事件の反省として、大きな方向性が示された。

知的障害、自閉症、行動障害のある人たちの人権

を尊重し、治療が必要ない人を入院させない支援

をする。「ケアの変換」（

呼ばれる動きである。本人が地域に戻る際に、ア

ドボケートが要請され

③ 2015

が施行されたこと

これに伴い、知的障害、認知症などのアドボカ

シーの範囲が広がった（Ｃ）。

（Ａ） チェシャー・ウェスト判決（

West decision

（DoLS）

2014 年

の剥奪に関する事件に関する最高裁の判決（

Cheshire West and Chester Council

Q v Surrey County Council

のことが地方自治体の障害者介護制度に大きな

影響を与えている。

＜３人のケース

脳性マヒ・ダウン症の

普通の住居に近い小さいグループホームで、他の

カシーの種類に変化が起きている。次の出来事や
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知的障害、自閉症、行動障害のある人たちの人権

を尊重し、治療が必要ない人を入院させない支援

Transforming Care

呼ばれる動きである。本人が地域に戻る際に、ア

る場合が多い。 

年４月１日から「ケア法」(Care Act)
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チェシャー・ウェスト判決（Cheshire 

）と「自由の剥奪セーフガード
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Cheshire West and Chester Council判決と

判決）が下りた。こ

のことが地方自治体の障害者介護制度に大きな

さん（38歳男性）は、

普通の住居に近い小さいグループホームで、他の
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その結果ジャーナリストがワーカーとして就職
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材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、

ード・ケア」を重視している。
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がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

ときには抑制（

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

ができない。 

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

よる承認、あるいは

MCA）の「自由の剥奪セーフガード」（

に基づく手続きが行われなければならない。その

ため自治体は、

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

（Ｂ） ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

症者が対象。26

る民間会社 Castlebeck

営者は、施設の元看護士

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

アの質委員会」（

CQC）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

護士は BBC の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

し、2011年２月から

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、

ード・ケア」を重視している。

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

に置かれている。 

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

（restrain）されることもある。

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け

ながら、自宅に近い環境で暮らしている。しかし、

常にだれかの監視下にあり、自由に家を出ること

 

この場合、ヨーロッパ人権条約第５条の趣旨に

よる自由の剥奪に該当する。そのため、裁判所に

よる承認、あるいは 2005

）の「自由の剥奪セーフガード」（

に基づく手続きが行われなければならない。その

ため自治体は、IMCAを要請し、本人のベストイ

ンタレストを追求する手続きをとる必要がある。

ウィンターボーン・ビュー施設虐待事件

Winterbourne View hospital abuse

イギリスのブリストルの近郊ハムブルックの

ウィンターボーン・ビュー施設（知的障害、自閉

26 床）で起きた虐待事件。運営す

Castlebeck社（

営者は、施設の元看護士

発に対して、何も反応しなかった。看護師は「ケ

アの質委員会」（Care Quality C

）にも訴えたが、何も起こらなかった。看

の調査報道番組パノラマに連絡し、

その結果ジャーナリストがワーカーとして就職

年２月から 3月に５週間現場に潜入取

材した。５月の放映後、調査が開始され、身体的・

心理的虐待によって職員１１名が逮捕され（内６

名に有罪判決）、施設は閉鎖された。

（Ｃ）ケア法は、MCA 同様、「パーソンセンタ

ード・ケア」を重視している。

                                

知的障害者といっしょに住んでいる。重度の障害

をもつため、常時介護が必要であり、常に監督下

姉妹２人（ミグとメグと呼ぶ）は、重度の障害

がある。２人とも子どもの頃親の虐待から保護さ

れ、ミグはフォスターマザーと暮らしている。メ

グは小さな家庭的な知的障害者施設に住んでい

る。激しい問題行動があり、鎮静剤を投与され、

）されることもある。

３人とも、本人が危害を受けないように現在の

環境が必要であり、また、彼らの最善の利益（ベ

ストインタレスト）に適うと思われるケアを受け
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ケアのアセスメント、ケアプランの策定、変

更・見直し、セーフガードの意思決定過程おいて

本人を関与させることが自治体の責務となる。同

意能力を有する人でも、自分のケアプランに関与

することが「相当困難がある」（substantial 

difficulty）人も、アドボケートの支援が受けら

れる。またケア法の下でのアドボカシーは、MCA

の特定の意思決定とは異なり、当事者と自治体の

継 続 的 な パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ ongoing 

partnership）として運用されるといえる。 

 

３）POhWERにおける知的障害のある成人に提

供するアドボカシーと健康に関連すること                                      

（１）POhWERが知的障害のある成人に提供す

るアドボカシーにおいて、健康に関連することは

どれくらいの割合を占めるか？ 

約６割くらいが、健康とウェルビーイングの問

題、すなわちその人の生活の質（ＱＯＬ）に直結

するといえる。POhWERの仕事は、その人が決

定時にないがしろにされないように、サポートす

るということである。 

POhWERは、ハートフォードシャー州の自治

体と協力し、「パーソナルヘルス・アクションプ

ラン」（Personal Health Action Plan）のフォー

マットを作成した。私たちはコミュニケーション

のスタイルを工夫することで、本人が自分の健康

維持に関われるようにするという方向で関わっ

た。 

○「パーソナルヘルス・アクションプラン」 

英国保健省（Department of Health）が知的

障害者の健康を守るために推奨する取り組み、

Healthcare for People with Learning 

Disabilities の一環であり、知的障害のある本人

が、自分の健康維持について理解し、関与できる

ようにするためである。各自治体が地域の団体と

ともに、フォーマットを作成している。ハートフ

ォードシャー州では、紫色のフォルダーに自分の

健康情報をわかりやすく記録しておく。通称

Purple Folder と呼ばれており、自宅に保管し、

医者にかかるときに、本人が持参する。 

絵がふんだんに使ってあり、内容は、「年次健

康診断は済ませたか」、「眼科、耳鼻科、歯科など

のチェックはしているか」、「慢性病の管理はきち

んとされているか」など具体的な記録である。 

コミュニケーションの方法の欄もある。その人

のコミュニケーション方法は何がベストか、絵や

写真を使うのがよいのか、シンボルか、手話か、

どんな手がかりが助けになるのかなど。これを知

ることで医者や看護師も、本人と効果的にコミュ

ニケーションをとる準備ができる。 

感覚過敏があるのか、何をされると嫌なのかの

欄もあり、医療機関は、何が問題行動のトリガー

になるのか、検査するときにどんな配慮が必要か

など、前もって計画できる。フォルダーの作成は、

親や支援者とともにアドボケートがサポートす

る。言葉が限られている人にどんなコミュニケー

ションの支援をするのがよいか、１日のいつ調子

がいいのか？ 午前は薬の作用で眠いかもしれ

ない。 

このほかにも、家庭医（ＧＰ）で診察を受ける

とき、本人が到着する前に、医者や看護師などと

個別に短時間のミーティングをもち、本人を迎え

る準備をすることもある。 

こうした取り組みは、ウィンターボーン・ビュ

ー施設虐待事件（前掲）の反省として出てきたも

のである。 

以下は、ローワン氏が関わった例である。 

事例；「４本の歯を抜くのに、４人が支援した例」 

精神障害のある１９歳の体の大きい男性が４

本の歯を抜くことになった。あばれて医療スタッ

フをたたいたり蹴ったりした。私を含めて、４人

が一緒に行き、麻酔をかけるときに抑えた。医療

スタッフはトレーニングされていなかったので、

時間がかかった。反省点として、病院はもっと早

くから準備すべきだった。またここまで悪くなら

ないように注意することも必要だった。 

（２）POhWERは、問題行動の機能アセスメン

トを行うのか？  

問題行動の機能アセスメントというのは、あく

までも専門家側の見方である。本支援ではそうし
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た立場をとらない。本人の側の視点で見ることが

重要であると考え、本人が何を訴えているのかを

知ろうとする。その人が安心して生活するにはど

う支援すればよいか、観察し、関連する支援組織

と徹底して話し合う。少しやり方を変えてもらう

だけで効果が出る場合もある。 

事例；「１７歳、スタッフを攻撃する人の例」 

スタッフを蹴ったりたたいたりの激しい行動

をとる青年がいた。こうした場合、サポート・ワ

ーカーの関わり方が問題を引き起こしている場

合もある。 

本人を観察した上で、自分の感情に気付けるよ

うにスタッフが上手に仕向けていく。そんなとき、

ちょっとした工夫で解決される場合もある。たと

えば、赤、緑、黄色の３種類のカードをポケット

に入れておいて、出せるように練習させる。赤の

場合は気分がよくない、放っておいてほしいとい

うサインで、スタッフは指示をださない。黄色は

一時ストップ、緑ならば、人と関わりたいサイン

である。 

（３）医者に「このような障害のある人は診るこ

とはできない」と診療拒否をされた場合、どう対

応するか？ 

医者による診療拒否は、困ったことではあるが

実はよくある。以前 IMHA(イムハ)として働いて

いたときに関わったケースで、医者が電気けいれ

ん療法（ＥＣＴ）をやろうとした。本人が嫌がっ

ていたが、医者は、本人の病状にはこの療法が必

要であるとかたくなだった。そこで医者に意思決

定能力のアセスメントをしたか聞いたところ、し

ていなかった。このときは弁護士が関わって、結

局ストップした。アドボケートの支援では、患者

の立場に立って、いちど立ち止まって皆で考える

手続きが大事ということである。 

（４）POhWERがアドボケートした後、さらに

医者が診療拒否したらどうなるか？ 

医療機関は、「ケアの質調査委員会」 (CQC)

の監査があり、その結果は公表される。もし手続

きを守っていないならば、該当医療者は重大な処

分を受けるシステムになっている。 

（５）POhWERは、病院に対してＭＣＡのトレ

ーニングを行っているか？ 

病院の新人研修では、POhWERでのアドボカ

シー実践について３０分ほど話し、本人の権利が

最優先であることをわかってもらう。POhWER

の仕事は、自分で言えない人の権利を守ることだ。

専門家がいつのタイミングでアドボケートに紹

介すべきかなど、プロセスを理解する研修が必要

である。 

 

４）POhWERにおける医療受診支援の取り組み

と課題 

イギリスでは権利擁護支援団体を利用するこ

とが広く普及しており、その主な目的は、サービ

ス利用の計画が適切であるか、かつ、実際にどの

ように提供されているかを監視し、計画とのギャ

ップを減らすことである。POhWERのような権

利擁護の支援者は地域の資源としてみなされて

おり、行政や特定の組織とは独立して存在してい

る。 

①イギリスのヘルスケアシステムにおける

POhWER などの権利擁護者の役割について                 

知的障害をもつ人が地域のヘルスケアサービス

にアクセスすることを、POhWERが支援してい 

る例について、ここで考えてみる。 

イギリスにおいては、知的障害をもつ人が初期

診療を受けるためには、まず地域の家庭医（GP） 

に登録しなければならない。全ての知的障害をも

つ人は、個人の Health Action Plan（健康行動計

画）をもっており、それは義務ではないがベスト

プラクティスと考えられる（ケースによっては、

子どもの利用者の親が子どもの権利擁護者とは

別に自身の権利擁護者をもつこともある）。

POhWERなど権利擁護の支援者は、個人の健康

行動計画の立案や実施を援助する。特に言語的な

コミュニケーションに障害のある場合は、言葉に

よらず、非言語的な行動に特に丁寧に注目し、ア

セスメントを行う。また、言語的なコミュニケー

ションが困難な相談者（サービス利用者）のため

に、代替となる方法を開発することに注力する。
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たとえば、「コミュニケーションパスポート」は

相談者とヘルスケア提供者の間のより良いコミ

ュニケーションを促進するツールの例である。 

②適切な医療受診の支援に向けた POhWER へ

の期待 

相談者やその家族の権利を守ることが、ベスト

プラクティスの最も中心におかれるべき原則で

ある。 

イギリスではこの目的のために POhWER の

ような権利擁護のための専門の役割が作られ、イ

ギリス文化の中で個人の権利、特に自己決定の権

利の重要性が保障されている。 

権利擁護を支援する者は、直接のヘルスケア提

供者ではないが、ヘルスケア提供者と同様に、知

的障害や ASDの相談者やヘルスケア提供者を支

援するため、臨床的、教育的なストラテジー（例、

視覚支援、構造化、ソーシャルストーリーなど）

を有効に活用していることがわかる。また、彼ら

は、実践の中で、相談者と提供者の間のコミュニ

ケーションを促進するための特別なツールも作

り上げている。このような実践を見ていると、

POhWERのような権利擁護を支援する者は、ケ

ース・マネージャーとして機能しているようでも

あった。 

類似の権利擁護サービスがアメリカにも存在

するが、目立ったものではなく、何らかの対立が

生じている時に（それゆえ、複数の当事者が対抗

関係になりうる）用いられる傾向がある。アメリ

カでは権利擁護、一般にセルフアドボカシー（自

己権利擁護）の重要性は、相談者やその家族にと

って重要なゴールとして広く掲げられ、権利擁護

をする責任や自己権利擁護を推奨する責任の多

くは、専門組織の全体がもつ責任である。これら

の影響は、イギリスの組織に比べれば薄いように

思われる。 

特に、日本のヘルスケアシステムでは専門に訓

練された権利擁護組織を利用することは、まだ広

まっていない。今後の課題でもある。 

 

 

Ｅ．本研究のまとめ 

 

本調査は、医療的管理下における介護及び日常

的な世話が必要な行動障害を有する者の実態に

関する研究として、主にイギリスにおける知的障

害のある人への医療受診支援を中心にシステム

および実態を検討した。今回の調査対象において

は、以下の３つの機能により、知的障害のある人

の健康維持や医療サービスの提供、医療受診支援

に相互に連携しながら機能していたことが明ら

かであった。 

〔第一機能〕知的障害等のある人の「通常の医

療提供」および「特別な配慮の医療受診支援」を

実施していた医療機関とその特徴 

〔第二機能〕「地域サービス」「生活施設」「教

育」における知的障害等のある人に対する医療受

診支援とその特徴 

〔第三機能〕「権利擁護」支援として医療受診

支援に関与する機関 

それぞれにわが国の医療受診支援に活用でき

うる実践があり、今後さらに医療受診に関するエ

ビデンスデータをもとに、知的障害のある人の健

康維持や問題行動の軽減に対する効果や、知的障

害のある人への医療における合理的配慮のあり

方などを調査検討することが必要である。特に、

わが国においても意思決定支援や権利擁護の実

践が始まるなか、アドボカシー団体が医療受診支

援の監視やコーディネート機能として関与する

ことは、今後、より効果的な社会的影響をもたら

すと考える。今後の課題である。 
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（資料１）

１．ライフステージの観点から

 

（１）乳幼児期

 日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。

●Questions

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

 

（２）学校保健

 学校健診が行われ、

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

●Questions

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

 

（３）成人期以降

 日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、が

すると日本

 

 50-69 歳

 

（資料１） 

１．ライフステージの観点から

（１）乳幼児期 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。

Questions 

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

（２）学校保健 

学校健診が行われ、

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

Questions 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

（３）成人期以降 

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、が

すると日本 24％で、イギリスの

歳 女性のマンモグラフィー検診受診割合（

１．ライフステージの観点から 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

対して行われている。 

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

学校健診が行われ、視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。

・支援学校での健康診断の実施状況はどうか。

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

の全て任意受診で、がん検診の受診率は

％で、イギリスの

女性のマンモグラフィー検診受診割合（

 

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

いては児童精神科医などが診療している。 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・学校医はあるのか、その役割は。 

断の実施状況はどうか。

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

ん検診の受診率は 30～

％で、イギリスの 74％に比べて低い。

女性のマンモグラフィー検診受診割合（
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日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

の健診はＧＰによって行われており、受診率は１～2歳で

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

 

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

断の実施状況はどうか。 

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。

日本では健常者が就労した場合は、事業主が雇用者に対して年に１回「健診を受けさせる義務」「労

働者の健康を管理する義務」「メンタルヘルスチェックの義務」を負う。就労していない場合は、市町

村などが実地している健診を任意で受診するなどする。がん検診については、政府の推奨はあるもの

～40％程度。例えば同年代女性の乳がん検診受診率を比較

％に比べて低い。 

女性のマンモグラフィー検診受診割合（2006 年）

日本では乳幼児健診を主に小児科医、児童精神科医が担っており、

・英国では身体、精神面の発達のチェックを公的に行う制度があるか。（古い論文では、英国での小児

歳で 70％、２歳～で

・乳幼児健診で発達の遅れや発達障害特性の指摘を受けた児童は、その後どのような流れになるのか。

・日本でいう母子手帳のような、情報記録のためのツールがあるか。

視力、聴力、歯科など学校に校医が出向き、定期的にフォローがなされる。特

別支援学校でも同様に行われるが、検査実施が困難（検査不能と報告）な児童もいる。

障害のある児童の健康面の問題については、身体面については小児科などの各専門医、精神面につ

・英国での学校健診の実施状況はどうか。（英国では日本のような医師がでむく形での健診はない模様。

ＧＰに連れて行くようだが、何か規則があるのか？保護者に一任？）

・障害のある児童は、この年齢から肥満や齲歯などの健康上の問題を持ちやすいと思うが、何か予防

的、教育的取り組みがあるか。障害のある児童の診療をどのＧＰも受け入れてくれるのか。
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 知的障害者の場合、障害者雇用として雇用契約をしている場合は一般就労者と同様。ただし就労訓

練施設などでは、事業主にそのような義務は負わない。作業環境や作業自体が健康被害を生じること

があっても罰則の規定はない。 

 知的障害者の入所施設については、年に２回以上の健診が義務付けられているが、検査内容は特に

規定はない。医療機関を受診することが大変な場合も多いので、健診（検診）車などを利用したりす

ることも多い。入所者は定期的な医師診察をうけなければならないとなっているが、嘱託医が必ずし

も障害者に詳しい者であるとは限らず、形式的になっている場合もある。グループホームや通所施設

では、特に法定化された健診はなく、事業主に任されている状況で、実施状況には質的な差があると

考えられる。 

がん検診の受診率は、障害者全体で２％という報告もあり、知的障害者、重い行動障害をもつ者な

どはほとんど行われていないのが現状と思われる。 

●Questions 

・一般成人も欧米は日本に比べてがん検診受診率が高いが、何か取り組みがあるのか。 

・一般就労者に対しての健診などの規定はどのようになっているのか。産業医に相当する者がいるの

か？ 

・知的障害者の場合、雇用されている場合の健診義務は一般就労者と同様？ 就労訓練施設などはど

うか。施設入所者への健診の実施は？する場合はどこでどのように？ 嘱託医による定期診察などは

あるか？ グループホームや通所施設利用者はどうか？ 

・イギリスでの知的障害者へのがん検診の実施についての論文（Osbornら、 2012）では、実施率は

一般の者に比べて低いものの、例えば子宮頸がん約 40％、乳がん約 30％と、日本の状況に比べて極

めて高い。この高い実施率はなぜ？思想的背景、施策の違い？どのように知的障害者に対してどのよ

うにがん検診を実施しているのか？ がん検診で陽性と認められたならば、その後の治療はどうして

いるのか？  

 

（４）老年期 

 日本では知的障害者施設の入所者の平均年齢が 45歳を超えるという報告もあり、高齢化が問題とな

っている。保護者も高齢化したり亡くなったりして支援者の交替を要したり、医療情報や支援が支援

者の交替によって途絶えてしまったり、過去に経験のない高齢化した知的障害者への対応など施設の

負担も大きくなっている。元来、知的障害者は老化、退行が早いと言われ、評価の難しさもあって「障

害が重くなった」「認知症になった」など誤診されてしまうこともある。 

●Questions 

・知的障害者の高齢化についての取り組みはどうか。 

・例えば筋力の低下があったとしても、加齢であるのか、疾病があるのかなどの判断が難しい。知的

障害者の高齢化を評価する方法や、医療者の取り組みがあるか。 

・加齢や早期退行を防ぐ予防的運動プログラムなどはあるか。 

 

２．医療の観点から 

 

（１）知的障害の健康問題についての教育について 

 日本では、医学生の間に障害者の健康問題（（筆者注）発達障害についての授業は熊大では１コマの
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み。ただ熊大には重症心身障がい学講座があり、重症心身障害については授業がある）についてほと

んど学ぶ機会がない。医師になった後も、肢体不自由児・者を中心とする重症心身障害学については

学会もあるが、知的障害やいわゆる動く重心児・者について学ぶ機会は非常に限られている。専門医

などの認定制度、一般の医師が知的障害者の健康問題や対応について学ぶセミナー、研究発表などは

少ない現状。 

歯科については、障害者歯科について学会や認定制度、保険点数加算、歯科大学での授業など、比

較的独立した分野として確立されている。 

●Questions 

・イギリスでの、医学生に対して知的障害や障害者への診療の技術や知識などを学ぶ機会があるか。 

・ＧＰに対しての健診のガイドライン（A Step by Step Guide for GP practitioners）がある。健診に

ついてもそうだが、一般に知的障害者に対する医学的知識や診療のこつなどが書かれており、大変有

益だと感じた。どれくらい実際に使用されたり、トレーニングなどが行われているか。 

・知的障害者の診療をするということでの、専門性の認定制度や、保険点数加算などがあるか。 

 

（２）知的障害者の診療 

 日本では、一次、二次、三次医療機関と曖昧な枠組みはあるものの、患者の意思で医療機関を選択

できる。各診療科の医師が診察を担当しており、例えば患者が複数診療科にかかっている場合、担当

医師同士の連絡は必要がない限り行われないことが多く、その個人についての包括的な視点で健康を

管理する医師は存在しない。一部の医師を除き、多くの医師は知的障害者の診療に不慣れで、知識も

少ない。したがって、診察や検査などの医療行為の遂行が困難、患者も苦痛や不満を持ちやすい。医

療側からみれば「診療しづらい患者」であり、受診する患者側からみれば「必要な医療を受けづらい」

ことになる。さらに、専門的な医学的検査や治療（鎮静や身体拘束を要したり、入院し手術を受ける

など）については、対応困難として診療自体を受けつけていない医療機関も多い。特に、強度行動障

害といわれる重度の知的障害や自閉症などの障害があり、行動面の問題が大きな人達については、治

療を断念せざるをえないこともあると思われる。 

●Questions 

・ＧＰで対応が困難な精神症状や行動上の問題がある人たちについては、どのように対応しているか。 

・コミュニケーションが困難、診療に協力を得られない患者に対して実際に行われている工夫や対処

法。 

・強度行動障害者への身体的治療の現状 

 

（３）予防医学的アプローチ 

 （上記１．（３）成人期以降 に一部重複します） 

 健診によって早期発見、早期治療することが、生命予後からも、医療経済的にも有効と一般に考え

られてはいる。人間ドックとして半日～２日程度で、総合的に健康状態を評価する健診が日本にはあ

る。 

●Questions 

・健診受診率を上げるための工夫は 

・異常が認められた場合のフォローは 

・メタボリック症候群などの生活習慣病の予防に対する積極的な介入は 
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・人間ドックがあるのか。障害者に対しても行われるのか。 

 

（４）福祉との連携 

 日本では医師は知的障害者施設などで嘱託医になっていたり、施設入所者を外来診療したりする機

会があるが、ほとんど福祉について知識がなかったり、福祉に対する評価が低いことがある。 

●Questions 

・医師の福祉に対する全般的な意識はどうか 

 

 

３．福祉の観点から 

 

（１）施設の現状 

 日本では施設職員は、医療者とのスムーズな連携が難しいと考えていることが多い。医療者は「障

害の理解がない、診療を受け入れてくれない」と不満を持っていたり、診療の際に利用者が迷惑をか

けるからと肩身が狭く感じたりすることがあると思われる。 

●Questions 

・イギリスでの施設職員の医療に対する思いはどうか 

 

４．その他 

 

日本では知的障害者の場合、健診や必要な検査や治療をうける場合、自身で決定が難しい場合は、

通常保護者・家族、いなければ後見人などが決定していると思われる。 

●Questions 

・イギリスでは知的障害者の医療受診や健康管理についての意思決定はどのようになされるか。 
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          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究報告書 

 
分担研究課題名：障害者支援施設等における健康診断の実施状況について 

 

研究分担者：志賀利一（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究協力者：村岡美幸（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

 

A.研究目的 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園（以下、のぞみの園）では、平成

24 年度から平成 26 年度の３年間に亘り、厚生

労働省の補助金を受けて、高齢知的障害者に関

わる調査研究「地域及び施設で生活する高齢知

的・発達障害者の実態把握及びニーズ把握と支

援マニュアルの作成」に取り組んできた。具体

的には、高齢知的障害者並びに発達障害者の実

態を把握し、高齢期固有の生活状況や必要な支

援体制に関する課題を明らかにしたほか、先駆

的な実践事例をもとに、高齢化に伴う健康管理

や身体介護・医療的ケアのモデルを作成し、包

括的な支援マニュアル「高齢知的障害者支援の

スタンダードをめざして」を完成させた。 

この調査研究では、65 歳以上の知的障害者

はすでに５万人を超えており、うち 1.3 万人が

障害者支援施設で生活していること。さらに、

障害者支援施設に入所している知的障害者の

75％は一定の身体的介護が必要なほか、55％は

刻み食やソフト食といった食事提供上の配慮

を行っていたことが明らかとなり、他の知見と

同様に一般の高齢者より心身の機能低下がか

なり早いということが考えられた（小林，

1992；相馬他，2014；志賀，2015）。 

また、知的障害者においては、心身の機能

低下の速度が速いだけでなく、肥満やさまざま

な疾病への罹患、骨折のリスクが高いこと、さ

らには、自分で症状を自覚することが難しかっ

たり、他人へ伝えきれなかったりするため、早

期発見が難しいのが実際である。 

そんな中、知的障害者を対象とした健康診

断や人間ドッグの重要性を指摘する声もある。

NPO 法人すぎなみ障害者生活支援コーディネ

ートセンターは、医療機関等の配慮不足や見逃

し、また施設で行っている事業所健診の貧弱さ

により、知的障害者の寿命が短くなっているこ

との可能性を指摘している。そして、障害に理

解を持った病院で総合健診を定期的に受けら

れれば、知的障害者では難しいとされる早期発

見が可能ではないかと考え、「すぎなみ障害者

人間ドッグ」を 2014 年末より実施していると

研究要旨 

 知的障害者を対象にした健康診断の実施状況から、知的障害者の健康管理に関する現状と課題

を考察し、障害者の疾病の早期発見、早期治療を実現する為の方策を講じる為の基礎資料を得る

ことを目的に、障害者支援施設のうち 200 施設を無作為抽出し、郵送方式のアンケート調査を実

施した。その結果、121 施設（60.5%）から回答があり、回答のあった全ての施設で健康診断が実

施されていたものの、回数や費用負担、実施項目は施設ごとに大きく異なっており、実施回数が 1

回の施設、全額利用者負担としている施設、身長・体重・血圧・採尿のみ実施している施設等が

確認され、基準等の見直しの必要性をうかがわせるものだった。 
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ィネートセンター，

知的障害者を対象とした健康診断について、

自宅で生活をしている障害者の場合、自治体か

ら発行される受診券等を利用しての健康診断

や、大阪市のように「障がい者のための健康診

査事業」として、

を対象とした健康診断が実施されているとこ

ろもある。しかし、実際にどれ

康診断を受けているかは不透明である。また、

障害者支援施設等に入所している障害者にお

いては、「障害者自立支援法に

者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基

準」注１の中で、常に利用者の健康の状況に注

意するとともに「毎年２回以上定期に健康診断

を行わなければならない」と定められている。

しかし、健康診断の必須項目等についての細目

は定められておらず、また、実際の実施状況に

ついて調査された文献も見当たらない。

そこで本研究は、知的障害者を対象にした

健康診断の実施状況を調査することにより、知

的障害者の健康管理に関する現状と課題を考

察し、障害者の疾病の早期発見、早期治療を実

現する為の方策を講じる為の基礎資料を得る

ことを目的とした。

 

B.研究方法
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抽出し、

して、郵送方式のアンケート調査を実施した。
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健康診断の実施状況を調査することにより、知
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現する為の方策を講じる為の基礎資料を得る
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そこで本研究は、知的障害者を対象にした

健康診断の実施状況を調査することにより、知

的障害者の健康管理に関する現状と課題を考

察し、障害者の疾病の早期発見、早期治療を実

現する為の方策を講じる為の基礎資料を得る

ここでは、知的障害者を対象にした健康診

断の実施状況の中でも、まずは施設に入所して

いる人の健康診断の実際に焦点を当て、調査を

ネットに登録されて

カ所の障害者支援施設のうち、

施設を無作為

日を調査期間と

して、郵送方式のアンケート調査を実施した。

調査項目は、施設の基本情報、健康診断の実施
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応、検診項目、健康診断実施の課題他である。

回収数は
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C.研究結果

１．施設概況

ある。
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48.5

年齢は

6,381

3,782

であった。また、６ヶ月以上短期入所事業を

利用している人がいる事業所が

２．健康診断の実施状況

施されており、２回実施と回答した施設が

施設（

（12.4

２施設（
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である「健康診断２回以上実施」ができてい

ない施設も存在していることが明らかとなっ

た。ただし、回答した施設の中には、定期健

康診断と嘱託医等の定期的な往診とを区別し

ていないところもあることが推測される。

上継続して利用している、いわゆるロングス

テイの利用者がいる施設

29 施設（

20

半年以上という長期間施設で生活している短

期入所を利用している障害者に対して、施設

入所支援同等に定期健康診断を実施している

施設は６割弱しか存在していない。この理由

応、検診項目、健康診断実施の課題他である。
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ている。 
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ある。1施設あたりの平均利用者数は

平均障害支援区分は

48.5 歳（福祉型障害児施設
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6,381 人（有効回答

3,782 人（59.3

であった。また、６ヶ月以上短期入所事業を

利用している人がいる事業所が

２．健康診断の実施状況

121 施設すべてにおいて定期健康診断は実

施されており、２回実施と回答した施設が

設（86.0％）、３回以上随時実施が
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た。ただし、回答した施設の中には、定期健

康診断と嘱託医等の定期的な往診とを区別し
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ていないところもあることが推測される。

また、併設・空床型の短期入所で６ヶ月以

上継続して利用している、いわゆるロングス

テイの利用者がいる施設 49

％）で健康診断を実施しており、

40.8％）では実施していなかった。

半年以上という長期間施設で生活している短

期入所を利用している障害者に対して、施設

入所支援同等に定期健康診断を実施している

施設は６割弱しか存在していない。この理由

応、検診項目、健康診断実施の課題他である。

％）であった。

なお、本研究の手続きについては、国立の

ぞみの園調査研究倫理審査委員会で承認を得

施設の概要は表 1 の通りで

施設あたりの平均利用者数は53.0

、利用者平均年齢は

歳（福祉型障害児施設 6 施設を除く平均

歳）であった。入所者の総数は

施設）であり、男性

％）、女性 2,599 人（40.7

であった。また、６ヶ月以上短期入所事業を

利用している人がいる事業所が 49ヶ所あった。

 

施設すべてにおいて定期健康診断は実
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％）、３回以上随時実施が
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た。ただし、回答した施設の中には、定期健

康診断と嘱託医等の定期的な往診とを区別し

ていないところもあることが推測される。 

また、併設・空床型の短期入所で６ヶ月以

上継続して利用している、いわゆるロングス

施設においては、
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として、短期入所支援は長期間の連続利用を

制度上想定しておらず、運営基準で短期入所

利用者の健康診断については触れられていな

いためと考える

健康診断の実施場所（複数回答）としては、

検診車が

で外部の病院等が

院等 20

診、一定項目を往診、健康センター、体育館

等）が 35

３．成人施設における健康診断の実施状況

これ以下、回答を得た

型障害児施設６施設を除く

おける、健康診断実施状況ついて紹介する。

実施者割合（健診受診者数／現員）が

を超える施設は、併設の短期入所や通所事業

の利用者数を含んでいる施設と、年度内の入

所者数の増減が影響している場合とがある。

115 施設のうち

の 90％以上が定期健康診断を受けていた

２参照）

 

４．施設で規定している健康

診断の必須項目と労働安

全衛生法の健康診断必須

項目 

として、短期入所支援は長期間の連続利用を

制度上想定しておらず、運営基準で短期入所

利用者の健康診断については触れられていな

いためと考える（図１参照）

健康診断の実施場所（複数回答）としては、

検診車が 79 施設（65.3

で外部の病院等が 49

20 施設（16.5%

診、一定項目を往診、健康センター、体育館

35 施設（28.9

３．成人施設における健康診断の実施状況

これ以下、回答を得た

型障害児施設６施設を除く

おける、健康診断実施状況ついて紹介する。

実施者割合（健診受診者数／現員）が

を超える施設は、併設の短期入所や通所事業

の利用者数を含んでいる施設と、年度内の入

所者数の増減が影響している場合とがある。

施設のうち 100

％以上が定期健康診断を受けていた

２参照）。 

４．施設で規定している健康

診断の必須項目と労働安

全衛生法の健康診断必須

 

として、短期入所支援は長期間の連続利用を

制度上想定しておらず、運営基準で短期入所

利用者の健康診断については触れられていな

（図１参照）。 

健康診断の実施場所（複数回答）としては、

65.3％）と最も多く、次い

49 施設（40.5%

16.5%）、その他（原則嘱託医往

診、一定項目を往診、健康センター、体育館

28.9％）であった。

３．成人施設における健康診断の実施状況

これ以下、回答を得た 121 施設のうち福祉

型障害児施設６施設を除く 115

おける、健康診断実施状況ついて紹介する。

実施者割合（健診受診者数／現員）が

を超える施設は、併設の短期入所や通所事業

の利用者数を含んでいる施設と、年度内の入

所者数の増減が影響している場合とがある。

100 施設（87.0％）は、入所者

％以上が定期健康診断を受けていた

４．施設で規定している健康

診断の必須項目と労働安

全衛生法の健康診断必須

として、短期入所支援は長期間の連続利用を

制度上想定しておらず、運営基準で短期入所

利用者の健康診断については触れられていな

 

健康診断の実施場所（複数回答）としては、

％）と最も多く、次い

40.5%）、法人の病

）、その他（原則嘱託医往

診、一定項目を往診、健康センター、体育館

％）であった。 

３．成人施設における健康診断の実施状況

施設のうち福祉

115 の成人施設に

おける、健康診断実施状況ついて紹介する。

実施者割合（健診受診者数／現員）が 100

を超える施設は、併設の短期入所や通所事業

の利用者数を含んでいる施設と、年度内の入

所者数の増減が影響している場合とがある。

％）は、入所者

％以上が定期健康診断を受けていた（図

 76

として、短期入所支援は長期間の連続利用を

制度上想定しておらず、運営基準で短期入所

利用者の健康診断については触れられていな

健康診断の実施場所（複数回答）としては、

％）と最も多く、次い

）、法人の病

）、その他（原則嘱託医往

診、一定項目を往診、健康センター、体育館

３．成人施設における健康診断の実施状況 

施設のうち福祉

の成人施設に

おける、健康診断実施状況ついて紹介する。 

100％

を超える施設は、併設の短期入所や通所事業

の利用者数を含んでいる施設と、年度内の入

所者数の増減が影響している場合とがある。

％）は、入所者

（図

２に基づく

としている健康診断の項目における、

支援施設の健康診断の必須項目の実施割合を

まとめたものが図３

が多い項目は、体重、血圧、尿検査（蛋白）、

胸部

視力は明らかに低い数字である。自由記載に

おいても、聴力、視力の検査が困難等といっ

た、障害の状況ゆえ難しい項目を指摘した回

答がいくつもあった。同様に、胸部

検査においても実施困難なため必須項目から

外したとの回答が確認された。

いる項目すべてを、施設の健康診断の必須項

目にしていた施設は

だ、知的障害のある方で施設に入所している

比較的重度の方の場合、聴力・視力検査の方

法を理解することが難しく、検査の実施が困

難な場合が多いことから、労働安全衛生法必

須項目から視力・聴力を除いて取り組み状況

を見てみることにした。その結果、労働安全

衛生法必須項目から、視力・聴力を除いた全

ての項目を実施している施設は

力聴力を含めた場合よりも

なっていた。しかし、それでもかなり低い数

字である。ちなみに、労働安全衛生法におけ

る 35

体重、視力、聴力、血圧、胸部

身長、血色素量、赤血球数、

 

 

115 の成人施設における、労働安全衛生法

に基づく 20 歳以上の全従業員を対象に必須

としている健康診断の項目における、

支援施設の健康診断の必須項目の実施割合を

まとめたものが図３

施設で健康診断の必須項目としている割合

が多い項目は、体重、血圧、尿検査（蛋白）、

胸部 X 線、尿検査（糖）の順であり、聴力、

視力は明らかに低い数字である。自由記載に

おいても、聴力、視力の検査が困難等といっ

た、障害の状況ゆえ難しい項目を指摘した回

答がいくつもあった。同様に、胸部

検査においても実施困難なため必須項目から

外したとの回答が確認された。

労働安全衛生法で

いる項目すべてを、施設の健康診断の必須項

目にしていた施設は

だ、知的障害のある方で施設に入所している

比較的重度の方の場合、聴力・視力検査の方

法を理解することが難しく、検査の実施が困

難な場合が多いことから、労働安全衛生法必

須項目から視力・聴力を除いて取り組み状況

を見てみることにした。その結果、労働安全

衛生法必須項目から、視力・聴力を除いた全

ての項目を実施している施設は

力聴力を含めた場合よりも

なっていた。しかし、それでもかなり低い数

字である。ちなみに、労働安全衛生法におけ

35歳あるいは

体重、視力、聴力、血圧、胸部

身長、血色素量、赤血球数、

の成人施設における、労働安全衛生法

歳以上の全従業員を対象に必須

としている健康診断の項目における、

支援施設の健康診断の必須項目の実施割合を

まとめたものが図３である。

施設で健康診断の必須項目としている割合

が多い項目は、体重、血圧、尿検査（蛋白）、

線、尿検査（糖）の順であり、聴力、

視力は明らかに低い数字である。自由記載に

おいても、聴力、視力の検査が困難等といっ

た、障害の状況ゆえ難しい項目を指摘した回

答がいくつもあった。同様に、胸部

検査においても実施困難なため必須項目から

外したとの回答が確認された。

労働安全衛生法で 20 歳以上必須とされて

いる項目すべてを、施設の健康診断の必須項

目にしていた施設は 15.7％しかなかった。た

だ、知的障害のある方で施設に入所している

比較的重度の方の場合、聴力・視力検査の方

法を理解することが難しく、検査の実施が困

難な場合が多いことから、労働安全衛生法必

須項目から視力・聴力を除いて取り組み状況

を見てみることにした。その結果、労働安全

衛生法必須項目から、視力・聴力を除いた全

ての項目を実施している施設は

力聴力を含めた場合よりも

なっていた。しかし、それでもかなり低い数

字である。ちなみに、労働安全衛生法におけ

歳あるいは 40歳以上の必須項目（問診、

体重、視力、聴力、血圧、胸部

身長、血色素量、赤血球数、

の成人施設における、労働安全衛生法

歳以上の全従業員を対象に必須

としている健康診断の項目における、

支援施設の健康診断の必須項目の実施割合を

である。 

施設で健康診断の必須項目としている割合

が多い項目は、体重、血圧、尿検査（蛋白）、

線、尿検査（糖）の順であり、聴力、

視力は明らかに低い数字である。自由記載に

おいても、聴力、視力の検査が困難等といっ

た、障害の状況ゆえ難しい項目を指摘した回

答がいくつもあった。同様に、胸部 X

検査においても実施困難なため必須項目から

外したとの回答が確認された。 

歳以上必須とされて

いる項目すべてを、施設の健康診断の必須項

％しかなかった。た

だ、知的障害のある方で施設に入所している

比較的重度の方の場合、聴力・視力検査の方

法を理解することが難しく、検査の実施が困

難な場合が多いことから、労働安全衛生法必

須項目から視力・聴力を除いて取り組み状況

を見てみることにした。その結果、労働安全

衛生法必須項目から、視力・聴力を除いた全

ての項目を実施している施設は 56.5%

力聴力を含めた場合よりも 3.6 倍の実施率と

なっていた。しかし、それでもかなり低い数

字である。ちなみに、労働安全衛生法におけ

歳以上の必須項目（問診、

体重、視力、聴力、血圧、胸部 X 線、採尿、

身長、血色素量、赤血球数、GOT、GPT、

の成人施設における、労働安全衛生法注

歳以上の全従業員を対象に必須

としている健康診断の項目における、障害者

支援施設の健康診断の必須項目の実施割合を

施設で健康診断の必須項目としている割合

が多い項目は、体重、血圧、尿検査（蛋白）、

線、尿検査（糖）の順であり、聴力、

視力は明らかに低い数字である。自由記載に

おいても、聴力、視力の検査が困難等といっ

た、障害の状況ゆえ難しい項目を指摘した回

X 線、尿

検査においても実施困難なため必須項目から

歳以上必須とされて

いる項目すべてを、施設の健康診断の必須項

％しかなかった。た

だ、知的障害のある方で施設に入所している

比較的重度の方の場合、聴力・視力検査の方

法を理解することが難しく、検査の実施が困

難な場合が多いことから、労働安全衛生法必

須項目から視力・聴力を除いて取り組み状況

を見てみることにした。その結果、労働安全

衛生法必須項目から、視力・聴力を除いた全

56.5%あり、視

倍の実施率と

なっていた。しかし、それでもかなり低い数

字である。ちなみに、労働安全衛生法におけ

歳以上の必須項目（問診、

線、採尿、

、r-GTP、

 

 



血清トリグリセライド、

LDL コレステロール、血糖検査、心電図検査）

すべてを実施していた施設は

20 歳以上必須項目を全て実施している施設の

割合と大きく変わらない状況であった。これ

は、労働安全衛生法と同様のレベルで健康診

断を実施している施設はかなり少ないものの、

そのほんの一部の施設においては、職員と同

様のレベルで入所者の健康診断を実施してい

ることがわかった。

５．健康診断の費用負担

115 施設の健康診断費用の出所についてま

とめたのが表２である。必須項目では８割が

施設で全額負担している一方で、運営基準第

36 条に定める年間２回の必要最低限の項目は

施設負担であるにもかかわらず、個人に全額

を負担してもらっている施設が１割弱（

所）確認された。また、医師の指示で実施す

る検査やオプション検査は、個人で費用を負

担してもらっている施設が最も多く、３割弱

となっていた。オプション検査費用の出所と

して、「その他」が約

の詳細の多くは、「市や町の受診券」とな

いた。 

６．その他の健康診断項目

視力、聴力検査の実施状況は低いが、障害

者支援施設における健康診断の必須項目に採

血を加えている施設は多い。表３は、血液検

査項目別に必須項目として採用している施設

の割合を示している。

障害者支援施設における定期健康診断にお

いて、血液検査以外で実施されている主な項

目を表４に示す。なお、必須項目以外に、「医

師の指示」により実施している施設、入所者

等の希望により「オプション」として実施し

ている施設の割合も合わせてまとめている。

７．健康診断の結果、再検査／要治療の場合

の対応

再検査／要治療が必要

な場合の施設の対応につ

いて自由記載で記されて

いた主なものを以下にま

とめる。

◯ かかりつけ医院など

で再検査を実施。定期

的に受診、経過観察、

血清トリグリセライド、

コレステロール、血糖検査、心電図検査）

すべてを実施していた施設は

歳以上必須項目を全て実施している施設の

割合と大きく変わらない状況であった。これ

は、労働安全衛生法と同様のレベルで健康診

断を実施している施設はかなり少ないものの、

そのほんの一部の施設においては、職員と同

様のレベルで入所者の健康診断を実施してい

ることがわかった。

５．健康診断の費用負担

施設の健康診断費用の出所についてま

とめたのが表２である。必須項目では８割が

施設で全額負担している一方で、運営基準第

条に定める年間２回の必要最低限の項目は

施設負担であるにもかかわらず、個人に全額

を負担してもらっている施設が１割弱（

所）確認された。また、医師の指示で実施す

る検査やオプション検査は、個人で費用を負

担してもらっている施設が最も多く、３割弱

となっていた。オプション検査費用の出所と

して、「その他」が約

の詳細の多くは、「市や町の受診券」とな

 

６．その他の健康診断項目

視力、聴力検査の実施状況は低いが、障害

者支援施設における健康診断の必須項目に採

血を加えている施設は多い。表３は、血液検

査項目別に必須項目として採用している施設

の割合を示している。

障害者支援施設における定期健康診断にお

いて、血液検査以外で実施されている主な項

目を表４に示す。なお、必須項目以外に、「医

師の指示」により実施している施設、入所者

等の希望により「オプション」として実施し

ている施設の割合も合わせてまとめている。

７．健康診断の結果、再検査／要治療の場合

の対応 

再検査／要治療が必要

な場合の施設の対応につ

いて自由記載で記されて

いた主なものを以下にま

とめる。 

かかりつけ医院など

で再検査を実施。定期

的に受診、経過観察、

血清トリグリセライド、HDL コレステロール、

コレステロール、血糖検査、心電図検査）

すべてを実施していた施設は 14.8

歳以上必須項目を全て実施している施設の

割合と大きく変わらない状況であった。これ

は、労働安全衛生法と同様のレベルで健康診

断を実施している施設はかなり少ないものの、

そのほんの一部の施設においては、職員と同

様のレベルで入所者の健康診断を実施してい

ることがわかった。 

５．健康診断の費用負担 

施設の健康診断費用の出所についてま

とめたのが表２である。必須項目では８割が

施設で全額負担している一方で、運営基準第

条に定める年間２回の必要最低限の項目は

施設負担であるにもかかわらず、個人に全額

を負担してもらっている施設が１割弱（

所）確認された。また、医師の指示で実施す

る検査やオプション検査は、個人で費用を負

担してもらっている施設が最も多く、３割弱

となっていた。オプション検査費用の出所と

して、「その他」が約 16％をしめているが、そ

の詳細の多くは、「市や町の受診券」とな

６．その他の健康診断項目 

視力、聴力検査の実施状況は低いが、障害

者支援施設における健康診断の必須項目に採

血を加えている施設は多い。表３は、血液検

査項目別に必須項目として採用している施設

の割合を示している。 

障害者支援施設における定期健康診断にお

いて、血液検査以外で実施されている主な項

目を表４に示す。なお、必須項目以外に、「医

師の指示」により実施している施設、入所者

等の希望により「オプション」として実施し

ている施設の割合も合わせてまとめている。

７．健康診断の結果、再検査／要治療の場合

再検査／要治療が必要

な場合の施設の対応につ

いて自由記載で記されて

いた主なものを以下にま

かかりつけ医院など

で再検査を実施。定期

的に受診、経過観察、

コレステロール、

コレステロール、血糖検査、心電図検査）

14.8％であり、

歳以上必須項目を全て実施している施設の

割合と大きく変わらない状況であった。これ

は、労働安全衛生法と同様のレベルで健康診

断を実施している施設はかなり少ないものの、

そのほんの一部の施設においては、職員と同

様のレベルで入所者の健康診断を実施してい

施設の健康診断費用の出所についてま

とめたのが表２である。必須項目では８割が

施設で全額負担している一方で、運営基準第

条に定める年間２回の必要最低限の項目は

施設負担であるにもかかわらず、個人に全額

を負担してもらっている施設が１割弱（11

所）確認された。また、医師の指示で実施す

る検査やオプション検査は、個人で費用を負

担してもらっている施設が最も多く、３割弱

となっていた。オプション検査費用の出所と

％をしめているが、そ

の詳細の多くは、「市や町の受診券」となって

視力、聴力検査の実施状況は低いが、障害

者支援施設における健康診断の必須項目に採

血を加えている施設は多い。表３は、血液検

査項目別に必須項目として採用している施設

障害者支援施設における定期健康診断にお

いて、血液検査以外で実施されている主な項

目を表４に示す。なお、必須項目以外に、「医

師の指示」により実施している施設、入所者

等の希望により「オプション」として実施し

ている施設の割合も合わせてまとめている。
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コレステロール、

コレステロール、血糖検査、心電図検査）

％であり、

歳以上必須項目を全て実施している施設の

割合と大きく変わらない状況であった。これ

は、労働安全衛生法と同様のレベルで健康診

断を実施している施設はかなり少ないものの、

そのほんの一部の施設においては、職員と同

様のレベルで入所者の健康診断を実施してい

施設の健康診断費用の出所についてま

とめたのが表２である。必須項目では８割が

施設で全額負担している一方で、運営基準第

条に定める年間２回の必要最低限の項目は

施設負担であるにもかかわらず、個人に全額

11 ヶ

所）確認された。また、医師の指示で実施す

る検査やオプション検査は、個人で費用を負

担してもらっている施設が最も多く、３割弱

となっていた。オプション検査費用の出所と

％をしめているが、そ

って

視力、聴力検査の実施状況は低いが、障害

者支援施設における健康診断の必須項目に採

血を加えている施設は多い。表３は、血液検

査項目別に必須項目として採用している施設

障害者支援施設における定期健康診断にお

いて、血液検査以外で実施されている主な項

目を表４に示す。なお、必須項目以外に、「医

師の指示」により実施している施設、入所者

等の希望により「オプション」として実施し

ている施設の割合も合わせてまとめている。 

７．健康診断の結果、再検査／要治療の場合

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

◯ 

８．健康診断に関する施設からの意見・課

める。意見は、大きく「がん検診の難しさ」、

「職員の負担」、「検診項目の悩み」、「検査の

難しさ」、「その他」があった。

 

治療をしている

◯ 施設内診療所や総合病院で再検査及び治

療を実施。定期的に受診し、経過観察を行

っている 

◯ 結果を家族に送付し対応を一任する

◯ 医務、看護師がかかりつけ医師に相談のう

え再検査を実施し、治療が必要か様子をみ

るか指示をあおぐ

 保護者等と相談し、適切な医療機関につな

げる。施設職員

が多い 

 嘱託医、協力医で再検査及び治療を実施。

定期的に受診し経過観察を行っている

８．健康診断に関する施設からの意見・課

健康診断に関する意見や課題を

める。意見は、大きく「がん検診の難しさ」、

「職員の負担」、「検診項目の悩み」、「検査の

難しさ」、「その他」があった。

 

治療をしている 

施設内診療所や総合病院で再検査及び治

療を実施。定期的に受診し、経過観察を行

結果を家族に送付し対応を一任する

医務、看護師がかかりつけ医師に相談のう

え再検査を実施し、治療が必要か様子をみ

るか指示をあおぐ 

保護者等と相談し、適切な医療機関につな

げる。施設職員が付き添い受診するケース

嘱託医、協力医で再検査及び治療を実施。

定期的に受診し経過観察を行っている

８．健康診断に関する施設からの意見・課

健康診断に関する意見や課題を

める。意見は、大きく「がん検診の難しさ」、

「職員の負担」、「検診項目の悩み」、「検査の

難しさ」、「その他」があった。

施設内診療所や総合病院で再検査及び治

療を実施。定期的に受診し、経過観察を行

結果を家族に送付し対応を一任する

医務、看護師がかかりつけ医師に相談のう

え再検査を実施し、治療が必要か様子をみ

保護者等と相談し、適切な医療機関につな

が付き添い受診するケース

嘱託医、協力医で再検査及び治療を実施。

定期的に受診し経過観察を行っている

８．健康診断に関する施設からの意見・課

健康診断に関する意見や課題を表５

める。意見は、大きく「がん検診の難しさ」、

「職員の負担」、「検診項目の悩み」、「検査の

難しさ」、「その他」があった。 

施設内診療所や総合病院で再検査及び治

療を実施。定期的に受診し、経過観察を行

結果を家族に送付し対応を一任する 

医務、看護師がかかりつけ医師に相談のう

え再検査を実施し、治療が必要か様子をみ

保護者等と相談し、適切な医療機関につな

が付き添い受診するケース

嘱託医、協力医で再検査及び治療を実施。

定期的に受診し経過観察を行っている 

８．健康診断に関する施設からの意見・課題 

表５にまと

める。意見は、大きく「がん検診の難しさ」、

「職員の負担」、「検診項目の悩み」、「検査の
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表５．健康診断に関する各施設の意見

がん検診の 
難しさ 

利用者の一部の方に理解が乏しく、胃がん、眼底、胸部レントゲンなどの実施が難しい。 

胃検診は出来る利用者が少なくなっている。 

各種がん検診の方法は利用者にとって、とても難しいものである。 

胃がん検診、バリウム等は誤嚥した者がおり、それ以来怖くて実施していない。胃カメラに関
しては、市の受診券を利用し、希望があれば受けている。 

知的障害や身体的問題で、胃がん健診は困難な方が殆どで受けられない状態にある。 

乳癌健診、胃部レントゲンなどの検査が全員なかなか実施できない。 

癌検診は実施困難な方もおり、腫瘍マーカーで検査できる項目は良いのですが、乳癌、子宮癌
については方法がなく、今後心配事の一つです。 

大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診は出来る方が限られる。 

車椅子利用者が増加。市町村の対ガン協会の検診車を利用できる利用者が減っている。自費で
高めの検査になってしまう。 

職員の負担 

異常があれば長期的な通院、治療が必要になると思われ、付き添いが確保できないことが想定
される。 

オムツをしている人の採尿が難しい。 

大腸がん検診も利用者自ら採便できる方はほとんどいないので、全ての方を職員が対応しなけ
ればならいないため、申し込んだ方を期日までに採便することはとても大変。しかし、罹患率
は上がっており、異常の早期発見、病院の受け入れ体制など困難な課題は山積み。 

病院受診しての胸部レントゲン、心電図検査を行っているが、利用者数が多く、受診が大変で
ある。 

引率が大変なので検診車など依頼して引率をせず健診が受けられたらよいと思う。 

検診項目の 
悩み 

実際どこまでの検査をするべきか戸惑う。がん検診については、親御さんの判断で市の受診券
を利用する等して行うようにしている。 

年々医療機関への通院者が増える中、どこまで施設で行えばよいのか分からなくなっている。
医療が進歩する中で検診項目の見直しも難しく、また、入れたい項目も増えていく。けれど予
算にも限りがあり、一定検診としての項目などが指針として定められていれば統計を取る際に
も仕事をする際にもありがたいと思う。 

年 2回必要かどうか。給付費に含まれるなら健診実施ガイドラインのようなものを示してほし
い 

検査項目、実施項目などを明確にしてほしい 

実施しなければならない項目を指定して頂きたい。また、測定不能な児童に対してはどのよう
にしていったらよいのか判断が難しい。 

内科、整形外科、精神科、嘱託医による健診は、年 1回（内科は 2回）実施していますが、胸
部レントゲンは 5年に 1回（65 歳以上は毎年）、採血は服薬している方のみの実施の為、全員
の実施にいたっていない。 

日頃測定している項目はいらない。個別ニードに対応できる内容にできれば費用の無駄遣いは
減ると思う。 

検査項目について、どこまで何をすればよいか統一された規格がないので悩む。オプション検
査（子宮・乳がん検診等）毎年か偶数年でも全員実施は難しい。 

検査の難しさ 

胸部レントゲン車での車椅子利用者の検査が難しい。重度の方の検査が難しい。 

身体障害のある利用者は健診台に乗り移りが難しい場合があり、本人も介助者も負担。全員実
施するのに時間も労力も必要とする。 

胸部レントゲン撮影時、立位困難者の撮影ができない。  

下肢障害のある方がレントゲン撮影を行うことのできるリフト付きのレントゲン車が少ない。 

X 線の検査に関しては検診車利用となり、障害者にとってステップの昇降や、車内での検査準
備が安全面、時間面などで苦労をする点になっている。 

当施設利用者は障害の重い方が多く、視力、聴力検査は困難である。検査項目（特に採血項目）
は、受診病院の医師の意見・相談を行い決定する。 

視力、聴力は必要と感じるが、利用者の理解度によって測定困難の場合がある。 
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健診を受診しても、心電図等検査を嫌がりできない人がいる。 

安静にすることが難しく、心電図検査を行うことができない利用者がいます。 

理解力が乏しい為視力検査や採血に時間がかかる。質問に対しての答えが返ってこないことが
多い。 

不安が強い利用者に対して、職員はついているがなかなか実施できなかったり、順番どおりい
かず時間がかかったりすることがある 

視力、聴力検査機器の操作困難な方もおり、測定値に誤差が生じてしまう。 

胸部レントゲンや心電図など怖がって検査が受けられない。または正しい検査ができない。 

拒否、不穏、車椅子利用中などにより、受診できない検査項目があり、健康管理が困難なケー
スがある。 

抵抗のある利用者は検査の実施事態が難しく、何度か骨折や転倒等の事故に繋がったことがあ
る。 

Fe、フェリチンなどの貧血の検査をしたいが予算が取れない。 

その他 

視力、聴力は測定不能な方が増加し中止となる。 

健診を実施する前に施設側の要望を運行管理課の職員と話し合うので不都合はない。 

各種がん検診については、住所地から案内文書が届くが、受診の実施は保護者に一任している
が受診にいたる利用者はほとんどいない。 

未婚、加齢により乳がん発生のリスクが高いと思われるが、本人の協力が得にくく、職員の介
助に頼るしかないが、職員の被爆の問題もあり実施していない。 

オムツ、コミュニケーションがとれない利用者様が多く、採尿が困難なため検尿を実施してい
ない。自覚症状等の訴えができない。 

聞こえないという障害特性に合わせて、これまで眼の検査を重視して全員眼底検査を実施して
きたが、データに基づき、昨年度より 40 歳以上とした。 

健康な身体を保つ、創るには栄養マネジメントが必須であり、アセスメントしやすい資料のた
めにも児童の検診項目を増やしたいと思う。 

医療行為に抵抗のある利用者を受入れてくれる病院がなかなかみつからない。 

眼科、耳鼻科検診は 20 歳以上の方は必要ないと思う。  

結果を家族に連絡しているが、遠方の方には説明が難しい場合もある。 

自覚症状がはっきりわからないので、きっちりと検査を行い、異常の早期発見、早期治療に努
めたいと思っている。しかし、検査をきちんと理解できず、実施できない人もいる。知的障害
者のことをよく理解してくれる専門病院や医師が存在すると助かる。 

健診を受けてもすりぬけてしまうときもある。利用者の方は自覚症状などを訴えられない方が
大勢いるので問診票などがあってもチェックができない。そのため早期発見・早期治療が難し
いときもある。 

重度の知的障害者に対し（拒否などに対する）対応できる医療機関がなく、市町村の無料検診
の案内もくるが、実施できていないのが現状である。 

ロングショートの方が健康診断を受ける機会がなく、心配である。 

 

D.考察 

１．定期健康診断の役割の認識 

今回の調査を通し、障害者総合支援法にお

いて健康診断の実施が義務付けられている障

害者支援施設において、定期健康診断は概ね実

施されているものの、年２回以上行われていな

い施設も存在することが明らかとなった。これ

は、定期健康診断と嘱託医等の定期的な往診と

を区別していないことが疑われる。また、費用

負担についても、必須項目を全額個人負担で行

っている施設が１割弱確認されており、施設基

準の解釈が誤っていることが推測される。さら

に、施設が定期健康診断で必須としている健康

診断項目は非常に少なく、労働安全衛生法にお

ける 20 才以上の必須項目を、すべて施設の必

須項目として実施している施設は 15.7％に過

ぎない状況にあり、がん検診等、定期健康診断

に積極的に取り組んでいる施設もある一方で、

実施している必須項目が身長、体重、血圧、採

尿のみと、非常に限られている施設も確認され
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ました。この理由として、健康診断に関する意

見等の回答を参考に考察すると、①障害ゆえの

検査の難しさ、②検診車や診療所の階段やスペ

ース等の設備上の問題、③健康診断時あるいは

準備段階において支援する職員の不足・負担等

の問題、④組織としての健康診断項目や費用負

担、オプション項目等の決定方法等の決定方法、

といったことが影響しているのではないかと

考える。 

今回調査した施設の利用者の平均年齢が

48.5 歳。児童施設を除くと 50.2 歳であること

を考えると、多くの利用者が何らかの疾病に罹

患していることが推測される。さらに、知的障

害者の場合、一般高齢者より高齢化が早く、死

亡率が同年齢の障害のない人に比べて３から

10 倍に上ると言われる中で（有馬,1998）、今

回の調査結果は、施設職員ないし管理者に、健

康診断の役割についてきちんと認識してもら

うことの必要性を感じる結果となった。 
医療の発展と共に、障害者も長生きできる

時代となった。そうした中、障害のない人と同

様に、障害者も様々な疾病を患うようにもなっ

てきている。しかし、障害のある人の中には、

症状を訴えることが困難であったり、痛みを感

じ難かったりする人もいるため、疾病の発見が

遅れるリスクが高い。疾病は早期に発見できれ

ばできる程、治癒する可能性が高い中で、疾病

発見の遅れは、障害者の寿命にも影響を及ぼす

ものとなる。多くの障害者が、元気な身体で楽

しみのある人生を一日でも長く過ごすために

は、疾病の早期発見、早期治療は欠かせず、そ

のための手段として健康診断の役割は大きい

ことを事業者は認識する必要がある。 

２．障害者支援施設が実施する健康診断のハー

ドル 

障害者支援施設における健康診断は、一部

の施設で積極的な取り組みが行われており、施

設格差は大きいが、全体的にはその実施項目の

不十分さ目立つ結果となった。その原因として、

施設に入所されている人の多くが持病をもっ

ており、専門の診療科に定期的に受診している

ため、健康診断の項目を減らしていることも考

えられる。しかし、すべての施設において、一

定程度の健康管理が行われるよう、最低限実施

すべき健康診断の項目を検討し基準の中に明

記することの必要性を感じる。 

最低限実施すべき健康診断の項目としては、

労働者が職業生活の全期間を通して健康で働

くことができるよう定められた労働安全衛生

法の基準に準ずるのもひとつではないかと考

えるが、今後ますます障害者支援施設の利用者

の平均年齢が上がることが見込まれている中 

（相馬他，2013）、どこまで詳細に検査を行う

べきか、今すぐ結論付けることは難しい。また、

知的や身体に障害のある人を対象に健康診断

を実施する上で、いくつかハードルがあるのも

実際である。先に述べたように、 

① 障害ゆえの検査の難しさ 
② 検診車や診療所の階段やスペース等の設
備上の問題 

③ 健康診断時あるいは準備段階において支
援する職員の不足・負担等の問題 

④ 組織としての健康診断項目や費用負担、オ
プション項目等の決定方法 
といったことが、必須としている項目数を

少なくさせている要因として考えられる中で、

いかにしてこのハードルを低くするか、施設ご

とに対策が求められる。 

①障害ゆえの検査の難しさ 

検査の難しい項目を具体的にあげると、問

診や視力、聴力検査等である。問診は何を聞か

れているのか理解することが難しい人もいる

うえ、症状の自覚のない方、自身で的確に回答

することが困難な障害者もいる。ただ、この場

合に、家族や支援者が日ごろの様子を本人に代

わって伝えることで対応できる部分も多い。一

方、視力・聴力検査はどのように実施すればよ

いのか、その糸口はまだ掴みきれてはいない。

2006年に通所施設に通う知的障害者48名を対

象に、視聴覚健康診断を実施し、その結果をま

とめた論文が報告されていた（山﨑他，2006）。

そこで実施されていた検査の方法は、問診，

Landolt 視標と Teller acuity cards による視

力，眼位，眼球運動，細隙灯顕微鏡検査，耳音

響放射などによるスクリーニング検査であっ

た。視力検査は 39 名が、聴覚検査は 46 名が実

施できていた。また、検査の結果、白内障が 6

名，角膜混濁が 2名、両側聴覚障害の疑いが 8

名おり、視聴覚検診が知的障害者の二次的な生

活機能障害を把握するために有用であること

が報告されていた。 

耳や目の疾患は、骨折や筋力低下と異なり、

見た目では分かりにくい場合が多く、日々の関

わりの中ではなかなか気づきにくいこともあ

る。また、耳に関して言えば、静止しているこ

とが難しかったり、触られることに抵抗があっ

たりする障害者もおり、耳垢も十分に取れない

方も存在する。それゆえ、もし、視力・聴力検

査が難しい場合に、定期的に耳鼻科や眼科を受



診し、疾病に罹患していないか、本人の不調に

繋がるような兆しはないか確認してもらうこ

とも必要となってくる。ただ、診察時にじっと

していられない障害者を診てくれる耳鼻咽喉

科や眼科を探すのは安易なことではない。ここ

でまたひとつ、大きな壁

なる。 

②検診車や診療所の階段やスペース等の設備

上の問題

今回実施した調査結果の中に、高齢になり

立位が困難になってきた障害者や、車椅子を使

用している障害者の胸部

ムツ使用者の採尿の負担等の記載があった。こ

れは、障害者支援施設で生活する障害者の高齢

化が背景にあり、今後ますます高齢化すると言

われている障害者支援施設において深刻な課

題のひとつと言えよう。
健康診断の実施スペース等の設備上の課題

については、例えば、健康診断を実施する場所

が、病院なのか診療所なのか、それとも検診車

なのかによっても項目の違いが出てくる。検診

車を使用するにしてもリフト付の検診車（写真

１・２）

ータブル

も重要な要素である

の変化等状態像に合わせて、定期的に健康診断

の実施方法を施設ごとに見直していくことが

求められる。

③健康診断時あるいは準備段階において支援

する職員の不足・負担等の問題

障害者支援施設の中に、職員への負担を理

由に、尿検査等の実施を見合わせているところ

が確認された。本来ならば、「大変だからやら

ない」ではなく、必要に応じて実施されなけれ

ばならないものであるが、そうはなっていない

ようである。職員の負担感は利用者に伝わるほ

か、事故等のリスクを高める要因となることか

ら、職員の負担を軽減する取り組みや、工夫は

欠かせないものとなる。

写真１リフト付き検診車

診し、疾病に罹患していないか、本人の不調に

繋がるような兆しはないか確認してもらうこ

とも必要となってくる。ただ、診察時にじっと

していられない障害者を診てくれる耳鼻咽喉

科や眼科を探すのは安易なことではない。ここ

でまたひとつ、大きな壁

 

検診車や診療所の階段やスペース等の設備

上の問題 

今回実施した調査結果の中に、高齢になり

立位が困難になってきた障害者や、車椅子を使

用している障害者の胸部

ムツ使用者の採尿の負担等の記載があった。こ

れは、障害者支援施設で生活する障害者の高齢

化が背景にあり、今後ますます高齢化すると言

われている障害者支援施設において深刻な課

題のひとつと言えよう。
健康診断の実施スペース等の設備上の課題

については、例えば、健康診断を実施する場所

が、病院なのか診療所なのか、それとも検診車

なのかによっても項目の違いが出てくる。検診

車を使用するにしてもリフト付の検診車（写真

）やベッドサイドで使用可能な胸部のポ

ータブル X線（写真３

も重要な要素である

の変化等状態像に合わせて、定期的に健康診断

の実施方法を施設ごとに見直していくことが

求められる。 

健康診断時あるいは準備段階において支援

する職員の不足・負担等の問題

障害者支援施設の中に、職員への負担を理

由に、尿検査等の実施を見合わせているところ

が確認された。本来ならば、「大変だからやら

ない」ではなく、必要に応じて実施されなけれ

ばならないものであるが、そうはなっていない

ようである。職員の負担感は利用者に伝わるほ

か、事故等のリスクを高める要因となることか

ら、職員の負担を軽減する取り組みや、工夫は

欠かせないものとなる。

  
リフト付き検診車

診し、疾病に罹患していないか、本人の不調に

繋がるような兆しはないか確認してもらうこ

とも必要となってくる。ただ、診察時にじっと

していられない障害者を診てくれる耳鼻咽喉

科や眼科を探すのは安易なことではない。ここ

でまたひとつ、大きな壁が立ちはばかることと

検診車や診療所の階段やスペース等の設備

今回実施した調査結果の中に、高齢になり

立位が困難になってきた障害者や、車椅子を使

用している障害者の胸部 X線介助時の負担、オ

ムツ使用者の採尿の負担等の記載があった。こ

れは、障害者支援施設で生活する障害者の高齢

化が背景にあり、今後ますます高齢化すると言

われている障害者支援施設において深刻な課

題のひとつと言えよう。 
健康診断の実施スペース等の設備上の課題

については、例えば、健康診断を実施する場所

が、病院なのか診療所なのか、それとも検診車

なのかによっても項目の違いが出てくる。検診

車を使用するにしてもリフト付の検診車（写真

ベッドサイドで使用可能な胸部のポ

線（写真３）の手配が可能かどうか

も重要な要素である。障害者の年齢、身体状況

の変化等状態像に合わせて、定期的に健康診断

の実施方法を施設ごとに見直していくことが

健康診断時あるいは準備段階において支援

する職員の不足・負担等の問題

障害者支援施設の中に、職員への負担を理

由に、尿検査等の実施を見合わせているところ

が確認された。本来ならば、「大変だからやら

ない」ではなく、必要に応じて実施されなけれ

ばならないものであるが、そうはなっていない

ようである。職員の負担感は利用者に伝わるほ

か、事故等のリスクを高める要因となることか

ら、職員の負担を軽減する取り組みや、工夫は

欠かせないものとなる。 

    
リフト付き検診車   写真２リフト付き検診車

診し、疾病に罹患していないか、本人の不調に

繋がるような兆しはないか確認してもらうこ

とも必要となってくる。ただ、診察時にじっと

していられない障害者を診てくれる耳鼻咽喉

科や眼科を探すのは安易なことではない。ここ

が立ちはばかることと

検診車や診療所の階段やスペース等の設備

今回実施した調査結果の中に、高齢になり

立位が困難になってきた障害者や、車椅子を使

線介助時の負担、オ

ムツ使用者の採尿の負担等の記載があった。こ

れは、障害者支援施設で生活する障害者の高齢

化が背景にあり、今後ますます高齢化すると言

われている障害者支援施設において深刻な課

健康診断の実施スペース等の設備上の課題

については、例えば、健康診断を実施する場所

が、病院なのか診療所なのか、それとも検診車

なのかによっても項目の違いが出てくる。検診

車を使用するにしてもリフト付の検診車（写真

ベッドサイドで使用可能な胸部のポ

が可能かどうか

。障害者の年齢、身体状況

の変化等状態像に合わせて、定期的に健康診断

の実施方法を施設ごとに見直していくことが

健康診断時あるいは準備段階において支援

する職員の不足・負担等の問題 

障害者支援施設の中に、職員への負担を理

由に、尿検査等の実施を見合わせているところ

が確認された。本来ならば、「大変だからやら

ない」ではなく、必要に応じて実施されなけれ

ばならないものであるが、そうはなっていない

ようである。職員の負担感は利用者に伝わるほ

か、事故等のリスクを高める要因となることか

ら、職員の負担を軽減する取り組みや、工夫は

写真２リフト付き検診車
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診し、疾病に罹患していないか、本人の不調に

繋がるような兆しはないか確認してもらうこ

とも必要となってくる。ただ、診察時にじっと

していられない障害者を診てくれる耳鼻咽喉

科や眼科を探すのは安易なことではない。ここ

が立ちはばかることと

検診車や診療所の階段やスペース等の設備

今回実施した調査結果の中に、高齢になり

立位が困難になってきた障害者や、車椅子を使

線介助時の負担、オ

ムツ使用者の採尿の負担等の記載があった。こ

れは、障害者支援施設で生活する障害者の高齢

化が背景にあり、今後ますます高齢化すると言

われている障害者支援施設において深刻な課

健康診断の実施スペース等の設備上の課題

については、例えば、健康診断を実施する場所

が、病院なのか診療所なのか、それとも検診車

なのかによっても項目の違いが出てくる。検診

車を使用するにしてもリフト付の検診車（写真

ベッドサイドで使用可能な胸部のポ

が可能かどうか

。障害者の年齢、身体状況

の変化等状態像に合わせて、定期的に健康診断

の実施方法を施設ごとに見直していくことが

健康診断時あるいは準備段階において支援

障害者支援施設の中に、職員への負担を理

由に、尿検査等の実施を見合わせているところ

が確認された。本来ならば、「大変だからやら

ない」ではなく、必要に応じて実施されなけれ

ばならないものであるが、そうはなっていない

ようである。職員の負担感は利用者に伝わるほ

か、事故等のリスクを高める要因となることか

ら、職員の負担を軽減する取り組みや、工夫は

具体的には、

看護師等スタッフの人数や実施方法、例えば一

度に入所利用者全員検査を行うのか、

して随時行っていくのかによっても職員の負

担は大きく異なってくる。実際、調査回答の中

には、利用者の誕生月に実施という施設や検査

内容ごとに実施月を分け、随時実施している施

設も確認されている。

④費用負担、オプション項目等の決定方法

康診断の実施が義務付けられているところで

はあるが、その費用負担について、詳細に規定

された通知等は見当たらない。しかし、運営上、

義務

が負担する（利用料に含む）形で行うべきもの

であろう。今回の調査では、

項目において全額負担している施設は、

にとどまっていた。残り

ないし個人が一部、施設が一部負担する形で実

施されていた。その

では

関する

がある

 オプション項目においては、「個人全額負担」

が最も多く、次いで「その他」となっていた。

「その他」の詳細としては、市町村から

れる受診券を活用しての受診となっていた。こ

の受診券も自治体によって、あるところとない

ところがあるほか、対象となる検査も異なって

いる。住む地域によって受けられるサービスが

違うのは止むを得ない部分もある中で、受診券

が発行される自治体においては、有効に活用で

きるよう工夫したいものである。ちなみに筆者

の施設では、婦人科検診（子宮がん・乳がん）

は市の受診券

いため、近隣の婦人科病院に協力依頼を行い

施設への

 

写真２リフト付き検診車            

具体的には、設備等の環境を整えることに加え、

看護師等スタッフの人数や実施方法、例えば一

度に入所利用者全員検査を行うのか、

して随時行っていくのかによっても職員の負

担は大きく異なってくる。実際、調査回答の中

には、利用者の誕生月に実施という施設や検査

内容ごとに実施月を分け、随時実施している施

設も確認されている。

費用負担、オプション項目等の決定方法

障害者支援施設では、年２回以上の定期健

康診断の実施が義務付けられているところで

はあるが、その費用負担について、詳細に規定

された通知等は見当たらない。しかし、運営上、

義務として課されているものにおいては、施設

が負担する（利用料に含む）形で行うべきもの

であろう。今回の調査では、

項目において全額負担している施設は、

にとどまっていた。残り

ないし個人が一部、施設が一部負担する形で実

施されていた。その

では確認できていないが、

関する実地指導・

がある。 

オプション項目においては、「個人全額負担」

が最も多く、次いで「その他」となっていた。

「その他」の詳細としては、市町村から

れる受診券を活用しての受診となっていた。こ

の受診券も自治体によって、あるところとない

ところがあるほか、対象となる検査も異なって

いる。住む地域によって受けられるサービスが

違うのは止むを得ない部分もある中で、受診券

が発行される自治体においては、有効に活用で

きるよう工夫したいものである。ちなみに筆者

の施設では、婦人科検診（子宮がん・乳がん）

は市の受診券を活用している。対象利用者が多

いため、近隣の婦人科病院に協力依頼を行い

施設への医師の訪問により

     
            写真３胸部ポータブルＸ線

設備等の環境を整えることに加え、

看護師等スタッフの人数や実施方法、例えば一

度に入所利用者全員検査を行うのか、

して随時行っていくのかによっても職員の負

担は大きく異なってくる。実際、調査回答の中

には、利用者の誕生月に実施という施設や検査

内容ごとに実施月を分け、随時実施している施

設も確認されている。 

費用負担、オプション項目等の決定方法

障害者支援施設では、年２回以上の定期健

康診断の実施が義務付けられているところで

はあるが、その費用負担について、詳細に規定

された通知等は見当たらない。しかし、運営上、

として課されているものにおいては、施設

が負担する（利用料に含む）形で行うべきもの

であろう。今回の調査では、

項目において全額負担している施設は、

にとどまっていた。残り 20%

ないし個人が一部、施設が一部負担する形で実

施されていた。その理由について、今回の調査

確認できていないが、利用者の健康管理に

実地指導・監査等の役割も検討する必要

オプション項目においては、「個人全額負担」

が最も多く、次いで「その他」となっていた。

「その他」の詳細としては、市町村から

れる受診券を活用しての受診となっていた。こ

の受診券も自治体によって、あるところとない

ところがあるほか、対象となる検査も異なって

いる。住む地域によって受けられるサービスが

違うのは止むを得ない部分もある中で、受診券

が発行される自治体においては、有効に活用で

きるよう工夫したいものである。ちなみに筆者

の施設では、婦人科検診（子宮がん・乳がん）

を活用している。対象利用者が多

いため、近隣の婦人科病院に協力依頼を行い

の訪問により

写真３胸部ポータブルＸ線

設備等の環境を整えることに加え、

看護師等スタッフの人数や実施方法、例えば一

度に入所利用者全員検査を行うのか、

して随時行っていくのかによっても職員の負

担は大きく異なってくる。実際、調査回答の中

には、利用者の誕生月に実施という施設や検査

内容ごとに実施月を分け、随時実施している施

費用負担、オプション項目等の決定方法

障害者支援施設では、年２回以上の定期健

康診断の実施が義務付けられているところで

はあるが、その費用負担について、詳細に規定

された通知等は見当たらない。しかし、運営上、

として課されているものにおいては、施設

が負担する（利用料に含む）形で行うべきもの

であろう。今回の調査では、施設が定める

項目において全額負担している施設は、

20%は、個人全額負担

ないし個人が一部、施設が一部負担する形で実

について、今回の調査

利用者の健康管理に

の役割も検討する必要

オプション項目においては、「個人全額負担」

が最も多く、次いで「その他」となっていた。

「その他」の詳細としては、市町村から

れる受診券を活用しての受診となっていた。こ

の受診券も自治体によって、あるところとない

ところがあるほか、対象となる検査も異なって

いる。住む地域によって受けられるサービスが

違うのは止むを得ない部分もある中で、受診券

が発行される自治体においては、有効に活用で

きるよう工夫したいものである。ちなみに筆者

の施設では、婦人科検診（子宮がん・乳がん）

を活用している。対象利用者が多

いため、近隣の婦人科病院に協力依頼を行い

の訪問により実施している

写真３胸部ポータブルＸ線 

設備等の環境を整えることに加え、

看護師等スタッフの人数や実施方法、例えば一

度に入所利用者全員検査を行うのか、1年を通

して随時行っていくのかによっても職員の負

担は大きく異なってくる。実際、調査回答の中

には、利用者の誕生月に実施という施設や検査

内容ごとに実施月を分け、随時実施している施

費用負担、オプション項目等の決定方法 

障害者支援施設では、年２回以上の定期健

康診断の実施が義務付けられているところで

はあるが、その費用負担について、詳細に規定

された通知等は見当たらない。しかし、運営上、

として課されているものにおいては、施設

が負担する（利用料に含む）形で行うべきもの

施設が定める必須

項目において全額負担している施設は、80.9%

は、個人全額負担

ないし個人が一部、施設が一部負担する形で実

について、今回の調査

利用者の健康管理に

の役割も検討する必要

オプション項目においては、「個人全額負担」

が最も多く、次いで「その他」となっていた。

「その他」の詳細としては、市町村から発行さ

れる受診券を活用しての受診となっていた。こ

の受診券も自治体によって、あるところとない

ところがあるほか、対象となる検査も異なって

いる。住む地域によって受けられるサービスが

違うのは止むを得ない部分もある中で、受診券

が発行される自治体においては、有効に活用で

きるよう工夫したいものである。ちなみに筆者

の施設では、婦人科検診（子宮がん・乳がん）

を活用している。対象利用者が多

いため、近隣の婦人科病院に協力依頼を行い、

いる。 
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また、オプション項目の実施の有無を、誰

が判断するのか、この点も課題である。障害者

支援施設で生活する知的障害者の多くは、健康

状態の把握や様々な疾病の予防対策を自から

が判断し決定することが相当に難しい障害者

が多いと推測される。オプション項目に関して、

施設で判断しているところもあれば、保護者の

一任としているところもある。いずれにせよ、

癌や脳血管系の疾患等、遺伝的要素が関係して

いるといわれている疾患については、家族、親

族等の既往歴を考慮しながら検査が受けられ

るよう対応していきたいものである。 

３．障害者支援施設に併設する短期入所事業利

用者の問題 

昨今では、短期入所利用に関して、本来の

レスパイトや冠婚葬祭時以外で活用するケー

スが増えてきている。具体的には、入所待機や、

虐待からの一時保護のための保護先、行動障害

により生活が崩れた人の立て直しとしての活

用等である。そのため、利用も長期もしくは繰

り返しになる人が増えてきている。現に、今回

の調査でも６ヶ月以上短期入所を利用してい

る方がいる事業所が 49 施設（40.5%）確認され

た。今後、ますますこの割合が増えていくこと

も考えられる中で、こういった障害者の健康管

理を誰が行うかは喫緊の課題といえよう。 

既に６ヶ月以上の短期入所利用者に対し、

健康診断を実施している事業所の中に、母体の

障害者支援施設の入所者の健康診断時に併せ

て実施しているところもあった。 

短期入所利用者が健康診断を受ける場合、

その費用を誰が負担するのか、また短期入所利

用開始後どれくらいの期間継続して利用して

いる人を健康診断実施対象とするのか等につ

いては、検討の余地がある。今後は、既に実施

している施設の情報を収集し、その状況を確認

する必要がある。 

５．障害者支援施設以外で実施されている障害

者を対象とした健康診断の実際 

障害者といっても軽度の人から重度の人ま

でおり、その状態像は様々である。生活の全般

に支援を必要とする人もいれば、ほんの一部の

サポートがあれば一人暮らしができる障害者

もいる。健康診断も同様で、市の健康診断を受

診できる障害者もいれば、設備や配慮の問題で、

到底、市の検診では対応が難しい障害者もいる。 

そんな中、どんなに障害が重くとも健康診

断が受けられるようにと障害者を対象とした

健康診断ないし人間ドッグが、わずかではある

が存在している。 

まだ、そんなに多いとは言えない状況では

あるが、こうした取り組みが全国のさまざまな

場所で実施され、障害のある人も障害のない人

同様に、定期的に健康診断が受けられ、早期発

見・早期治療を実現し、避けられる疾病を避け、

完治できる疾病は完治できるようしていきた

い。知的障害者の寿命は短いのではなく、短く

してしまっていることの可能性を疑いながら

今後も研究をすすめ、障害者の健康診断のあり

方を少しずつ障害の無い人と同様のレベルま

で引き上げていければと考えている。 

 

E.結論 

今回は、障害者支援施設で実施されている

健康診断の調査結果をまとめ、課題を整理して

きた。 

今年度、さらに、当法人の診療部が中心と

なって、群馬県内の 55 ヶ所の通所施設（生活

介護、就労継続、就労移行、自立訓練）に、今

回、障害者支援施設等に実施した調査と同様の

パイロット調査を行い、36 事業所より回答を

得ている（回収率 65.5％）。主な結果として、

健康診断を実施している事業所は 33 カ所

（91.7％）であったが、労働安全衛生法の必須

項目のうち聴力・視力検査を除いた 5項目（問

診、体重、血圧、採尿、胸部 X線）すべてを必

須項目としているのは 17 カ所で、全回答施設

の 47.2％に過ぎず、障害者支援施設より低く

なっていた。ちなみに、回答施設の平均年齢は

約 36.9 歳、平均障害支援区分 3.7 であった。 

また、プレ調査として、２施設の就労系事

業所に電話等のインタビューを行った。２施設

とも自立支援法以前より通所施設を運営して

おり、現在年１回定期健康診断を行っている

（検診車利用）。検診項目は、労働安全衛生法

における 20 歳以上の必須項目を全額施設が費

用負担で実施しており、検尿等については、事

前に用具を受け取り、検診車が来る前に施設で

準備をしていた。視力、聴力等の検査について

は、測定不能が数名存在していた。その他の項

目において測定不能はなく、採血については、

検査項目により自己負担で同時に実施（年齢や
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健康状態により施設から本人や保護者に強く

勧めるが、最終的には書面の希望者のみ実施）

していた。検診結果については、嘱託医の往診

時にすべてチェックしてもらう、報告の原本を

本人に渡すと同時に再検査ならびに要注意項

目についてわかりやすく書いた書類を手渡す

等の対応を行っていた。施設負担額は、利用者

一人あたり 4,600 円～5,000 円強（50 人利用だ

とすると 25 万円程度）であり、利用者自己負

担の血液検査は項目の選択次第だが、概ね

3,000 円前後かかっているとのことだった。近

隣の新しくスタートした通所施設では、定期健

康診断を施設で実施しているという話を聞か

ないとのことだった。 

今後、通所施設利用者や自宅で生活してい

る知的障害者の健康診断の受診状況等を把握

する他、健康診断の取り組みに関する意見等に

ついてヒアリングを通し、より詳細に情報を集

積していきたいと考えている。 

 

注１ 障害者自立支援法に基づく指定障害者

支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

について（平成 18 年９月 29 日／厚生労働省令

第 172 号） 

健康管理（第 36 条） 

①利用者の健康管理は、保健所等との連絡の

上、医師又は看護職員その他適当な者を健康

管理の責任者とし、利用者の健康状態に応じ

て健康保持のための適切な措置を講じること

としたものである。 

②毎年、年２回以上定期的に健康診断を行う

ことにより、利用者の健康状態を適切に把握

する必要がある。 

 

注２ 厚生労働障害が、労働者が職業生活の全

期間を通して健康で働くことができるように

するためには、事業者が労働者の健康状態を的

確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を

踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずるこ

とが不可欠であるとし、1年以内毎に 1回の定

期健康診断の実施と健康診断項目を規定して

いるものである。 
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          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
 

分担研究報告書 

 
分担研究課題名：障害児者の健康度調査の現状 

 

研究分担者： 市川 宏伸（東京都立小児総合医療センター） 

研究協力者： 山脇 かおり（医療法人横田会 向陽台病院） 

研究協力者： 江副 新（ＮＰＯ法人 すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター） 

  

 

A.研究目的 

 知的障害児・者の医療環境（特に定期健康診

断や有症状時の近医受診）整備に向けて、必要

な条件や要素を明らかにする。 

 約 10 年間にわたって先進的な取り組みを行

って来た杉並区の取り組みを振り返り、どのよ

うな課題があるかの検討を行う。 

これから取組みを行おうとしている自治体

（福岡県大牟田市）における、準備の経緯や現

況を把握し分析することとした。 

 

B.研究方法 

Ⅰ 杉並区の行って来た取り組み 

 2003 年夏、区立養護学校と特別医療連携を

結んでいた至近のＫ病院院長に対し、かねて構

想していた「障害者特別ドック」を行うことと

なった。 

 ＮＰＯ法人 すぎなみ障害者生活支援コーデ

ィネートセンター（Sugi-co）は区内障害者施

設利用保護者にアンケートと施設ヒアリング

を実施し、検査経験や課題・受診意向などを尋

ねた。また区保健所に区民健診制度の利用可否

を打診し、1万 9千円の補助を受けることとし

た。 

 ＮＰＯ法人は、病院の健診スタッフ（医師・

看護師・検査技師・管理部門）に対し障害特性

と課題など業務終了後に勉強会を 9回行い、障

害理解と健診対応策を検討した。障害者像を理

解した現場スタッフより、対応法にさまざまな

提案が出されるようになった。併せて、院外で

医師・法律家・研究者などと検討委員会を開催、

障害者ドック事業の問題点を抽出した。先行事

例の調査も行ったが、障害者にフォーカスした

いわゆる「人間ドック」の存在は確認できなか

った。 

 実施を前に、病院側からバリウム検査が困難

な場合に備え、胸腹部 CT オプション無償提供

の申し出があった。さらに経済的に恵まれない

障害者が毎年安心して受診できるよう特別価

格が提示され、僅かな個人負担で人間ドック受

研究要旨：知的障害を初めとする障害児者の健康度調査（いわゆる人間ドック）については、

障害児者が自ら求めないこと、検査に積極的に協力出来ないことなどが理由で、日常的に行

われているという報告は極めて少ない。我々は、知的障害（発達障害）があろうとなかろう

と、健康度調査が日常的に行われることを目標に、どのようなステップが必要なのかを検討

することとした。 

 全国的にも実際に行われている例は少ないが、10 年以上にわたって定期的に行われている地域

を把握し、ここにおける現状を調査し、課題を調べた。更に自治体単位で、この様な試みに取り

組み始めている例について現状のための調査を行った。 
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診が可能になった（病院による費用負担もあり、

区民健診補助＋自己負担 6 千円程度）。健常者

なら半日でかなりの人数の検査が可能だが、わ

ずか数名の障害者ために半日を費やし、スタッ

フはじめ、病院の負担が非常に大きい。 

 2004 年 12 月より、検討会で得られた経験に

基づく 2 名×3 回のトライアルドックを行い、

2005 年 6 月に区内障害者施設を通じて公募し

て、本格的に事業がスタートした。（対象者は

30 歳以上で住民票が杉並の知的障害者）詳細

な「特別問診票」で事前検討を行い対応策を検

討、不明点があれば個別に主治医への直接相談

も行われた。 

 これらの実績は独立行政法人医療福祉機構

の助成をうけ、報告図書「健康な地域生活のた

めの障害者人間ドック～生存へのバリアフリ

ーと医療ネットワークづくりをめざして」と題

してまとめられた。同書には支援者とスタッフ

に向けて解説した「主要発達障害と障害別疾患

傾向と留意点」を含み、区内全施設に配布した。 

 毎回の募集案内～応募受付～当落個別回答、

病院申込書式および特別問診票の配布・回収、

練習用発泡剤の配布、区への健診申請などは、

Sugi-co が全て個別代行した。また、必要に応

じて施設訪問も行い、受診予定者のプロフィー

ルを把握し、ミスが無いよう検診場面に備える

とともに、各検診場面でも、介助を行った。 

 障害者ドックのアイデアである「ペア行動」

（経験者や中軽度者を先導役とし初診者・重度

者に先行者の様子を観察させる）が不安除去に

有効で、特に装置が大きく恐怖感を与えるバリ

ウムや CT を操作室から見せるとスムーズに受

診できることが多かった。また、事前配布され

る写真＋イラストのドック「スタンプラリー」

もメドを付けるのに役立った。検査着の事前貸

出や練習用発泡剤の提供など、病院スタッフか

らの提案も有効であった。 

 最も難かしいと考えられていたバリウム検

査は放射線技師 2名体制で、全員に体位移動な

どを技師が直接介助を行った。必要に応じてヘ

ルパーや Sugi-co 職員の補助もあった。スタッ

フの意欲と工夫により、一部を除き（主治医意

見、保護者の強固辞退）重度者も検査が行われ、

ほぼ全員に一定の成果があった。胸腹 CT とあ

わせ悪性腫瘍など重度疾患の発見、手術・治療

に結び付けられた例もあった。 

 採血ではソフトタッチ、CT では本人に気付

かせない抑制、眼底眼圧には力業、聴力反応に

は随伴動作、相手に合わせたシンプルな声かけ

など、さまざまな障害者検査のノウハウが得ら

れた。 

 Ⅱ 大牟田市の例 

 大牟田市においては、平成 23 年 4 月より、

「知的障がい児・者医療支援プロジェクト」を

当事者家族・支援者団体・自治体が協力し立ち

上げ、これに医師会も加わって現在活動中であ

る。本 PT の目的は、知的障害児・者の医療受

診環境（特に定期健康診断を含めた”かかりつ

け医制度”）整備である。 

平成 27 年 11 月 19 日に、現地を訪問し、担

当者からの上昇収集と意見交換を行った。 

大牟田市は福岡県南部（筑後地方）に位置す

る人口約 12 万（平成 27 年 12 月末実現在 

119,387 人）の自治体である。うち、知的障害

児・者数は、療育手帳交付者数として 1,247

人（平成 25 年度）と報告されている。 

 同市では、平成 23 年初より、知的障害児・

者の医療ニーズ把握とその後の医療支援に向

け、当事者団体（親の会）、支援者団体（障害

者協議会・障害者相談支援センター）、行政、

社会福祉協議会（平成 26 年 12 月に大牟田市医

師会も加入）からなるプロジェクト（PT）を立

ち上げ、現在も発展中である。この流れの中で、

平成 27 年 11 月 19 日に大牟田市医師会におい

て「発達障害児・者が安心して受診できる病院

とは？～医療機関での合理的配慮～」との演題

で学術講演会が開催された(演者)：久留米大学

小児科主任教授 山下裕史朗先生）。 

本 PT は医療と福祉が円滑に連携しつつある

画期的な事例である。PT 担当者との意見交換

内容について報告する。 

 

C.研究結果 

Ⅰ 杉並区の行って来た例 

 初期は年数回「障害者ドックの日」として

一般患者を排して実施されたが、その後病院

側の練熟とあわせ健診制度変更もあり、誕生

月により年 2回夏・冬各 6名で定着してきた。

重度者、強度行動障害だけでなく視覚障害重

複・身体障害重複者も受診、リピーターも増
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加している。 

現在まで受診者は延べ 169 名。（うち当年度 14

名）検診結果が届いたら、主治医だけでなく

施設や GH職員にも健診の内容を共有するよう

指導している。 

 障害者ドックで発見された健康上の問題と

しては、以下のようなものがある。：甲状腺腫、

乳腺腫、食道ヘルニア、消化器官奇形、潰瘍

瘢痕、肝機能障害、肝血管腫、脂肪肝、腎結

石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波

形異常、不整脈、胸部 CT 陰影、血小板減少症、

高脂血症、尿潜血、便潜血、緑内障、眼底出

血、遠視、近視、乱視、難聴、貧血、高血圧、

低血圧、など。 

 受診定員と応募現況については、杉並区内

での認知は高く、先着順のため募集案内一斉

配布の翌日には定員超過となっている（倍率 2

倍弱）。このため隔年受診にして仲間に機会を

譲ろうという親の動きも見られるが、希望者

全員に対応できないのが現状である。最近は、

病院の配慮により、定員 6 名のところ 8 名に

増員、生保受給者へのさらなる割引も提供さ

れた。しかしながら、毎回実施のたびに明ら

かな赤字と業務負荷を伴うため、追随する病

院はいまだ現れていない。 

 

 Ⅱ 大牟田市の例 

 大牟田市でも、従来より、知的障害児・者の

当事者家族から「当事者を取り巻く医療環境に

ついては厳しいものがある」との声が行政や社

会福祉協議会に寄せられていた。これを受け、

平成 23 年 1 月に具体的な医療に関するニーズ

や充足度などの現況を把握する目的で、“知的

障がい児・者医療ニーズ調査 PT”を発足させ

た。構成員は、知的障害児・者の保護者会、自

閉症児・者親の会、障害者協議会、障害者相談

支援センター、行政（市福祉課・地域包括支援

センター）、社会福祉協議会から参加した計 15

名であった。 

 現況把握のため、当時の施設利用者や団体加

入者（の保護者）380 名を対象に、平成 23 年 2

月にアンケート調査を実施した。当事者の年齢

は就学前から 50 代以上までで、20 代をピーク

とした正規分布を描いていた。主たる支援者は

「母親」が 77.8%であり、支援者の 42,6%が何

らかの健康不安を抱えていた。精神的疲労を有

する割合も約半数(47.5%)にのぼった。また、

家族内に他にも要介護者が存在する割合が

24.6%である一方で、近隣に支援を依頼する者

はなかった。その他、自由記載には「要受診時

であっても『医療機関や他患に迷惑をかけるか

もしれない』と受診を躊躇する」「市内医療機

関で受診を断られた・市内医療機関の情報を持

たない・専門医療機関を希望する等の理由で市

外の医療機関に通院している」等の意見が挙が

った。 

 これらの結果や意見を踏まえ、平成 23 年 4

月に、医療ニーズ調査 PT は「知的障がい児・

者医療支援 PT」に発展した。 

 知的障がい児・者医療支援ＰＴ(以下「本

PT」)のこれまでの取組みとしては、アンケー

ト結果の各関係団体への報告会、地域関係者や

医療スタッフとの意見交換会がある。 

PT 会議等を通じて、円滑な医療受診のため

には「医師をはじめとする医療スタッフ側の障

害特性への理解促進」「受診する当事者側の“備

え”（提供する情報を纏めておくこと）」ととも

に「得月支援学校・学級での医療に関する教育」

等の重要性が認識され、様々な視点での取り組

みを要すると考えられた。これを受け、本 PT

は、大牟田市障害福祉計画に沿って、下記 5

項目について重点的に取組んできた。 

・医療機関との連携強化 

・教育委員会との連携強化 

・当事者家族の意識改革 

・医療受診手帳・絵カード等アイテムの活用 

・大牟田市障害福祉計画策定への参画 

 このような中で、平成 26 年 12 月より大牟田

市医師会(担当者は理事；小児科医)も本 PT に

参加し、医師・医療スタッフへの啓発活動や「知

的障がい児・者の予防医療を考えるセミナー」

（平成 27 年 3 月開催）後援等医師会からの協

力も得られている（医師会参加の経緯として、

前医師会長が社会福祉協議会長に就任したこ

とが特記される。当事者からの声や本 PT の取

組みの詳細を聴き、医師会へ協力要請したとの

ことである）。 

 

＜具体的取組＞ 

（平成 23・24 年度は、調査対象者・医療機関
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（医科・歯科）・看護学校・教育機関等へのア

ンケート結果報告会や、啓発用 DVD「笑顔のま

ち おおむた」「学校検診でできる工夫」作成

等を行っていたとのことである。） 

 

平成 25 年度 

・医療機関・医師会立看護学校等でのアンケー

ト結果報告会実施 

・大牟田市障害福祉計画策定への参画；「特別

支援学校における医療受診の模擬訓練の実施」

が明文化。 

・医師会・歯科医師会や教育委員会等との関係

構築；医療受診環境の実態を周知する目的。特

に、歯科医師会においては「障害者の生活支援

につながる歯科医療」とのテーマで講演会が開

催された。 

・知的障がい児・者医療支援実践計画の策定； 

PT 内に 3部会（医療連携部会、教育連携部会、

保護者部会）を設定し活動。 

 

平成 26 年度：共同募金配分金受給 

・医療機関等でのアンケート結果報告会実施 

・講演会・セミナーの開催：「知的障がい児・

者の歯科医療を考える講演会」（歯科医師会等

後援、9月 23 日開催、参加者約 80 名）、「障が

い者人間ドックを通じて知的障がい児・者の予

防医療を考えるセミナー」（医師会等後援、3

月 7日開催、参加者約 70 名） 

・医療支援手帳の作成 

・絵カード等支援アイテムについての研究 

・医師会、歯科医師会、教育委員会との関係強

化；12 月より医師会が本 PT に参加、歯科医師・

歯科衛生士との懇談、教育委員会との定期的懇

談 

（第 3次大牟田市障害計画策定の年であり、本

PT も知的障がい児・者医療環境整備を訴えた） 

 

平成 27 年度 

・セミナー開催：「発達障害のある人の医療支

援セミナー」（2月 20 日開催） 

・医師会、歯科医師会、教育委員会との関係強

化；医師会学術講演会「発達障害児・者が安心

して受診できる病院とは？～医療機関での合

理的配慮～」（11 月 19 日開催、講師：久留米

大学 山下裕史朗先生） 

・「医療支援手帳」作成（全 75 頁。平成 28 年

度より配布予定） 

 

D.考察 

Ⅰ 杉並区の行って来た例 

 年に 2 回、定期的に健診が行われているこ

とについては Sugi-co 職員、ヘルパーの努力

ももちろんだが、Ｋ病院の採算を度外視した

協力、コメディカルスタッフの献身的な支援

が特記される。約 10年ほど継続してきた中で、

様々なノウハウを獲得しており、更なる進化

が期待される。一方で、びょいういんの負担

が大きいためか、この健診システムが敷衍化

しない面もある。どのようにしたら、敷衍化

できるかが重要な課題である。 

 

Ⅱ 大牟田市の場合 

本 PT は当事者（正確には保護者）、支援者、

行政と医師会（教育機関も）が一丸となって進

めている画期的な取組みである。取組の重点項

目にもあるように、「医療スタッフ（特に医師）

への障害特性・対応についての理解促進」「医

療機関における時間・空間的配慮と準備」「教

育機関での当事者本人への医療と受診に関す

る教育（実地に近い訓練）」「保護者・支援者の

意識改革（遠慮しすぎないですむような心理教

育）」「情報を集約しておくこと（サポートブッ

ク作成）」「絵カード等支援アイテムの充実」等

が重要である。既に特別支援学校での歯科・内

科健診模擬訓練が試みられ、4月時点では健診

を怖がって受診できなかった児童が、年度後半

には笑顔で受診できるようになった事例もあ

ったとのことである。 

 一方、課題もある。大きくは 2つ、①対象者

の把握、②集約された情報の管理、が挙げられ

る。 

① 対象者の把握について 

本 PT の前身が行ったアンケートの対象は既

に何らかの福祉サービスや支援機関につなが

っている者であった。知的障害児・者とその家

族はともすれば情報弱者となりえる。医療受診

に関しては、「教育年限中に特に継続医療を要

する疾患や苦慮がなかったケース」「行動障害

が強度で、家庭内で家族が必死に抱え込んでし

まっているケース」の極端な 2群がこれに陥り
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やすいものと考えられる（本 PT との意見交換

時にも、恐らく数十～百人のオーダーで医療と

の関係をもたない者が存在すると思われると

のことであった）。いずれのケースも（特に後

者）、受診時には当事者本人の平時の状態像が

不明でデータもないため、診療に当たって患

者・医療者双方に困難と混乱を生じうる。この

ためにも、可能な限り全数に対する“当事者・

家族がアクセスしやすい”障害者健診（人間ド

ック）の定期的な実施は重要である。知的障害

児・者を概ね全数把握できる機会は保健所での

乳幼児（集団）健診と、義務教育年限中である。

本人への教育とも重なるが、行政・教育での機

会を活用することは一案と考えらえる。しかし

ながら、把握する責任主体がどこなのかも課題

となる。行政の障害者福祉主管部・課は現行で

は手帳や手当等の申請ベースでの把握である

ため、全数ではない。保健分野や教育との連携

で可能となる可能性もあるが、医療関連情報は

機密性の高い個人情報であるため、保護者によ

る把握・管理が困難となった場合の対応につい

ても検討を要する。 

② 集約された情報の管理について 

 アンケートでも、主たる支援・介護者は 7

割以上母親であった。本人が長じれば、当然保

護者も高齢化する。既に起こりつつある問題で

あるが、「保護者の高齢化（認知・行動機能低

下）」「親亡き後」に手帳を含め本人の医療情報

を管理集約し実際に対応するのは誰なのか、で

ある（アンケートの自由記載にも、「私も歳を

取り、体力の衰えを感じる今、子どもの需要が

私の寿命より短いことを願っている自分が悲

しい」とあり、胸が痛む）。将来的には平成 27

年秋に開始されたマイナンバー制度の適用範

囲が医療まで拡大されるならばこれが医療情

報集約に一役買う可能性はあるが、対応の留意

点など細かいが大切な情報は組み入れられな

い。自己管理は困難である可能性が高いため、

この点も検討を要する。 

 本 PT が順調に発展し、一つのモデルケース

となることを期待するところである。 

 

E.結論 

 杉並区については、これをいかに敷衍化でき

るかを更に検討する必要がある。また積み上げ

た健診のノウハウを整理して、更なる健診の拡

大に努める必要がある。 

 大牟田市「知的障がい児・者医療支援 PT」

について調査した。本 PT は当事者（正確には

保護者）、支援者、行政と医師会（教育機関も）

が一丸となって進めている画期的な取組みで

あり、今後も引き続き調査予定である。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

平成 28 年 1月 24 日 本研究班会議にて実施。 

 

1.論文発表 

なし 

 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

（資料） 

 

資料１：障害者人間ドックのご案内 

 

資料２：健康状態の把握と受診準備のための問

診票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（資料１）

平成 27

 
障害者のかくれた病気を見逃さないで！

断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが
に、健常者に比べ検診機会が

倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過
ごされている可能性も考えられます。

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？

ク｣の開発に取組み
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、
ドックを受診してきました。
《

甲状腺腫、乳腺腫、
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、
高脂血症、
圧、など

 

親亡き後も考えて、できるだけ安く･･･

クでは
６千

特別健診制度（
 

日
場
受診料金：

人

受診資格：
害当事者

あります

検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、

（資料１） 

27 年度 

障害者のかくれた病気を見逃さないで！
障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが
に、健常者に比べ検診機会が
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過
ごされている可能性も考えられます。
 
障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て
ク｣の開発に取組み
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、
ドックを受診してきました。
《障害者ドック

甲状腺腫、乳腺腫、
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、
高脂血症、尿潜血、便潜血
圧、など。 

 

親亡き後も考えて、できるだけ安く･･･
人間ドックは
クでは胸部腹
６千円前後という極めて安い費用で
これは、佼成病院
特別健診制度（
 

日  時：１
場  所：佼成病院健診
受診料金：４０歳未満＝６

※
人  数：申込先着６名

受診資格：１０月～３月
害当事者 
30～39 歳の方
あります 

40～74 歳の方
75 歳以上の方
 
検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、

メラに変更する場合があります）、

 第 2 回

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害者のかくれた病気を見逃さないで！
障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが
に、健常者に比べ検診機会が
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過
ごされている可能性も考えられます。

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て
ク｣の開発に取組み（特別行政法人福祉医療機構研究補助事業）
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、
ドックを受診してきました。
障害者ドックで発見された健康上の問題》

甲状腺腫、乳腺腫、食道ヘルニア、
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、

尿潜血、便潜血
 

親亡き後も考えて、できるだけ安く･･･
人間ドックは私費健診のため、基本コースだけでも通常
腹部ＣＴをプラス
という極めて安い費用で

これは、佼成病院の全面的な協力と、杉並区の区民
特別健診制度（40 歳以上）の利用で実現したものです。

１月５日（火
所：佼成病院健診
４０歳未満＝６
※但し、オプション検査
申込先着６名
 
１０月～３月

歳の方：障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください
歳の方：国民健康保険の被保険者に限らせていただきます
歳以上の方：どなたでも受診できます

検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、
メラに変更する場合があります）、

回(下期)『障害者人間ドック』

すぎコ：NPO

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害者のかくれた病気を見逃さないで！ 
障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが
に、健常者に比べ検診機会が充分に確保されているとはいえ
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過
ごされている可能性も考えられます。

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て

（特別行政法人福祉医療機構研究補助事業）
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、
ドックを受診してきました。 

で発見された健康上の問題》

食道ヘルニア、消化器官奇形、
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、

尿潜血、便潜血、緑内障、

親亡き後も考えて、できるだけ安く･･･
私費健診のため、基本コースだけでも通常
ＣＴをプラスしているため
という極めて安い費用で
の全面的な協力と、杉並区の区民
歳以上）の利用で実現したものです。

５日（火）、朝 8時
所：佼成病院健診センター（
４０歳未満＝６,２４０円
オプション検査

申込先着６名 

１０月～３月生まれで、杉並区に住民票がある、

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください
国民健康保険の被保険者に限らせていただきます
どなたでも受診できます

検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、
メラに変更する場合があります）、
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『障害者人間ドック』

NPO法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが

充分に確保されているとはいえ
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過
ごされている可能性も考えられます。 

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て

（特別行政法人福祉医療機構研究補助事業）
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、

で発見された健康上の問題》 

消化器官奇形、
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、

、緑内障、眼底出血、遠視、

親亡き後も考えて、できるだけ安く･･･ 
私費健診のため、基本コースだけでも通常

しているためさらに高額
という極めて安い費用で受診できます。
の全面的な協力と、杉並区の区民
歳以上）の利用で実現したものです。

今回実施要項

時 15 分～午前中で終了
（杉並区和田２－２５－１
円、４０歳以上＝５

オプション検査は別途料金となります。

生まれで、杉並区に住民票がある、

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください
国民健康保険の被保険者に限らせていただきます
どなたでも受診できます 

検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、
メラに変更する場合があります）、心電図、眼圧測定、眼底カメラ、尿

『障害者人間ドック』

法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
断（定期検診や人間ドックなど）を受けることが大切です。しかし、障害者はその障害ゆえ

充分に確保されているとはいえ
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て

（特別行政法人福祉医療機構研究補助事業）
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、

 

消化器官奇形、潰瘍瘢痕
腎結石、水腎症、腎機能障害、糖尿病、心電図波形異常、不整脈、

眼底出血、遠視、近視

私費健診のため、基本コースだけでも通常
さらに高額（9万円程度
ます。 

の全面的な協力と、杉並区の区民一般健診制度（
歳以上）の利用で実現したものです。 

今回実施要項 

午前中で終了
杉並区和田２－２５－１
、４０歳以上＝５,９００円
は別途料金となります。

生まれで、杉並区に住民票がある、

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください
国民健康保険の被保険者に限らせていただきます

検診内容：胸部・腹部ＣＴスキャン、胸部レントゲン、胃部レントゲン（医師の判断で胃カ
心電図、眼圧測定、眼底カメラ、尿

『障害者人間ドック』

法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター

代表理事

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
大切です。しかし、障害者はその障害ゆえ

充分に確保されているとはいえない状況です
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過

障害者にも人間ドックがあったらいいと思いませんか？ 
私達は障害者の総合健診を目指して、佼成病院の協力を得て日本初となる｢

（特別行政法人福祉医療機構研究補助事業）、知的障害に特別な配慮する
ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、

潰瘍瘢痕、肝機能障害、肝血管腫、脂肪肝、
不整脈、胸部 CT
近視、乱視、難聴、

私費健診のため、基本コースだけでも通常 4～5万円かかります。障害者
万円程度）になりますが、

健診制度（30
 

午前中で終了 
杉並区和田２－２５－１） 

９００円（税込、当日支払い）
は別途料金となります。 

生まれで、杉並区に住民票がある、受診当日

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください
国民健康保険の被保険者に限らせていただきます 

胃部レントゲン（医師の判断で胃カ
心電図、眼圧測定、眼底カメラ、尿

『障害者人間ドック』の
    2015

法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター

代表理事 江副 新（保護者）

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布して

障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
大切です。しかし、障害者はその障害ゆえ

ない状況です。 
厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過

日本初となる｢障害者人間ドッ
、知的障害に特別な配慮する

ことによりこれまで難しいと思われていた重度や重複障害者を含め、延 163 名の

、肝機能障害、肝血管腫、脂肪肝、
CT 陰影、血小板減少症、
難聴、貧血、高血圧、

万円かかります。障害者
になりますが、

30 歳以上 40

（税込、当日支払い）

受診当日満３０歳以上の

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

既に施設での健診を終えられた方は、お知らせください 
 

胃部レントゲン（医師の判断で胃カ
心電図、眼圧測定、眼底カメラ、尿

のご案内 

2015 年 11 月 

法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター 

新（保護者） 

（本案内状は、杉並区内の知的障害者施設のご協力を得て配布しています） 

障害のある人も、そうでない人と同じように病気にかかります。予防のためには、健康診
大切です。しかし、障害者はその障害ゆえ

厚生科学研究によると、特に知的障害者は、同年代の健常者に比べてかなりの高率（3～10
倍）で死亡していますが、ガンや成人病、生活習慣病など、徐々に進行している病気が見過

障害者人間ドッ
、知的障害に特別な配慮する

名の方々が人間

、肝機能障害、肝血管腫、脂肪肝、
陰影、血小板減少症、
高血圧、低血

万円かかります。障害者ドッ
になりますが、個人負担

40 歳未満）と

（税込、当日支払い） 

歳以上の知的障

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

胃部レントゲン（医師の判断で胃カ
心電図、眼圧測定、眼底カメラ、尿検査、便潜

 

 

  

 

 

ドッ
個人負担

と

障

障害者ドックを受診されますと、施設での健診が受診できなくなることが

胃部レントゲン（医師の判断で胃カ
検査、便潜
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血検査、血液検査、視力検査、聴力検査、身体測定、血圧測定、診察 
オプション検査（※腫瘍マーカーは各 3,240 円～5,400 円の別途料金が掛かります） 
腫瘍マーカー：ＣＥＡ(肺癌・大腸癌等),ＣＡ19-9(膵臓癌、胆管癌、胆嚢癌等),ＳＣＣ(肺
癌、食道癌), 
シフラ(肺癌),ＣＡ125(卵巣癌等:女性),ＣＡ72-4(卵巣癌、乳癌等:女性),ＰＳＡ(前立

腺癌:男性) 
乳房超音波検査（乳癌：女性） 別途料金 5,400 円 
※検査項目は、医師の判断により変更になることがあります。なお、その場合も、受診料金
は変わりませんので予めご了承ください。 

 

受診を希望される方は、11 月 23 日(月・祝)までに FAXまたは郵送でお申し込みくださ

い。 

受診決定者には、問診票など必要書類をお送りします。（選に漏れた場合もご連絡はい

たします） 
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《 障害者人間ドック 》 

健康状態の把握と受診準備のための問診票 

 

 

● 障害当事者についてお聞きします（必ずご記入下さい） 
    （ふりがな） 
１．お名前                

 
利用施設（複数あれば全て書いてください）                               
 
２．年齢・性別      才 （昭和  年  月  日生）  男・女 
 
３．基本的障害                                  
    （合併障害）                               
 
４．障害手帳の有無 愛の手帳（   度） ・ 身体障害者手帳（     級） 
 
５．本人の居住形態 独居、家族同居（ 人家族）、ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム、入所 
 
６．現住所                            
                     （電話）                
 
７．本人の健康状態に不安はありますか？ 
   特に問題はない、 多少は感じている、 現在問題あり、 将来的には不安 
   （具体的に）  
 
８、受診の場合、同行する介助者のお名前                    
       （当事者との関係・立場）                   
９、介助者連絡先電話            当日連絡           
 

 

・病院への直接お問い合わせは、ご遠慮ください。 

・ なお、希望者多数の場合はご希望に沿えない場合もありますので、ご了解下さい。 
・ ・また、現在治療中の方や、医師意見などにより、一部科目を受診できない場合もあります。 

 

 

 

施設の担当職員にお渡しくださるか、当センターにファックス（３３１５−２１１９）または郵送
でお願いいたします。 
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 1、障害のある方ご本人の健康状態についてお聞きします  
 
1-1．障害と健康状態などについてあてはまるものに○をつけてください。（いくつでも） 
   てんかん、ダウン症、知的障害、自閉症、アスペルガー症候群、強度行動障害、 
視覚障害、聴覚障害、言語障害、脳性マヒ、脊髄損傷、肢体不自由、 
その他の障害（                             ） 
 
パーキンソン氏病、不随意運動、極度の筋緊張、めまい／高血圧、低血圧、狭心症
心筋梗塞、不整脈／気管支炎、ぜんそく／甲状腺異常、糖尿病、高脂血症、高コレ
ステロール、肥満傾向／貧血／胃炎、十二指腸潰瘍、腹痛、下痢、便秘、肝炎、肝
硬変、胆のう炎、胆石、膵炎／骨粗鬆症、痛風、リウマチ、関節痛、腰痛／腎炎、
ぼうこう炎、尿道炎／前立腺肥大／湿疹、皮膚炎、アトピー、帯状疱疹／アルツハ
イマー、老人性痴呆、統合失調症、躁・鬱など感情障害／白内障、緑内障／花粉症
アレルギー／虫歯、歯槽膿漏／痔／生理不順、不正出血、子宮筋腫、乳腺炎／知覚
過敏、睡眠障害、疲れ易い、逆さまつげ、過換気発作、パニック発作、チック、 
自傷、他害、その他（                          ） 

 
1-2．常用している薬はありますか？ 
 ある ・ ない  
（ある場合具体的に）                           

 
1-3．現在治療中の病気はありますか？ 
 ある ・ ない  
（ある場合具体的に）                           

 
1-4．障害に対する専門かかりつけ医はありますか？   ある ・ ない  
       （医療機関名                       ） 
 

1-5．その他かかりつけ医はいますか？ ある（内・外・耳鼻・歯・婦人・皮膚） ない  
          （医療機関名                       ） 
 
1-6．これまでに大きな病気をしたことがありますか？  ある ・ ない  
       （ある場合具体的に                    ） 

 
1-7．これまでに入院をした経験はありますか？     ある ・ ない  
          （ある場合病気                      ） 
          （入院先                         ） 
 
1-8．定期的な健康診断を受けていますか？       いる ・ いない  
          （ある場合どこで                     ） 
   脳波など定期的にうけている検査はありますか？  ある ・ ない  
          （ある場合何の検査                    ） 
          （医療機関                        ） 

 
1-9．検診等を受けて問題があると言われたことはありますか？  ある ・ ない  
       （ある場合具体的に                    ） 
 
  問題があると言われた方にお聞きします 
  その医療機関で再検査や治療を受けることができましたか？ できた・できない 
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  （できなかった理由                            ） 
 
1-10．検診に同行しているのは誰ですか？ （ひとりで・家族・施設の職員・ヘルパー） 
 
1-11．検診や治療に介助者は必要ですか？  必要・不要  
 
1-12．次の検査を受けたことがありますか。（いくつでも） 
 
●尿検査   できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●便検査   できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●身長体重  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●血圧測定  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●採血検査  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●視力検査  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●聴力検査  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●眼底カメラ できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●眼圧検査  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●心電図   できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●胸部Ｘ線  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●胃バリウム  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
 
●腹部超音波  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
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●脳波検査  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●脳ＣＴ・ＭＲＩ できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●胸部腹部ＣＴ・ＭＲＩ できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●前立腺（男性）   できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し  
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●乳ガン（女性）   できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し 
（検査経験のある方は、検査時期はいつごろでしたか？     年  月頃） 
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●子宮ガン（女性）  できる ・ 時々 ・ できない ・ 経験無し 
（検査経験のある方は、検査時期はいつごろでしたか？     年  月頃） 
（難しかったところ                          ） 
（上手くやるための提案                        ） 
●その他、検査への意見 

 
 
 
 
1-13．最近、気になる体調の変化はありますか？ 
 
 
 
 
 
1-14．医療機関に望むことやご意見はありますか？ 
 
 
 
 
 
1-15．健康診断のあり方について望むことやご意見はありますか？ 
 
 
 
 
 
２、検診場面を想定して、ご本人のふだんの様子についてお聞かせください  

                  （該当するすべてに〇をつけてください） 
 
2-1．コミュニケーション 
 言語指示がよくわかる 言語指示が多少わかる 言語指示はほとんど分からない 
 文字・筆談だと理解し易い ひらがなが読める カタカナが読める 漢字も多少読める 
 写真が理解できる  絵カードが理解できる  機械の声による指示が理解できる 
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 シンボル・サイン言語が使える 上下左右が理解できる （ ）までの数が理解できる 
 青・赤・緑など簡単な色名が理解できる  会話ができる  方言・なまりがある 
 ほとんどしゃべれない その他特徴（                     ） 
 
2-2．緊張・脱力 
 言語指示で数秒間息を止めることが、できる・できない 
 言語指示で身体を楽に（脱力）することが、できる・できない 
 
2-3．移動・姿勢 
 自力歩行が、出来る・ゆっくりなら歩行可能・移動介助が必要・抱きかかえて移動 
 車椅子で、自力移動できる・車椅子の移動介助が必要 
 座位の保持は、自分で保てる 介助が必要 
 右向きうつぶせなど体位の変換が、指示を理解し自分でできる・介助が必要 
  

2-4．朝着た衣服を病院の検査着に着替えさせることができますか？ 
                できる・できない・拒否するかも知れない 
  
2-5．苦手な刺激はありますか？ 
 音楽、明るい光、暗いところ、大きな音、人ごみ、どなり声、子どもの声、注射、 
 触られる、知らない人、知らないところ、狭いところ、その他（         ） 
  
2-6．不快なとき、嫌なとき、どんな反応やサインを出してきますか？ 
                                         
 （その時の望ましい対応は）                           
 
2-7．現在、強い｢こだわり｣はありますか？  ある・ない  
 （こだわりの対象は）                              
 （病院だとどんな場面で出そうですか）                      
 （その時の望ましい対応は）                           
 
2-8．現在、口癖や常同行動、儀式的動作はありますか？  ある・ない  
 （その内容は）                                 
 （病院だとどんな場面で出そうですか）                      
 （その時の望ましい対応は）                           
 

2-9．待つことはできますか？ 
 順番を待つことは、理解できる・待てない・（  ）分位だと待てる 
（工夫としては）                                

 
 
2-10．食べ方・飲み方が早い（早食い）ですか？  早い・普通・遅い  
また、指示によりゆっくりと飲むことができますか？  できる・難しい  

 
 
2-11．飲み物や食べ物でむせることがありますか？ 

 よくむせる・ときどき・ほとんどない  
（その状況は）                                 
 
2-12．好きなこと（もの）はなんですか？ 
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2-13．嫌いなこと（もの）はなんですか？ 
 
 
2-14．普段、周囲の人からどんな名前（または愛称）で呼ばれていますか？ 
 
 

 
 保護者の健康状態はいかがですか？ 
 （父）特に問題はない、多少は感じている、現在問題あり、将来的には不安、既に死亡 
   （具体的に）                              
 （母）特に問題はない、多少は感じている、現在問題あり、将来的には不安、既に死亡 
   （具体的に）                              
 （ ）特に問題はない、多少は感じている、現在問題あり、将来的には不安、既に死亡 
   （具体的に）                              
 （ ）特に問題はない、多少は感じている、現在問題あり、将来的には不安、既に死亡 
   （具体的に）                              
 
 保護者の方は定期検診や人間ドックを受診していますか？ 
       受診している・していない・機会があれば受診したい 
 
ご記入者のお名前・所属            （             ）   
   障害当事者との間柄  親、兄弟姉妹、祖父母、おじ・おば、後見人、施設職員 
 
 
ご協力ありがとうございました 
最後に『障害者人間ドック』プロジェクトに対するご意見ご感想をお聞かせください。 
 
 
 
 
 
本件に関してのお問い合わせは・・・        

SUGI-CO：特定非営利活動法人すぎなみ障害者生活支援コーディネートセンター、まで 
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 4-27-4-202 電話 03-3315-2110 FAX：3315-2119 
E-Mail:soudan@sugi-co.net ホームページ www.sugi-co.net 
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          平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者対策総合研究事業障害者政策総合 研究事業（身体・知的等障害分野）) 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
 

分担研究報告書 

 

 

分担研究課題名： 

小児科外来における発達障害児へのプレパレーションの効果に関する検討 

 
 

       

研究協力者：井上菜穂（鳥取大学大学教育支援機構学生支援センター） 

研究分担者：井上雅彦（鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学講座） 

 

 

A.研究目的 

1989 年に国連総会で採択された「子どもの

権利に関する条約」が，1994 年に日本でも批

准されたことをきっかけに、我が国においても

子どもの成長や発達に応じたインフォーム

ド・コンセントや、子どもや家族の利益を考え

た看護ケアのあり方が検討されるようになり、

プレパレーションの必要性が指摘されるよう

になった。 

近年発達障害児の増加が社会問題としても

取り上げられているが、医療現場において発達

障害に対しての配慮を耳にすることは少ない。

定型発達児の場合には、医学的な処置や検査な

どを受ける際には準備された道具や入室した

部屋の様子や過去の経験から推測することが

できるが、発達障害のある子は、状況の読み取

りが苦手であるために癇癪をおこして処置や

検査が中断したり、しいては次回から来院でき

なくなったりするケースも多々見受けられる。    

田中（2009）は定型発達児にプレパレーショ

ンをおこなう場合に、幼児期には見立て遊びや

ごっこ遊びなどを通じて理解させることが有

効であり、学童期には視覚的な工夫を用いた説

明が有効であると報告している。しかし、発達

障害児の場合には、見立て遊びやごっこ遊びの

理解が困難であったり、文脈理解や未来予測に

困難を持つことが多く、定型発達児へのプレパ

レーションをそのまま導入するのではなく、障

研究要旨 

 本研究では小児科外来において、発達障害児と定型発達児に対してプレパレーションを実施し、

その効果について検討した。外来診療場面のうち、吸入、点滴、注射、脳波検査、浣腸の５場面

を抽出し、発達障害に特化したプレパレーションを作成・実施し、保護者と医療従事者に対して

Children’s Hospital of Eastern Ontario PainScale（CHEOPS）による評価を行った。結果、
発達障害児群の得点は定型発達児群と比較して 5 場面すべてにおいて、発達障害児群は定型発達

児群の苦痛得点を下回っており、プレパレーションの効果の大きさが示唆された。付添者のプレ

パレーションに対する評価は 107名中 105名の付添者が「あったほうがいいと思う」と回答
をおこない高いニーズも示された。発達障害児に対する医療現場でのプレパレーションの有効性

について論じた。 
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害特徴を考慮したプレパレーションの作成が

必要であると考えられる。しかし、これら発達

障害児に関するプレパレーションに関する研

究は数少ない。 

村田ら（2010）は睡眠障害のある発達障害児

15 例（3 歳 3 カ月～11 歳 1 カ月）に睡眠ポリ

グラフィ（PSG）施行前のプレパレーションと

して、検査のプロセスを事前に把握させたとこ

ろ、11 例は覚醒状態で全センサーを装着して

入眠でき、PSG 施行前のプレパレーションの有

用性が示唆された。また井出ら（2009）は発達

障害児 5名を対象として、採血の際に絵カード

をツールとするプレパレーションをおこなっ

た。その結果、視覚的なプログラムで訓練をお

こなっている児には絵本による説明が有効で

あったと述べている。先行研究から今後、発達

障害児に対するプレパレーションが実際の医

療現場で行われるためには複数の治療場面で

の効果検証が重要である。 

本研究では発達障害児をターゲットとした

複数の外来診察場面で使用できるプレパレー

ションのパッケージモデルを作成し、病院外来

において実施することでその効果を予備的に

検討することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

1.対象 

A 総合病院小児科に通院している発達障害

の診断を受けている患児 29 名（平均年齢 5.1

歳）、定型発達児 78名（平均年齢 4.2歳）であ

った。 

2.期間 

X年 12月～X＋1年 7月 

3.方法 

診察場面から 5場面（①吸入、②点滴、③注

射、④脳波検査、⑤浣腸）を抽出し、それらの

場面に対してプレパレーションの作成・実施を

おこなった。各検査の内訳は Table1 のとおり

であった。 

①～⑤の各検査に対してゲーム感覚で取り

組めるよう、各検査をミッションと見立て、写

真入りの手順書カード、ミッションカードを作

成した（Fig.1）。患児に対して「今日は重要な

任務があります。これを読んでミッションをク

リアしてきてね。（低年齢の児に対しては「お

手伝いできたらシールぺったんするよ」）」と待

合室で手順カードを手渡した。患児が手順カー

ドを確認したのちに、各検査の手順を終えるご

とにミッションカードにキャラクターシール

（トークン）を貼ることができることとした

（Fig.2）。最後にすべてのミッションを終える

と医療従事者にカードを渡すことでミッショ

ン終了とし、賞賛と激励を得ることができる仕

組みとした。また吸入や点滴など処置に影響の

でないものは、本や ipad を使用して気を紛ら

せるような工夫をおこなった（ディストラクシ

ョン）。 

4.評価 

McGrathら（1986）の Children’s Hospital of 

Eastern Ontario PainScale（CHEOPS）を参考に、

子どもの様子を表情、言葉数、行動の側面から

点数化をおこない評価した。評価は付添者と医

療従事者とがそれぞれおこなった。両者の点数

をあわせたものを処置に対する苦痛得点とし、

点数が高いと処置や検査に苦痛を伴っている、

点数が低いと苦痛に感じていないと判断した。 

 あわせて、付添者、医療従事者に対してプレ

パレーションの使用に対する効果と感想につ

いてたずねる自由記述項目を設定した。 

 

C. 研究結果 

各検査の苦痛得点の平均の内訳を Table2 に

示した。すべての項目において各治療場面の痛

み得点の平均得点は発達障害児群に比べて低

い傾向がみられた。 

発達障害の有無2水準と治療場面5水準にお

いて、対応のない 2要因分散分析を行った結果、

障害の有無について主効果が得られたが（F 

(1,56)=6.56,p<.05）、治療場面については主

効果・要因ともに交互作用は見られなかった。

また、2要因（障害有無 2水準×プレパレーシ

ョン必要性 4水準）についても対応なしの分散

分析を行った結果、障害有無、必要性有無とも

に主効果・要因の交互作用はみられなかった。

年齢の高低についても同様であった。 

付添者のプレパレーションに対する評価は

107名中 105名の付添者が「あったほうがいい

と思う」と回答をおこない、導入に対してプラ

スの受け止めであった。一方で 2名の付添者は

「されることがわかってしまうことで不安に

なるのではないか？勢いで済ませてしまった

ほうが楽だと思う」「自分の子どもにはまだわ
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かりにくかったように思う」との回答であった。

この 2 名はいずれも定型発達児の付添者であ

った。 

 

D. 考察 

 本研究では複数の外来診療場面、吸入、点滴、

注射、脳波検査、浣腸の５場面に対して、発達

障害児の障害特性を考慮したプレパレーショ

ンの作成と実施をおこなった。その結果、発達

障害児群と定型発達児群と比較して苦痛得点

が低くなることが示唆された。5治療場面での

統計的な差はみられなかったが点滴、注射、浣

腸など侵襲性を伴うものと、吸入や脳波のよう

に侵襲性を伴わないもの、複数回経験があるも

のと初回の親の差など、治療場面の特性や経験

による差が見られるかは今後の課題である。ま

た統制群の設定、本人の意見などを聴取するこ

とも重要であろう。 

佐藤ら（2011）は採血場面において、非効果

的対処行動をとる群は効果的対処行動をとる

群に比べて，子どもの年齢が有意に低かったと

指摘しているが、本研究においてはどの処置場

面においても子どもの年齢や男女差に有意差

はみられなかった。低い年齢の児（2歳）の付

添者からも「写真があったのでわかりやすかっ

た」「シールを貼れたことがうれしそうだった」

と評価があり、写真つきの手順カードを導入す

ることや、トークンシステムを利用することは、

発達障害児だけでなく、低年齢の児にもわかり

やすい方法であり、処置に対する動機付けをあ

げることができたと考えられる。 

 本研究の結果から、発達障害の特性をいかし

た「手順の見通しをたて、終わりを明確にする

こと」、「視覚的にわかるようにすること」、「動

機付けをあげること」を取り入れたプレパレー

ションは、発達障害児の患児に対して効果的で

あることが明らかになった。 

 発達障害は障害特徴が個々によって異なる

障害であるため、詳細なアセスメントをおこな

って、より本人に特化した個別性を兼ね備えた

プレパレーションにつなげることが理想的な

形ではあるが、医療現場の現状からは困難であ

ると考えられる。しかし本研究で利用した視覚

的な支援を中心としたプレパレーションは医

療関係者の負担も少ない方法であると考えら

れるため、スタッフ数の少ない診療所において

も導入しやすいプレパレーションであると考

えられる。今後は対象数を増やしてさらに信頼

性・妥当性を高めていくことや、プレパレーシ

ョンを導入しない児との比較検討していく必

要もあると考えられる。 
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Table1 各検査の内訳の人数 
        

  発達障害児群 定型発達児群 total 

① 吸入 7 31 38 

② 点滴 4 ７ 11 

③ 注射 3 6 9 

④ 脳波 5 4 9 

⑤ 浣腸 10 30 40 

total 29 78 107 

     
 
 
 
 
Table2 各検査の苦痛得点の平均の内訳 
  発達障害児群 定型発達児群 Total 

①吸入 10.4 10.7 10.6 
②点滴 9.5 14 11.8 
③注射 8.7 11.5 10.1 
④脳波 10.8 15.3 13.1 
⑤浣腸 11.4 13.6 12.5 
total 10.1 13.0 11.6 

 
 



Fig.1 
 
 
 
 
 
 

 手順書カードの例手順書カードの例 
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 ミッションカードの例ミッションカードの例ミッションカードの例 
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